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日時 平成１５年１０月７日（火） 午後１時３０分から 

場所 樋脇町 ホテルグリーンヒル 

川薩地区法定合併協議会 
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第 ７回 川 薩 地 区 法 定 合 併 協 議 会  
 

 

 

         

 

 

会  次  第 

     

１．開 会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．議 事   

 

（１）議案審議 

  議案第１７号 新市まちづくり計画原案について              Ｐ  5   

   

（２）提案事項 

  提案第２７号 一部事務組合等の取扱いについて          Ｐ  7 

提案第２８号 消防団の取扱いについて                     Ｐ 33 

提案第２９号 友好都市・国際交流事業について                Ｐ 48 

  提案第３０号 消防防災関係事業について                    Ｐ 54 

  提案第３１号 農林水産関係事業について            Ｐ 71 

 

（３）報告事項 

 ① 合併協定項目Ｃ・Ｄ群の協議状況について           Ｐ113 

② 新市名称公募結果について                  Ｐ117 

③ 事務の進捗状況について                     Ｐ118 

④ ９専門部会の進捗状況について                  Ｐ119 

⑤ 一部事務組合について                      Ｐ120 

  

（４）その他 

    ① 次回協議会の開催等について                   Ｐ123 

  ② 合併協定項目 市町村協議スケジュール（全体）          Ｐ124 

  ③ 合併協定項目（４６項目）の協議状況               Ｐ125 

 

 

４．閉 会  

日時：平成１５年１０月７日(火) 

午後１時３０分から 

場所：ホテルグリーンヒル（樋脇町）



 

 

 名 簿 
１ 協議会会長及び委員 

市町村名 区  分 職名 氏 名 摘 要 

市 長 森  卓朗 会 長 
行 政 

助 役 岩切 秀雄  

議 長 今別府 哲矢 副会長 
議 会 

市町村合併対策特別委員会委員長 岩下 早人  

 田中  憲夫  

川 内 市 

学識経験者 
 今村  妙子  

町 長 黒瀬 一郎 副会長 
行 政 

助 役 宮脇 秀隆  

議 長 帯田 博美  

議 会 
副議長 田島 春良  

 中島 増夫  

樋 脇 町 

学識経験者 
 宮元  泰子  

町 長 福元 忠一  

行 政 
助 役 石塚 政揮  

議 長 山本 佐敏  

議 会 
副議長 上野 一誠  

 田島  忠志  

入 来 町 

学識経験者 
 吹田  紘男  

町  長 森薗  正堂  

行 政 
助 役 和田 国昭  

議 長 北迫  茂  

議 会 
副議長 古里 貞義  

 山元  温治  

東 郷 町 

学識経験者 
 田原 ハルエ  

町 長 今村 松男  

行 政 
助 役 村原 政和  

議 長 安田 文仁  

議 会 
合併問題対策特別委員会委員長 肥後 耕作  

 川畑  二   

祁答院町 

学識経験者 
 平林  徳子  



 

 

市町村名 区  分 職名 氏 名 摘 要 

村 長 塩田  至  
行 政 

助 役 鷺山 和平  

議 長 平嶺 道夫  

議 会 
副議長 外園 加一  

 純浦  勝志  

里   村 

学識経験者 
 山下  廣江  

村 長 藏元欽一郎  
行 政 

助 役 長濵 秀徳  

議 長 中能 重行  
議 会 

副議長 大良 影夫  

 西    仙可  

上 甑 村 

学識経験者 
 石原  弘子  

村 長 町  弘道  
行 政 

助 役（総務課長） 西手 正孝  

議 長 中川 三継  
議 会 

副議長 宮  和勇  

 日笠山直宏  

下 甑 村 

学識経験者 
 宮野イネ子  

村 長 尾﨑  嗣德  
行 政 

助 役 中野    捷  

議 長 塩釜  三郎  
議 会 

副議長 橋野  利邦  

 小村  庄昌  

鹿 島 村 

学識経験者 
 塩釜  悦子  

 

 

２ 顧問 

総務部地方課長 肥後 和紀  

総務部地方課市町村合併推進室長 西中須浩一 
 

鹿児島県 

川内総務事務所長 馬場 英俊 
 

  



 

 

 

事務局 

事 務 局 職 名 氏   名 所属市町村名 

事 務 局 長 田中 良二 川 内 市 

事 務 局 次 長 川野 眞司 川内市（鹿児島県派遣） 

総務広報班長 森園 一春 入 来 町 

総務広報班員 村岡 斎哲 里  村 

総務広報班員 橋口  堅 川 内 市 

調 整 班 長 奥平 幸己 東 郷 町 

調 整 班 員 上須田 敏秋 鹿 島 村 

調 整 班 員 大毛 昭徳 下 甑 村 

調 整 班 員 井手上和洋 祁 答 院 町 

調 整 班 員 平  利朗 樋 脇 町 

調 整 班 員    久米 道秋 祁 答 院 町 

調 整 班 員 堀切 良一 入 来 町  

調 整 班 員 田代 健一 川 内 市 

調 整 班 員 古川 太司 樋 脇 町 

計 画 班 長 古川 英利 川 内 市 

計 画 班 員 江口  洋 上 甑 村 

計 画 班 員 山内 拓也 下 甑 村 

計 画 班 員    堀之内孝充 東 郷 町 

 



   

 

議案第１７号（第６回協議会提案・継続審議）  
 

  

新市まちづくり計画原案について 

 

 

新市まちづくり計画原案について、次のとおり提案する。 

 

 

平成１５年９月２５日 提出 

 

 

川薩地区法定合併協議会 

会長 森  卓 朗  

 

 

 

【 調整方針（案） 】 

新市まちづくり計画原案について 

  

別紙のとおり 

 
平成    年    月    日  確認 

 



 

 

 

 

 

■策定スケジュール 

 策定段階 審議段階 日程 会議等 

1 幹事会提案 8月7日 第2回幹事会 

2 協議会提案 8月12日 第3回協議会 

3 【計画に対する広聴広報】
8 月 17 日

～9月13日

・まちづくり広聴会 

・まちづくりフォーラムとの意見交換

4 幹事会事前協議① 9月18日 第5回幹事会（第１次意見集約）

5 協議会審議① ※ 9月25日 第6回協議会 

6 幹事会事前協議② 10月2日 第6回幹事会 

7 

計画原案 

協議会審議② ※ 10月7日 第7回協議会 

8 修正原案幹事会事前提案 11月6日 第8回幹事会 

9 修正原案協議会提案 ※ 11月13日 第9回協議会 

10 修正案幹事会事前協議 11月20日 第9回幹事会（第２次意見集約）

11 

計画原案の修正 

 

 

（計画案の確定） 修正案協議会審議  ※ 11月26日 第10回協議会 

12 計画幹事会事前協議 12月18日 第10回幹事会（県知事協議報告）

13 

計画案県知事協議 

・計画決定 計画協議会審議 12月24日 第11回協議会（県知事協議報告）

 



 
提案第２７号 
 
 

一部事務組合等の取扱い（その１）について 
 
 

合併協定項目１３号「一部事務組合等の取扱い（その１）」について、次のとおり提案

する。 
 
 

平成１５年１０月７日 提出 
 
 

川薩地区法定合併協議会 
会 長   森  卓 朗 

 
 
【 調整方針（案） 】 

一部事務組合等の取扱い（その１）について 
 

１ 川内地区消防組合、西薩衛生処理組合、甑島衛生管理組合、上甑島バス企業団につ

いては、組合構成団体が合併関係市町村に全て含まれるため、消滅することとなる。

よって、合併の日に全ての事務、財産及び職員を新市に引き継ぎ、直轄事業として実

施する。 

 

２ 祁答院地区消防組合の構成団体である祁答院町は、合併の日の前日に当該組合を脱

退し、新市の直轄事業として行う。財産及び職員の取扱いについては、当該組合及び

構成団体の協議を行い、合併までに調整する。 

 

３ 祁答院地方卸売市場管理組合の構成団体である入来町、祁答院町は、合併の日の前

日に当該組合を脱退する。財産の取扱いについては、当該組合及び構成団体の協議を

行い、合併までに調整する。 

 

４ 鹿児島県市町村自治会館管理組合、鹿児島県町村議会議員公務災害補償等組合、鹿

児島県町村非常勤職員公務災害補償等組合、鹿児島県町村交通災害共済組合、鹿児島

県離島緊急医療対策組合については、当該組合及び構成団体の協議を行い、合併の日

の前日に組合から脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。 

 

５ 鹿児島県市町村消防補償等組合については、当該組合及び構成団体の協議を行い、

合併の日の前日に組合から脱退し、直轄事業として実施する。財産の取扱いについて



は、当該組合及び構成団体の協議を行い、合併までに調整する。 

 

６ 鹿児島県町村職員退職手当組合については、当該組合及び構成団体の協議を行い、

関係町村は、合併の日の前日に当該組合から脱退する。新市の当該組合への加入につ

いては、合併までに調整する。 

 

７ 土地開発公社については、次のとおりとする。 

(1) 川内市土地開発公社は、定款変更により新市の土地開発公社として存続し、財産

等を引き継ぐものとする。 

(2) 鹿児島県町村土地開発公社樋脇町支社、東郷町支社、里村支社、上甑村支社、下

甑村支社、鹿島村支社及び祁答院地区土地開発公社祁答院町支社は、合併の日の前

日までに鹿児島県町村土地開発公社及び祁答院地区土地開発公社を脱退し、解散す

る。各支社の財産等は、新市の土地開発公社へ引き継ぐものとする。 

(3) 入来町土地開発公社は、合併の日の前日までに解散する。財産等については、新

市の土地開発公社へ引き継ぐものとする。 

 

８ 財団法人 川内市民まちづくり公社、川内川多目的取水管理組合については、現行

のまま新市に引き継ぐ。 

 

９ 川内市立視聴覚ライブラリーについては、現行のまま新市に引継ぎ、現在、事務委

託している東郷町、樋脇町は合併の日の前日までに委託契約を解除する。 

甑島地区視聴覚教育協議会は、合併の日の前日までに解散する。 

入来町及び祁答院町は、祁答院地区視聴覚教育協議会から合併の日の前日までに脱

退する。 

 

10 鹿児島県人事委員会に事務委託している４町４村の公平委員会事務については、合

併の日の前日をもって、鹿児島県との「公平委員会の事務の委託に関する規約」を廃

し、新市において合併の日に公平委員会を設置する。 

 

11 肥薩おれんじ鉄道株式会社、株式会社遊湯館、株式会社甑産業振興公社、株式会社

東郷温泉ゆったり館については、出資等の財産について、新市に引き継ぎ、管理運営

については、現行のとおりとする。 

 

 
 平成  年  月  日 確認 



 
協定項目１３号 資料 

 

一部事務組合等の取扱い（その１）について 

 

１．協議項目の要旨・留意点 

① 一部事務組合とは、事務の一部を複数の市町村等が共同で処理するために設置した

組合をいう。（地方自治法第 284 条） 

② 新設合併の場合、合併関係市町村の法人格が消滅するため、廃止、脱退、再加入及

び規約の変更等について協議する必要がある。 

③ 一部事務組合については、合併関係市町村外の市町村も関係するため、広域的な協

議が必要である。 

④ 一部事務組合のほか、事務委託、公社、第三セクター等の取扱いについても協議が

必要である。 

⑤ 薩摩郡東部衛生処理組合、串木野樋脇清掃組合、川薩地区介護保険組合については、

別途協議する。 

⑥ 関連資料については、別紙のとおりである。 

 

 

２．提案内容の理由 

    原則として、住民に急激な変化を与えないよう一部事務組合等の現有施設の有効活用

と広域にわたるため関係組合や構成市町村との協議調整が必要なことを考慮し提案する。 

 

 

３．協定（協議）先進事例 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県篠山市（平成 11 年 4 月 1 日新設合併） 

(1) 一部事務組合等については、４町及び多紀郡広域行政事務組合は、合併の日の前

日を持って当該組合を脱退し、新町において合併の日に当該組合に加入する。 

 

(2) 事務の委託については、４町は、合併の日の前日をもって規約を廃止し、新町に

おいて現行の事務委託規約の内容により合併の日に締結する。ただし、西紀町及び丹

南町に係る視聴覚ライブラリーの事務の委託については、２町は、合併の日の前日を

もって規約を廃止する。 

埼玉県さいたま市（平成 13 年 5 月 1 日新設合併） 

(1) 一部事務組合等の取扱い                          

埼玉県浦和競馬組合、埼玉県都市競艇組合及び彩の国さいたま人づくり広域連合は、

新市において現行どおり加入する。 

埼玉県南水道企業団は合併の前日をもって解散し、事業については新市において行う

ものとする。 

埼玉県市町村消防災害補償組合は、新市において加入しない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

(2) 公社・事業団等の取扱い 
３市に設置されている公社・事業団等については、次のとおりとする。 

ア ３市の土地開発公社、社会福祉法人社会福祉協議会、社団法人シルバー人材セン

 ターは、それぞれ合併時に再編する。 

イ 浦和市と大宮市の社会福祉法人社会福祉事業団、財団法人土地区画整理協会は、

 それぞれ合併時に再編する 

ウ 財団法人浦和市公園緑地協会、財団法人大宮市都市整備公社は、それぞれ合併時

に再編する。 

エ 財団法人浦和市文化振興事業団と財団法人大宮市公立施設管理公社、財団法人与

野市ふるさと振興機構は、合併後速やかに再編する。 

オ 浦和市、大宮市の財団法人学校給食協会と与野市学校給食会は、合併後速やかに

再編する 

カ ３市の観光協会については、合併後速やかに再編するよう調整する。 

キ その他の公社・事業団等については、合併後も現行のとおりとする。 

(3) 第３セクターの取扱い 
第３セクターについては、現行のとおりとする。               

(4) その他協議会等の取扱い 

その他協議会等については、合併後、新市において再び加入する（現行のとおりと

する。）ただし、同種の協議会等で国又は県の管轄地域の違いに関係するものについ

ては、管轄の見直し後速やかに調整する。  

香川県さぬき市（平成 14 年 4 月 1 日新設合併） 

 

(1) 大川地区広域行政振興整備事務組合、大川町外４ヶ町県行造林組合、長尾町外２

ヶ町組合、白鳥町外４ヶ町組合、香川県東部清掃施設組合、三木・長尾葬斎組合、

香川県消防補償等組合及び香川県市町村職員共済組合については、合併の日の前日

をもって当該組合を脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。  

(2) 大川町外２ヶ町県行造林組合、富田県行造林組合、大川総合病院組合、津田川総

合開発事務組合、大川町寒川町清掃組合、長尾地区少年育成センター組合、大川中

部開発組合及び大川学校給食組合については、合併の日の前日をもって当該組合を

解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新市に引き継ぐ。また、一般職の職員

は、新市の職員として身分を引き継ぐ。  

(3) 香川県町村職員退職手当組合及び香川県町村非常勤職員公務災害補償等組合につ

いては、合併の日の前日をもって当該組合を脱退する。  

(4) 公平委員会事務に係る事務の委託については、合併の日の前日をもって当該委託

に関する規約を廃する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県周南市（平成 15 年 4 月 21 日新設合併） 

 

(1)一部事務組合の取扱い 

① 山口県徳山地方養老救護施設組合は、新市で合併の日に当該組合に加入する。 

② 山口県東部地方税整理組合、山口県市町村職員退職手当組合、山口県市町村非常

勤職員公務災害補償組合、山口県市町村消防団員補償等組合は、合併の日の前日を

もって関係の一部事務組合から脱退し、新市において事務を行う。 

③ 光地域広域水道企業団、周南地区衛生施設組合、周陽環境整備組合、玖西環境衛

生組合、光地区消防組合は、合併の日の前日をもって関係の一部事務組合から脱退

し、合併の日に新市で旧市町の区域を対象地区として、当該組合に加入する。 

④ 周南地区食肉センター組合、山口県市町村災害基金組合は、合併の日の前日をも

って関係の一部事務組合から脱退し、合併の日に新市の全区域を対象地区として、

当該組合に加入する。 

⑤ 山口県自治会館管理組合は、合併の日の前日をもって一部事務組合から脱退する。

 

(2) 協議会の取扱い 

① 協議会については、合併の日の前日をもって関係の協議会から脱退し、合併の日

に新市で当該協議会に加入する。ただし、徳山市・下松市・新南陽市・熊毛町・鹿

野町合併協議会及び徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会については、合

併の前日までに廃止するものとする。 

② 機関の共同設置については、山口県市町村公平委員会は合併の日の前日をもって

脱退するとともに、徳山市・鹿野町介護認定審査会は合併の日の前日をもって廃止

し、それぞれ新市において事務を行う。 

③ 事務の委託については、４市４町住民票の写しの交付等の事務委託は合併の日の

前日をもって廃止し、合併の日に新市で新たに委託する。火葬に関する事務委託は

合併の日の前日をもって廃止する。上水道及び下水処理の事務委託は合併の日の前

日をもって廃止し、新市において事務を行う。 

 

(3) 財団等の取扱い 

財団等については、当面、現行どおりとする。ただし、同様な事業を行う財団等は、

新市の速やかな一体性の確立を図るため、統合整備に努めるものとする。 

 

(4) 土地開発公社の取扱い 

２市２町の土地開発公社のうち、１土地開発公社を新市の土地開発公社とし、他の

３土地開発公社は、合併の日の前日までに解散する。 



 

４．参考法令等（条文等抜粋）  

 

地方自治法（抄） 

(組合の種類及び設置) 

第２８４条 地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事

務組合とする。 

２ 普通地方公共団体及び特別区は、第６項の場合を除くほか、その事務の一部を共同処

理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、

その他のものにあっては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができ

る。 

(組織、事務及び規約の変更) 

第２８６条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処

理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公

共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他

のものにあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 

(解散) 

第２８８条 一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、

第２８４条第２項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 

(財産処分) 

第２８９条 第２８６条又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地

方公共団体の協議によりこれを定める。 

（委員会及び委員の設置・委員の兼業禁止等） 

第１８０条の５ 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなけ

ればならない委員会及び委員は、次の通りである。 

３ 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあっては公平委員会 

(機関等の共同設置) 

第２５２条の７ 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第１３８条の

４第１項に規定する委員会若しくは委員、同条第３項に規定する附属機関、普通地方公

共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する吏員、書記その他の職員又は第１７

４条第１項に規定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会につ

いては、この限りでない。 

２ 前項の規定による執行機関、附属機関若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体

の数を増減し、若しくはこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置に関する

規約を変更し、又はこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置を廃止しよう

とするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 



地方公務員法（抄） 

(人事委員会又は公平委員会の設置) 

第７条 

３ 人口１５万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くも

のとする。 

４ 公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会 

を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委

員会に委託して第８条第２項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。 

 
 
土地開発公社に関する法令：公有地の拡大の推進に関する法律（昭和 47 年、法律第 66 号）  

（設立）  
第１０条 地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土

地等の取得及び造成その他管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共

同して、土地開発公社を設立することができる。  
２ 地方公共団体は、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定

款を定め、都道府県（都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この

項において同じ。）又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあっては主務大臣、

その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。  
（定款）  
第１４条 土地開発公社の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。  
① 目的  
② 名称  
③ 設立団体  
④ 事務所の所在地  
⑤ 役員の定数、任期その他役員に関する事項  
⑥ 業務の範囲及びその執行に関する事項  
⑦ 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項  
⑧ 公告の方法  
⑨ 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項  

２ 定款の変更（政令で定める事項に係るものを除く。）は、設立団体の議会の議決を経て

第１０条第２項の規定の例により主務大臣は又は都道府県知事 の認可を受けなければ、

その効力を生じない。 
 

公有地の拡大の推進に関する法律施行令（昭和 47 年、政令第 284 号）  

（議決及び認可を要しない定款の変更）  
第６条 法第１４条第２項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  
① 事務所の所在地の変更  
② 土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更  
③ 前２号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項 

 
 



 
市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40 年３月 29 日 法律６号） 

（一部事務組合等に関する特例） 
第９条の２ 市町村の合併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の

一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村（以下この項において「編入を

する市町村」という。）に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第 284 条第２

項又は第３項の規定により合併関係市町村以外の一の地方公共団体（以下この項におい

て「他の地方公共団体」という。）と一部事務組合又は広域連合（これらのうち当該編入

をする市町村の加入していないものに限る。）を組織しているものがある場合においては、

当該一部事務組合又は当該広域連合は、すべての合併関係市町村及び当該他の地方公共

団体の協議により、当該一部事務組合若しくは当該広域連合を組織する地方公共団体の

数を減少し若しくは共同処理し若しくは処理する事務を変更し、又は当該一部事務組合

若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日において当該一部事務組合

又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合

又は広域連合とすることができる。この場合においては、同法第 286 条第１項本文又は

第 291 条の３第１項本文の規定の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けな

ければならない。 

２ 地方自治法第 290 条又は第 291 条の３第２項、第５項及び第６項並びに第 291 条の 11

並びに第 293 条第１項の規定は、前項の場合について準用する。 

 

 

５ 今後の協議スケジュール 

 

平成１５年１０月２４日 各市町村協議回答 

平成１５年１１月 ６日 （幹事会一次協議） 

平成１５年１１月２０日 （幹事会二次協議） 

平成１５年１１月２６日 協議会確認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



　　　　　　　川薩地区関係一部事務組合等一覧表 川薩地区法定合併協議会 ●　＊は、事務局担当市町村

団　体　名 業　　　務 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村
川内地区消
防組合

西薩衛生処
理組合

甑島衛生管
理組合

川薩地区介
護保険組合

上甑島バス
企業団

その他（構成市町村）

1 川内地区消防組合 消防 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 祁答院地区消防組合 消防 ○ ＊宮之城町、薩摩町、鶴田町

3 西薩衛生処理組合 し尿処理 ● ○ ○

4 甑島衛生管理組合 ごみ処理・火葬業務 ● ○

5 祁答院地方卸売市場管理組合 卸売市場管理 ○ ○ ＊宮之城町、薩摩町、鶴田町

6 上甑島バス企業団 交通事業 ○ ●

7 鹿児島県市町村自治会館管理組合 自治会館管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県内他市町村

8 鹿児島県町村議会議員公務災害補償等組合 議会議員公務災害補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県内他町村

9 鹿児島県町村職員退職手当組合 職員退職手当 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県内他町村

10 鹿児島県町村非常勤職員公務災害補償等組合 非常勤職員公務災害補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県内他町村

11 鹿児島県市町村消防補償等組合 消防補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県内他市町村

12 鹿児島県町村交通災害共済組合 交通災害共済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県内他町村

13 鹿児島県離島緊急医療対策組合 離島緊急医療 ○ ○ ○ ○ 県内他離島市町村

14 川内市土地開発公社 公有地取得等 ○

15 鹿児島県町村土地開発公社樋脇町支社 公有地取得等 ○ 県内他町村

16 鹿児島県町村土地開発公社東郷町支社 公有地取得等 ○

17 鹿児島県町村土地開発公社里村支社 公有地取得等 ○

18 鹿児島県町村土地開発公社上甑村支社 公有地取得等 ○

19 鹿児島県町村土地開発公社下甑村支社 公有地取得等 ○

20 鹿児島県町村土地開発公社鹿島村支社 公有地取得等 ○

21 祁答院地区土地開発公社祁答院町支社 公有地取得等 ○ ＊宮之城町、薩摩町、鶴田町

22 入来町土地開発公社 公有地取得等 ○

23 財団法人　川内市民まちづくり公社 施設管理等 ○

24 川内川多目的取水管理組合 工業用水 ○

25 川内市立視聴覚ライブラリー 視聴覚教育 ● ○ ○

26 甑島地区視聴覚教育協議会 視聴覚教育 ○ ● ○ ○

27 祁答院地区視聴覚教育協議会 視聴覚教育 ○ ○ ＊宮之城町、薩摩町、鶴田町

28 鹿児島県人事委員会（公平委員会） 公平委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 肥薩おれんじ鉄道　株式会社 鉄道運行事業等 ○

30 株式会社　遊湯館 道の駅管理 ○

31 株式会社　甑産業振興公社 宿泊等 ○

32 株式会社　東郷温泉ゆったり館 宿泊等 ○



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
【　消　防　業　務　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

構 成 市 町 村 構 成 市 町 村

事務所の位置 事務所の位置

担 任 事 務 担 任 事 務

職 員 数 職 員 数

財産及び債務

【土地】
・上甑分駐所待機宿舎用地　205.20㎡
・下甑分駐所待機宿舎用地　333.43㎡
・東部消防署庁舎用地　　　4,708.15㎡
・西部消防署庁舎用地　　　3,003.78㎡

【建物】
・消防本部・中央消防署    1,714.17㎡
・南部分署　　　　　　　　　   　560.00㎡
・上甑分駐所                  　164.00㎡
・上甑分駐所待機宿舎      　204.98㎡
・下甑分駐所                  　164.00㎡
・下甑分駐所待機宿舎      　204.98㎡
・東部消防署                  　561.27㎡
・西部消防署                  　835.29㎡
・寺山無線中継局               　9.00㎡

【車両等】
・常備分　　　　    　34台
・川内市消防団分　45台　　　計　79台

【基金】(15年度末基金高)
・財政調整基金　　　　　　　89,645千円
・退職手当準備基金　　　466,190千円

【債務】（15年度末起債残高予定）
・常備分　　　　　　　　　　　210,496千円
・川内市消防団分　　　　　 87,860千円
　　　　　　　　　　　　　　計　298,356千円 財産及び債務

【土地】
            3,883.41㎡

【建物】
            1,530.72㎡

【車両等】
              10台

【基金】(15年度末基金高)
               11,793,060円

【債務】（15年度末起債残高予定）
              224,512,776円

　祁答院町は、合併の日の前日（平成１
６年１０月１１日）に当該組合を脱退し、
その業務は新市の直轄事業として行う。
財産及び職員の取扱いについては当該
組合及び構成団体との協議を行い、合
併までに調整する。

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い 総務部会　　消防防災分科会

川内地区消防組合については、組合構成団体が合併関係市町村に全て含まれるため、消滅することとなる。よって、合併の日（平成１６年１０月１２日）に全ての事務、財産及び職員を新市に引き継ぎ、直轄事業として実施する。
祁答院地区消防組合の構成団体である祁答院町は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）に当該組合を脱退し、その業務は新市の直轄事業として行う。財産及び職員の取扱いについては、当該組合及び構成団体との協議を行い、合併までに調整す
る。

消防組織法及び消防法に基づく関係市町村の消防に関する事務

１５年度当初職員総数　　　　   　１３２名
  うち組合採用職員数　　　　　 　１２９名
  うち市町村採用派遣職員数　　　　３名

祁答院地区消防組合

昭和５５年　８月　１日

祁答院町・宮之城町・鶴田町・薩摩町

薩摩郡宮之城町時吉366番地

消防及び救急に関する事務

１５年度当初職員総数             ３９名
　　うち組合採用職員数           ３７名
　　うち市町村採用派遣職員数　　２名（宮之城町）

　組合構成団体が合併関係市町村に全
て含まれるため、消滅することとなる。
よって、合併の日（平成１６年１０月１２
日）に全ての事務、財産及び職員を新市
に引き継ぎ、直轄事業として実施する。

新市での業務体制等については、合併
までに関係団体と協議する。

川内地区消防組合

昭和56年4月1日

川内市、樋脇町、入来町、東郷町、里村、上甑村、下甑村、鹿島村

川内市原田町22番10号



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
【　し尿処理・ごみ処理・火葬業務　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

構 成 市 町 村 構 成 市 町 村

事務所の位置 事務所の位置

担 任 事 務 担 任 事 務

職 員 数 職 員 数

財産及び債務

【土地】
               67,479㎡

【建物】
     延面積　3,420㎡

【車両等】
                7台

【基金】(15年度末基金高)
  次期建設費対応: 769,484千円
  その他目的対応: 156,945千円

【債務】（15年度末起債残高予定）
     　　　　　　　　　　　　　　　　0円

財産及び債務

【土地】
                 3,878㎡

【建物】
     ごみ処理施設：   830.69㎡
　　 火葬施設：  218㎡

【車両等】
                   ４台

【基金】(15年度末基金高)
               　　　　　0円

【債務】（15年度末起債残高予定）
             217,589千円

　組合構成団体が合併関係市町村に
全て含まれるため、消滅することとな
る。よって、合併の日（平成１６年１０月
１２日）に全ての事務、財産及び職員を
新市に引き継ぎ、直轄事業として実施
する。

　新市での業務体制等については、合
併までに関係機関と協議する。

西薩衛生処理組合

昭和39年4月1日

川内市・樋脇町・東郷町

川内市五代町　7632番地（西薩環境センター内）

里村・上甑村・鹿島村・下甑村

里村里1922番地

・ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。　　[里村・上甑村]
・火葬場の設置、管理及び運営に関すること。　　　　　　[里村・上甑村]
・一般廃棄物最終処分場の設置、管理及び運営に関すること。
                                            　　[里村・上甑村・鹿島村・下甑村]

１５年度当初職員総数　　　    ５名
　  うち組合採用職員数　　　  ４名
　　うち市町採用派遣職員数　１名（里村）

　組合構成団体が合併関係市町村に
全て含まれるため、消滅することとな
る。よって、合併の日（平成１６年１０月
１２日）に全ての事務、財産及び職員を
新市に引き継ぎ、直轄事業として実施
する。

　新市での業務体制等については、合
併までに関係機関と協議する。

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い 住民健康福祉部会　　環境分科会

西薩衛生処理組合は、組合構成団体が合併関係市町村に全て含まれるため、消滅することとなる。よって、合併の日（平成１６年１０月１２日）に全ての事務、財産及び職員を新市に引き継ぎ、直轄事業として実施する。

甑島衛生管理組合については、組合構成団体が合併関係市町村に全て含まれるため、消滅することとなる。よって、合併の日（平成１６年１０月１２日）に全ての事務、財産及び職員を新市に引き継ぎ、直轄事業として実施する。

・し尿処理施設の設置及び管理運営並びにし尿の収集、運搬及び処分に関する
こと。
・し尿の収集、運搬及び処分を業として行おうとする者又は浄化清掃業を営もうと
するものに係る許可に関すること。

１５年度当初職員総数　      １２名
　　うち組合採用職員数  　　１１名
　　うち市町採用派遣職員数　１名（川内市）

甑島衛生管理組合

ごみ処理業務：昭和48年5月1日　　　最終処分場建設：平成13年12月1日
火葬業務：昭和57年4月1日



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　介護保険・卸売市場業務　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

構 成 市 町 村 構 成 市 町 村

事務所の位置 事務所の位置

担 任 事 務 担 任 事 務

職 員 数 職 員 数

財産及び債務

【土地】
              7,614.60㎡

【建物】
  　　　　　   1,606.60㎡

【車両等】
                   ０台

【基金】(15年度末基金高)
             19,512千円

【債務】（15年度末起債残高予定）
     　　            0千円

財産及び債務

【土地】
              714.0４㎡

【建物】
  　　　　　   104.4㎡

【車両等】
              ５台

【基金】(15年度末基金高)
                            0円

【債務】（15年度末起債残高予定）
     　　　　               0円

住民健康福祉部会　国保介護分科会
産業経済部会　農林畜産分科会

祁答院地方卸売市場管理組合の構成団体である入来町と祁答院町は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）に当該組合を脱退する。財産の取扱いについては、当該組合及び構成団体の協議を行い、合併までに調整する。

上甑島バス企業団については、組合構成団体が合併関係市町村に全て含まれるため、消滅することとなる。よって、合併の日（平成１６年１０月１２日）に全ての事務、財産及び職員を新市に引き継ぎ、直轄事業として実施する。

祁答院地方卸売市場管理組合

昭和５２年　９月　２９日
祁答院地方卸売市場管理組合の構成
団体である入来町と祁答院町は、合併
の日の前日（平成１６年１０月１１日）に
当該組合を脱退する。
財産の取扱いについては、当該組合及
び構成団体の協議を行い、合併までに
調整する。

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い

入来町、宮之城町、鶴田町、薩摩町、祁答院町

宮之城町船木3,080番地

地方卸売市場の設置及び管理運営並びに生鮮食料品等の取引。

１５年度当初職員総数　　  　  0名
　　うち組合採用職員数 　　　 0名
　　うち町採用派遣職員数　   0名（宮之城町職員兼務）

道路運送法第３条第２項の規定に基づく一般貸切旅客自動車運送事業。

１５年度当初職員総数　  　 　  6名
　　うち組合採用職員数　　 　  6名
　　うち村採用派遣職員数　    0名

　組合構成団体が合併関係市町村に
全て含まれるため、消滅することとな
る。よって、合併の日（平成16年10月12
日）に全ての事務、財産及び職員を新
市に引き継ぎ、直轄事業として実施す
る。

新市での業務体制等については、合併
までに関係機関と協議する。

上甑島バス企業団

昭和５３年　４月　１日

上甑村、里村

上甑村中甑481-1番地(上甑村役場内)



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　町村会関係　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

構 成 市 町 村 構 成 市 町 村

事務所の位置 事務所の位置

担 任 事 務 担 任 事 務

負 担 金 等 負 担 金 等

財産及び債務

【土地】
　　　　　　　　4,868.68㎡

【建物】
　　　　　　非木造　12,469.96㎡

【基金】（平成13年度末）

財政調整基金　　　594,000千円
　
退職手当組合加算負担金準備基金
　　　　　　　　　　　　　20,100千円

財産及び債務

鹿児島県市町村自治会館管理組合

【基金】（平成13年度末）

公務災害補償等基金　　　63,040千円

当該組合及び構成団体との協議を行
い、関係町村は、合併の日の前日（平
成１６年１０月１１日）に当該組合から脱
退し、新市において合併の日（平成１６
年１０月１２日）に新たに当該組合へ加
入する。

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い
総務部会　　人事厚生分科会
議会・監査部会　議会分科会

鹿児島県市町村自治会館管理組合については、合併関係市町村全てが加入しているため、当該組合及び構成団体との協議を行い、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）に当該組合から脱退し、新市において合併の日（平成１６年１０月１２日）
に当該組合へ加入する。

鹿児島県町村議会議員公務災害補償等組合については、当該組合及び構成団体との協議を行い、関係市町村は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）に当該組合から脱退し、新市において合併の日（平成１６年１０月１２日）に当該組合へ加入
する。

鹿児島県市町村自治会館の管理運営に関する事務

鹿児島県町村議会議員公務災害補償等組合

議員補償基礎額（12,000円）の20％×議員定数（4月1日現在）

　当該組合及び構成団体の協議を行
い、関係町村は、合併の日の前日（平
成１６年１０月１１日）に当該組合から脱
退し、新市において合併の日（平成１６
年１０月１２日）に当該組合へ加入す
る。

負担金なし

昭和23年12月9日

川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、下甑村、上甑村、鹿島村
　　他　８７市町村

鹿児島市鴨池新町７番４号　（鹿児島県市町村自治会館内）

昭和43年4月1日

樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村、鹿島村
　　　他　７４町村

鹿児島市鴨池新町７番４号　（鹿児島県市町村自治会館内）

町村議会議員に対する公務災害補償等に関する事務の共同処理



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　町村会関係　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

構 成 市 町 村 構 成 市 町 村

事務所の位置 事務所の位置

担 任 事 務 担 任 事 務

負 担 金 等 負 担 金 等

財産及び債務 財産及び債務

樋脇町　入来町　東郷町　祁答院町　里村　上甑村　下甑村　鹿島村
　　他　７３町村
甑島衛生管理組合　上甑島バス企業団　　　他　４６団体

鹿児島市鴨池新町７番４号　（鹿児島県市町村自治会館内）

【基金】（平成13年度末）

退職手当給付基金　　　9,973千円

樋脇町　入来町　東郷町　祁答院町　里村　上甑村　下甑村　鹿島村
川薩地区介護保険組合　上甑島衛生管理組合　西薩衛生処理組合
　　他　１３４団体

鹿児島市鴨池新町７番４号　（鹿児島県市町村自治会館内）

　地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）の規定に基づく組合町村の非
常勤の職員（町村の議会の議員を除く。以下、「職員」という。）に対する公務上の災
害又は通勤による災害に対する補償に関する事務
　公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
（昭和32年法律第143号）の規定に基づく町村立の学校の学校医、学校歯科医及
び学校薬剤師に対する公務上の災害に対する補償に関する事務

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い 総務部会　　人事厚生分科会

鹿児島県町村職員退職手当組合については、当該組合及び構成団体との協議を行い、関係町村は、合併の日の前日（平成16年10月11日）に当該組合から脱退する。当該組合への加入については、合併までに調整する。
鹿児島県町村非常勤職員公務災害補償等組合については、当該組合及び構成団体との協議を行い、関係市町村は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）に当該組合から脱退し、新市において合併の日（平成１６年１０月１２日）に当該組合へ加
入する。

昭和43年4月1日

町村　人口割合に応じて負担
一部事務組合　一律

鹿児島県町村職員退職手当組合

当該組合及び構成団体との協議を行
い、関係市町村は、合併の日の前日
（平成１６年１０月１１日）に当該組合か
ら脱退し、新市において合併の日（平成
１６年１０月１２日）に当該組合へ加入す
る。

県内町村（一部事務組合含む。）の常勤職員の退職手当の支給に関する事務

鹿児島県町村非常勤職員公務災害補償等組合

【基金】（平成13年度末）

基金残高　　62,328千円

当該組合及び構成団体との協議を行
い、関係町村は、合併の日の前日（平
成16年10月11日）に当該組合から脱退
する。
当該組合への加入については、合併ま
でに調整する。

一般職員　給料×1000分の130
特別職　 　給料×1000分の300（町村長）
　　　　　  　給料×1000分の200（助役、収入役及び教育長等）
　
特別負担金　一般職（５条規定適用者）　　５条適用額　－　４条適用額
　　　　　　　　特別職（死亡等による退職の場合）　５０％の加算分を別途負担

昭和36年3月1日



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　町村会関係　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

構 成 市 町 村 構 成 市 町 村

事務所の位置 事務所の位置

担 任 事 務 担 任 事 務

負 担 金 等

次の合計額
ア　公務災害補償関係負担金
　　人口１人につき　　　　年額　   　3.5円
　　消防団員１人につき　年額　  1,900円
　　見舞金負担金並びに事務費負担金
　　人口１人につき　　　　年額　　   　7円
　　消防団員１人につき　年額　　　330円

イ　退職報償金関係負担金
　　消防団員１人につき
　　　　　　　　　　年額　16,210円
　　事務費負担金
　　消防団員１人につき
　　　　　　　　　　年額　 　180円

負 担 金 等

財産及び債務 財産及び債務

昭和44年10月1日

　　　1人　500円

鹿児島県市町村消防補償等組合

当該組合及び構成団体との協議を行
い、関係町村は、合併の日の前日（平
成１６年１０月１１日）に当該組合から脱
退し、新市において合併の日（平成１６
年１０月１２日）に新たに当該組合へ加
入する。

・消防組織法第15条の7第１項の規定による非常勤消防団員に係る公務災害補償に
関する事務
・消防法第36条の3の規定による消防作業に従事した者及び救急業務に従事した者
に係る災害補償に関する事務
・水防法第6条の2第１項の規定による水防団長、又は水防団員に係る災害補償に関
する事務
・水防法第34条の規定による水防に従事した者に係る災害補償に関する事務
・災害基本法第84条第１項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る災害
補償に関する事務
・消防法第35条の7の規定により救急業務に協力した者に係る災害補償に関する事
務
・消防組織法第15条の8の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に
関する事務

鹿児島県町村交通災害共済組合

【基金】（平成13年度末）

災害見舞金準備基金　　396,400千円

　当該組合及び構成団体との協議を行
い、関係町村は、合併の日の前日（平
成１６年１０月１１日）に当該組合から脱
退し、新市において合併の日（平成１６
年１０月１２日）に直轄事業として実施
する。

　精算事務等については、合併までに
調整する。

昭和27年9月6日

樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村、鹿島村
　　　他　２市　７４町村

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い 総務部会　　消防防災分科会

鹿児島県市町村消防補償等組合については、当該組合及び構成団体との協議を行い、関係町村は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）に当該組合から脱退し、新市において合併の日（平成１６年１０月１２日）に直轄事業として実施する。
鹿児島県町村交通災害共済組合については、当該組合及び構成団体との協議を行い、関係町村は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）に当該組合から脱退し、新市において合併の日（平成１６年１０月１２日）に新たに当該組合へ加入する。

鹿児島市鴨池新町７番４号　（鹿児島県市町村自治会館内）

【基金】（平成13年度末）

公務災害補償準備基金　　　27,593千円

樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村、鹿島村
　　　他　７４町村

鹿児島市鴨池新町７番４号　（鹿児島県市町村自治会館内）

交通事故による災害見舞金の共済事業
　　県町村会に本部を置き、構成町村を支部
　　（支部の事務）・共済加入者の受付、掛金の徴収
　　　　　　　　　　　・見舞金請求の必要書類の交付と受理
　　　　　　　　　　　・申請者への見舞金の交付
　　（本部の事務）・加入者証の保管
　　　　　　　　　　　・見舞金請求の査定（審査会の運営等を含む）
　　　　　　　　　　　・見舞金の支払い（通知書は申請者へ直接送付、送金は支部宛、
　　　　　　　　　　　　窓口交付としている。）
　　　　　　　　　　　・事務研修会等の実施



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　町村会関係　】

団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日

構 成 市 町 村

事務所の位置

担 任 事 務

負 担 金 等

財産及び債務

鹿児島市鴨池新町７番４号　（鹿児島県市町村自治会館内）

【基金】（平成13年度末）

見舞金・財政調整基金　　　42,202千円

均等割　150,000円

応益割
　団体ごと過去６カ年の搬送実数／過去６カ年の搬送全体総数×13,100,000円

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い 住民健康福祉部会　　健康管理分科会

鹿児島県離島緊急医療対策組合については、当該組合及び構成団体との協議を行い、関係村は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）に当該組合から脱退し、新市において合併の日（平成１６年１０月１２日）に新たに当該組合へ加入する。

鹿児島県離島緊急医療対策組合

ア　組合市町村における救急患者発生に対応する医療従事者の確保に関するこ
と。
イ　全豪の医療従事者に対する傷害保険、補償等に関すること。

当該組合及び構成団体との協議を行
い、関係村は、合併の日の前日（平
成１６年１０月１１日）に当該組合
から脱退し、新市において合併の日
（平成１６年１０月１２日）に新た
に当該組合へ加入する。

昭和49年4月1日

里村、上甑村、下甑村、鹿島村　他　１市　２１町村



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　土地開発公社関係　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

設 立 団 体 設 立 団 体

事務所の位置 事務所の位置

担 任 事 務 担 任 事 務

役 員 定 数 等 役 員 定 数 等

職 員 数 等 職 員 数 等

財産及び債務 財産及び債務

鹿児島県川内市神田町1番22号（川内市役所内）

【基本財産の額】　　　　　1,000,000円

【財産目録】（平成13年度末）
　　資産合計：　　2,317,957,099円
　　負債合計：　　1,649,548,117円
　　差引純財産：　 668,408,982円

【保有土地の状況】（平成13年度末）
　　20件　　109,920.66㎡　　　　  1,695,664,778円

【借入金の状況】（平成13年度末）
　　２１件　　　1,494,000,000円

樋脇町

鹿児島県薩摩郡樋脇町塔之原1173番地

１(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理処分を行うこと。
ア　公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ　道路、公園、緑地その他公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ　公営企業の用に供する土地
エ　都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ　観光施設事業の用に供する土地
カ　当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ　史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2)住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業（埋立事業に限る。）並びに地域開発の
ためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に
供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
２前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務
を行う。
(1)前項第1号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）又は同項第2号の事業の
実施に併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に
基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2)国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調
査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

事務職員　５名
技術職員　１名
＊市出向職員１名、嘱託（常勤）２名、嘱託（非常勤）３名

理　事　１２名以内（うち理事長１名、うち１名は常任とする。）
監　事　　２名
任　期　　２年

理事　　１名　　　　　監事　　２名　　　　　　　　　任期　　２年
樋脇町支社審議会　委員　１０名以内（８名）　　任期　　２年

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い 企画財政部会　土地開発分科会

川内市土地開発公社は、定款変更により新市の土地開発公社として存続し、財産等を引き継ぐものとする。
鹿児島県町村土地開発公社樋脇町支社は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）までに鹿児島県町村土地開発公社を脱退し、解散する。また、同支社の財産等については、新市の土地開発公社へ引き継ぐものとする。

昭和48年3月31日

事務職員　５名（兼任）

川内市土地開発公社

　鹿児島県町村土地開発公社樋脇町
支社は、合併の日の前日（平成１６年１
０月１１日）までに鹿児島県町村土地開
発公社を脱退し、解散する。また、同支
社の財産等については、新市の土地開
発公社へ引き継ぐものとする。

１(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理処分を行うこと。
ア　公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土
地
イ　道路、公園、緑地その他公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ　公営企業の用に供する土地
エ　都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ　観光施設事業の用に供する土地
カ　当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ　史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2)住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業（埋立事業に限る。）並びに地域開発
のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の
用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
２前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる
業務を行う。
(1)前項第1号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）又は同項第2号の事業
の実施に併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の
委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2)国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、
調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

鹿児島県町村土地開発公社　樋脇町支社

【出資金】　　　1,936,800円

【財産目録】（平成13年度末）
　　資産合計：　　41,765,174円
　　負債合計：　　　　　　　　　0円
　　差引純財産：　41,765,174円

【保有土地の状況】（平成13年度末）
　　　　　なし

【借入金の状況】（平成13年度末）
　　　　　なし

　川内市土地開発公社は、定款変更
により新市の土地開発公社として存
続し、財産等を引き継ぐものとす
る。

昭和48年6月29日

川内市



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　土地開発公社関係　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

設 立 団 体 設 立 団 体

事務所の位置 事務所の位置

担 任 事 務 担 任 事 務

役 員 定 数 等 役 員 定 数 等

職 員 数 等 職 員 数 等

財産及び債務 財産及び債務

昭和48年3月31日

事務職員　１名（兼任）

鹿児島県町村土地開発公社　東郷町支社

　鹿児島県町村土地開発公社里村支
社は、合併の日の前日（平成１６年１０
月１１日）までに鹿児島県町村土地開
発公社を脱退し、解散する。また、同支
社の財産等については、新市の土地開
発公社へ引き継ぐものとする。

１(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理処分を行うこと。
ア　公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土
地
イ　道路、公園、緑地その他公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ　公営企業の用に供する土地
エ　都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ　観光施設事業の用に供する土地
カ　当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ　史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2)住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業（埋立事業に限る。）並びに地域開発
のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の
用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
２前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる
業務を行う。
(1)前項第1号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）又は同項第2号の事業
の実施に併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の
委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2)国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、
調査 測量その他これらに類する業務を行うこと

鹿児島県町村土地開発公社　里村支社

【出資金】　　　　644,300円

【財産目録】（平成13年度末）
　　　　　なし

【保有土地の状況】（平成13年度末）
　　　　　なし

【借入金の状況】（平成13年度末）
　　　　　なし

　鹿児島県町村土地開発公社東郷町
支社は、合併の日の前日（平成１６
年１０月１１日）までに鹿児島県町
村土地開発公社を脱退し、解散す
る。また、同支社の財産等について
は、新市の土地開発公社へ引き継ぐ
ものとする。

昭和48年3月31日

東郷町

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い 企画財政部会　土地開発分科会

鹿児島県町村土地開発公社東郷町支社・里村支社は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）までに鹿児島県町村土地開発公社を脱退し、解散する。また、同支社の財産等については、新市の土地開発公社へ引き継ぐものとする。

鹿児島県薩摩郡東郷町斧渕362番地

【出資金】　　　　1,617,100円

【財産目録】（平成13年度末）
　　資産合計：　　154,154,898円
　　負債合計：　　　　　　　　　 0円
　　差引純財産： 154,154,898円

【保有土地の状況】（平成13年度末）
　　 7件     27,531.71㎡　 　147,328,739円

【借入金の状況】（平成13年度末）
　　　　　　　　　なし

里村

鹿児島県薩摩郡里村里1922番地

１(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理処分を行うこと。
ア　公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ　道路、公園、緑地その他公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ　公営企業の用に供する土地
エ　都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ　観光施設事業の用に供する土地
カ　当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ　史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2)住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業（埋立事業に限る。）並びに地域開発の
ためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に
供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
２前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務
を行う。
(1)前項第1号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）又は同項第2号の事業の
実施に併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に
基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2)国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調
査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

事務職員　８名（兼任）

理　事　　１名　　　　 監事　　２名　　　　　任期　　２年
東郷町支社審議会　委員　１０名以内　　任期  　２年

理　事　　１名　　　　 監事　　２名　　　　　任期　　２年
里村支社審議会　委員　１０名以内　　任期  　２年



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　土地開発公社関係　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

設 立 団 体 設 立 団 体

事務所の位置 事務所の位置

担 任 事 務 担 任 事 務

役 員 定 数 等 役 員 定 数 等

職 員 数 等 職 員 数 等

財産及び債務 財産及び債務

鹿児島県薩摩郡上甑村中甑481番地1

【出資金】　　　　849,400円

【財産目録】（平成13年度末）
　　資産合計：　　      484,315円
　　負債合計：　　　　　　　　　 0円
　　差引純財産：　     484,315円

【保有土地の状況】（平成13年度末）
　　 　　　　　　なし

【借入金の状況】（平成13年度末）
　　　　　　　　　なし

下甑村

鹿児島県薩摩郡下甑村手打819番地

１(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理処分を行うこと。
ア　公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ　道路、公園、緑地その他公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ　公営企業の用に供する土地
エ　都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ　観光施設事業の用に供する土地
カ　当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ　史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2)住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業（埋立事業に限る。）並びに地域開発の
ためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に
供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
２前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務
を行う。
(1)前項第1号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）又は同項第2号の事業の
実施に併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に
基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2)国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調
査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

事務職員　２名（兼任）

理　事　　１名　　　　 監事　　２名　　　　　任期　　２年
上甑村支社審議会　委員　１０名以内　　任期  　２年

理　事　　１名　　　　 監事　　２名　　　　　任期　　２年
下甑村支社審議会　委員　１０名以内　　任期  　２年

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い 企画財政部会　土地開発分科会

鹿児島県町村土地開発公社上甑村支社、下甑村支社は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）までに鹿児島県町村土地開発公社を脱退し、解散する。また、同支社の財産等については、新市の土地開発公社へ引き継ぐものとする。

昭和48年3月31日

事務職員　　4名（兼任）

鹿児島県町村土地開発公社　上甑村支社

　鹿児島県町村土地開発公社下甑村
支社は、合併の日の前日（平成１６
年１０月１１日）までに鹿児島県町
村土地開発公社を脱退し、解散す
る。また、同支社の財産等について
は、新市の土地開発公社へ引き継ぐ
ものとする。

１(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理処分を行うこと。
ア　公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土
地
イ　道路、公園、緑地その他公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ　公営企業の用に供する土地
エ　都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ　観光施設事業の用に供する土地
カ　当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ　史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2)住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業（埋立事業に限る。）並びに地域開発
のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の
用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
２前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる
業務を行う。
(1)前項第1号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）又は同項第2号の事業
の実施に併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の
委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2)国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、
調査 測量その他これらに類する業務を行うこと

鹿児島県町村土地開発公社　下甑村支社

【出資金】　　　　1,095,600円

【財産目録】（平成13年度末）
　　資産合計：　　      471,314円
　　負債合計：　　　　　　　　　 0円
　　差引純財産：　     471,314円

【保有土地の状況】（平成13年度末）
　　　　　なし

【借入金の状況】（平成13年度末）
　　　　　なし

　鹿児島県町村土地開発公社上甑村
支社は、合併の日の前日（平成１６
年１０月１１日）までに鹿児島県町
村土地開発公社を脱退し、解散す
る。また、同支社の財産等について
は、新市の土地開発公社へ引き継ぐ
ものとする。

昭和48年3月31日

上甑村



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　土地開発公社関係　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

設 立 団 体 設 立 団 体

事務所の位置 事務所の位置

担 任 事 務 担 任 事 務

役 員 定 数 等 役 員 定 数 等

職 員 数 等 職 員 数 等

財産及び債務 財産及び債務

昭和49年4月1日

事務職員　9名（兼任）

鹿児島県町村土地開発公社　鹿島村支社

　祁答院地区土地開発公社祁答院町
支社は、合併の日の前日（平成１６
年１０月１１日）までに祁答院地区
土地開発公社を脱退し、解散する。
また、同支社の財産等については、
新市の土地開発公社へ引き継ぐもの
とする。

１(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理処分を行うこと。
ア　公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土
地
イ　道路、公園、緑地その他公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ　公営企業の用に供する土地
エ　都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ　観光施設事業の用に供する土地
カ　当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ　史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2)住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業（埋立事業に限る。）並びに地域開発
のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の
用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
２前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる
業務を行う。
(1)前項第1号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）又は同項第2号の事業
の実施に併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の
委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2)国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、
調査 測量その他これらに類する業務を行うこと

祁答院地区土地開発公社　祁答院町支社

【出資金】　　　500,000円

【財産目録】（平成13年度末）
　　資産合計：　   　1,003,226円
　　負債合計：　　　　　　　　　 0円
　　差引純財産：　  1,003,226円

【保有土地の状況】（平成13年度末）
　　 　　　　　　なし

【借入金の状況】（平成13年度末）
　　　　　　　　　なし

　鹿児島県町村土地開発公社鹿島村
支社は、合併の日の前日（平成１６
年１０月１１日）までに鹿児島県町
村土地開発公社を脱退し、解散す
る。また、同支社の財産等について
は、新市の土地開発公社へ引き継ぐ
ものとする。

昭和48年3月31日

鹿島村

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い 企画財政部会　土地開発分科会

鹿児島県町村土地開発公社鹿島村支社は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）までに鹿児島県町村土地開発公社を脱退し、解散する。また、同支社の財産等については、新市の土地開発公社へ引き継ぐものとする。
祁答院地区土地開発公社祁答院町支社は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）までに祁答院地区土地開発公社を脱退し、解散する。また、同支社の財産等については、新市の土地開発公社へ引き継ぐものとする。

鹿児島県薩摩郡鹿島村藺牟田1457番地10

【出資金】　　　　464,500円

【財産目録】（平成13年度末）
　　　　　　　　　なし

【保有土地の状況】（平成13年度末）
　　 　　　　　　なし

【借入金の状況】（平成13年度末）
　　　　　　　　　なし

祁答院町

鹿児島県薩摩郡祁答院町下手67番地

１(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理処分を行うこと。
ア　公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ　道路、公園、緑地その他公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ　公営企業の用に供する土地
エ　都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ　観光施設事業の用に供する土地
カ　当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ　史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2)住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業（埋立事業に限る。）並びに地域開発の
ためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に
供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
２前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務
を行う。
(1)前項第1号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）又は同項第2号の事業の
実施に併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に
基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2)国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調
査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

事務職員　1名（兼任）

理　事　　１名　　　　 監事　　２名　　　　　任期　　２年
鹿島村支社審議会　委員　１０名以内　　任期  　２年

理　事　　２名以内　　監　事　　２名以内　　任　期　　４年
祁答院町支社審議会　委員　４名以内　　任期　2年



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　土地開発公社関係　】

団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日

設 立 団 体

事務所の位置

担 任 事 務

役 員 定 数 等

職 員 数 等

財産及び債務

鹿児島県薩摩郡入来町浦之名33番地

【基本財産の額】　　　　　1,000,000円

【財産目録】（平成13年度末）
　　資産合計：　　　76,159,222円
　　負債合計：　　　15,300,000円
　　差引純財産：　 60,859,222円

【保有土地の状況】（平成13年度末）
　　 4件　　　12,331.65㎡　　　  14,337,954円

【借入金の状況】（平成13年度末）
　　1件　　　　 15,300,000円

事務職員　2名（兼任）

理　事　　８名以内（うち理事長１名、２名常任）
監　事　　２名以内　　　任　期　　２年

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い 企画財政部会　土地開発分科会

入来町土地開発公社は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）までに解散する。また、同公社の財産等については、新市の土地開発公社へ引き継ぐものとする。

入来町土地開発公社

１(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理処分を行うこと。
ア　公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土
地
イ　道路、公園、緑地その他公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ　公営企業の用に供する土地
エ　都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ　観光施設事業の用に供する土地
カ　当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ　史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2)住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業（埋立事業に限る。）並びに地域開発
のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の
用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
２前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる
業務を行う。
(1)前項第1号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）又は同項第2号の事業
の実施に併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の
委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2)国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、
調査 測量その他これらに類する業務を行うこと

　入来町土地開発公社は、合併の日
の前日（平成１６年１０月１１日）
までに解散する。また、同公社の財
産等については、新市の土地開発公
社へ引き継ぐものとする。

昭和47年12月21日

入来町



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　公社・財団法人　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

構 成 団 体 構 成 団 体

事務所の位置 事務所の位置

事 業 内 容 事 業 内 容

役 員 定 数 等 役 員 定 数 等

職 員 数 等 職 員 数 等

財産及び債務 財産及び債務

鹿児島県川内市若松町３番１０号

【基本財産の額】　　　　　50,000,000円

【財産目録】（平成13年度末）
　　資産合計：　　　122,339,986円
　　負債合計：　　　 70,830,359円
　　差引純財産：　  51,509,627円

川内市水道事業　　　　川内市工業用水道事業
中越パルプ工業株式会社川内工場　　準用河川管理者
県農業用水管理委託者　　川内市土地改良区　　川内川河川事務所

鹿児島県川内市田海町１７４５番地

・ 川内川取水口取水施設（第１揚水機場）の維持管理
・ 予備取水口工事の推進に関すること
・ 組合員相互の連絡調整に関すること
・ 関係官庁及び関係機関との連絡に関すること
・ 緊急時における措置等に関すること
・ その他管理組合の目的達成のため必要な事項に関すること

一般職員　　９名
嘱託職員　２２名
臨時職員　２７名
管理人　 　１１名　　　合　計　　６９名

理事長　　１名　　　副理事長　１名
理　事　　８名以上１２名以内（理事長、副理事長含む。）
監　事　　２名　　　任　期　　２年

組合長　　１名　　副組合長　１名

監　事　　１名　　　幹事会　　１０名

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い
総務部会　　事務管理分科会

上下水道部会　　水道温泉管理分科会

財団法人　川内市民まちづくり公社については、現行のまま新市に引き継ぐこととし、受託業務の範囲については、随時調整する。
川内川多目的取水管理組合については、現行のまま新市に引き継ぐ。

平成4年5月19日

管理責任者　１名（事務局長専任の場合、これを兼ねる。）
事務責任者　１名

財団法人　川内市民まちづくり公社

　川内川多目的取水管理組合につい
ては、現行のまま新市に引き継ぐ。

・ 文化施設、社会体育施設、公園その他公共施設を利用した生涯学習推進に関
する事業
・ 生涯学習推進を図るための調査研究に関する事業
・ 文化施設、社会体育施設、公園その他公共施設の管理受託に関する事業
・ 文化施設、社会体育施設、公園その他公共施設の運営等に係る関係機関及
び団体との連絡調整に関する事業
・ その他目的を達成するために必要な事業

川内川多目的取水管理組合

【施設】
　・第１揚水機場　　取水施設　吐出送水管　沈砂池　管理棟　電気施設　吐出、送
水施設
　・導水路（トンネル）
　・注水施設
　・斧渕揚水機場　　取水施設（取水樋管、ポンプ場、着水井、操作室）
　・導水路（トンネル）

【修繕積立金】（平成13年度末）
　　　　　　　　11,570,943円

　現行のまま新市に引き継ぐことと
し、受託業務の範囲については、随
時調整する。

平成10年4月1日

川内市



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

構 成 団 体 等 構 成 団 体 等

事務所の位置 事務所の位置

担 任 事 務 担 任 事 務

役 員
付 属 機 関 等

役 員
付 属 機 関 等

職 員 数 等 職 員 数 等

負 担 金 等 負 担 金 等

財 産 等 財 産 等

そ の 他 そ の 他

昭和51年4月1日

事務局長　１名　　その他の職員　２名（非常勤）

川内市立視聴覚ライブラリー

　甑島地区視聴覚教育協議会は合併
の日の前日（平成１６年１０月１１
日）までに解散する。

・ 学校、社会教育施設等に対し、視聴覚機材・教材を供給すること。
・ 視聴覚機材・教材の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。
・ 視聴覚機材・教材の利用に関する研修を実施すること。
・ 映写会、展示会等を開催すること。
・ 視聴覚機材・教材の利用に関し指導すること。
・ 視聴覚教材を製作し、及び視聴覚機材を補修すること。
・ その他視聴覚教育に関する機関及び団体等との連絡並びに協力に関するこ
と。

甑島地区視聴覚教育協議会

里村立視聴覚ライブラリー
上甑村立視聴覚ライブラリー
下甑村立視聴覚ライブラリー
鹿島村立視聴覚ライブラリー

　川内市立視聴覚ライブラリーにつ
いては、現行のまま新市に引継ぎ、
現在業務委託している東郷町、樋脇
町は合併の日の前日（平成１６年１
０月１１日）までに委託契約を解除
する。

昭和50年4月1日

川内市
【受託団体】　東郷町　樋脇町

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い 教育部会　　社会教育分科会

川内市立視聴覚ライブラリーにについては、現行のまま新市に引継ぎ、現在業務委託している東郷町、樋脇町は合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）までに委託契約を解除する。
甑島地区視聴覚教育協議会は合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）までに解散する。

【　ライブラリー・視聴覚協議会　】

里村　鹿島村　上甑村　下甑村

薩摩郡上甑村中甑４８１番地１（上甑村役場内）

・甑島地区における視聴覚ライブラリーに関する事務を管理し、及び執行すること。
・甑島地区における視聴覚教育振興に関すること。

館長・館長補佐・係長　各１名、主事　３名（図書館兼務）
嘱託　１名（ライブラリー指導員）

視聴覚ライブラリー運営審議会
　委員：　７名　　　任期：　２年

【役員】　会長　１名　任期：　２年　　　委員　７名　　任期：１年
　　　　　　監査委員　１名　　任期：１年
運営委員会　　委員　１６名　　　任期：　１年

・事業費　均等割
　　人口割　（里20％、上甑30％、鹿島10％、下甑40％）
・県視聴覚教育連盟負担金　負担金額
・事務費　均等割
　　人口割　（里20％、上甑30％、鹿島10％、下甑40％）

視聴覚備品

川内市大小路町１４番５号（川内市中央公民館内）

樋脇町・東郷町・川内市視聴覚教育に関する事務の事務委託に関する規約

　40.79円×人口＋300,000円

視聴覚備品



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【ライブラリー・視聴覚協議会】
【公平委員会】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日

構 成 団 体 等

事務所の位置

担 任 事 務

役 員
付 属 機 関 等

負 担 金 等

職 員 数 等

負 担 金 等

財 産 等

そ の 他

鹿児島県人事委員会（公平委員会）

・ 学校、社会教育施設等に対し、視聴覚機材・教材を供給すること。
・ 視聴覚機材・教材の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。
・ 視聴覚機材・教材の利用に関する研修を実施すること。
・ 映写会、展示会等を開催すること。
・ 視聴覚機材・教材の利用に関し指導すること。
・ 視聴覚教材を製作し、及び視聴覚機材を補修すること。
・ その他視聴覚教育に関する機関及び団体等との連絡並びに協力に関するこ
と。

祁答院地区視聴覚教育協議会

入来町　祁答院町　宮之城町　鶴田町　薩摩町

担 任 事 務

　４町４村は、合併の日の前日
（平成１６年１０月１１日）を
もって、鹿児島県との間の「公平
委員会の事務の委託に関する規
約」を廃し、新市において合併の
日（平成１６年１０月１２日）に
公平委員会を設置する。

・樋脇町と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
・入来町と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
・東郷町と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
・祁答院町と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
・里村と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
・上甑村と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
・下甑村と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
・鹿島村と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

　　・川内地区消防組合と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
　　・西薩衛生処理組合と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
　　・甑島衛生管理組合と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
　　・川薩地区介護保険組合と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

そ の 他

薩摩郡宮之城町船木３０２番地　（宮之城町教育委員会内）

入来町視聴覚ライブラリー
祁答院町視聴覚ライブラリー

均等割３０％　人口割３０％　学校数割２０％　児童生徒数割２０％
県視聴覚教育連盟負担金　57,000円

視聴覚備品

　川内市公平委員会

　入来町及び祁答院町は祁答院地区
視聴覚教育協議会から合併の日の前
日（平成１６年１０月１１日）まで
に脱退する。

昭和51年4月1日

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い

入来町及び祁答院町は祁答院地区視聴覚教育協議会から合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）までに脱退する。
４町４村は、合併の日の前日（平成１６年１０月１１日）をもって、鹿児島県との間の「公平委員会の事務の委託に関する規約」を廃し、新市において合併の日（平成１６年１０月１２日）に公平委員会を設置する。

教育部会　　社会教育分科会
総務部会　文書法制・選挙・庁舎管理分科会

（宮之城町教育委員会町民楽習課職員兼務）
事務局長　１名
兼任職員　１名　　専任職員　　１名

受 託 団 体 等
樋脇町　入来町　東郷町　祁答院町　里村　上甑村　下甑村　鹿島村
（川内地区消防組合　西薩衛生処理組合　甑島衛生管理組合
川薩地区介護保険組合）

(1)　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、
及び必要な措置を執ること。
(2)　職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をするこ
と。
(3)　前２号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務

　各町村　8,000円　　　　（各一部事務組合　4,000円）
会長　１名　　委員１０名　（会長：関係長教育長より選任）　　任期：教育長の任期
監査委員：各町監査委員
祁答院地区視聴覚教育協議会運営委員会　　委員：１５名　　任期：　１年



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　第三セクター等　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

設 立 団 体 設 立 団 体

事務所の位置 事務所の位置

事 業 内 容 事 業 内 容

役 員 定 数 等 役 員 定 数 等

決 算 等 決 算 等

発 行 株 式 等 財産及び債務

産業経済部会　商工業・運輸分科会
産業経済部会　観光イベント分科会

肥薩おれんじ鉄道株式会社については、出資等の財産について、新市に引継ぎ、管理運営については現行のとおりとする。
株式会社　遊湯館については、出資等財産について、新市に引継ぎ、管理運営については現行のとおりとする。

平成12年4月20日

肥薩おれんじ鉄道株式会社

　株式会社　遊湯館については、出
資等財産について、新市に引継ぎ、
管理運営については現行のとおりと
する。

・ 旅客鉄道業
・ 軽量小荷物運送業
・ 鉄道及び自動車運送事業者からの旅客運送委託業務の請負業
・ 自動車及び自転車のレンタル業
・ 旅行業
・ 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
ほか

株式会社　遊湯館

　肥薩おれんじ鉄道株式会社につい
ては、出資等の財産について、新市
に引継ぎ、管理運営については現行
のとおりとする。

平成14年10月31日

熊本県　　鹿児島県　日本貨物鉄道　株式会社
熊本県八代市　　水俣市　　芦北町　　津奈木町　　田浦町
鹿児島県川内市　　出水市　　阿久根市　　高尾野町　　野田町

取締役２０名以内　　　当初　８名（２年）
監査役　４名以内　　　当初　３名（４年）

取締役　３名以上１２名以内（２年）　　１１名
監査役　１名以上　２名以内（３年）

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い

熊本県熊本市段山本町4番29号

樋脇町

鹿児島県薩摩郡樋脇町市比野１５６番地

・ 樋脇町から委託を受けた観光拠点施設「道の駅樋脇」の管理運営に関する業務
・ 「道の駅樋脇」及び樋脇町の魅力を広く普及するためのイベント等の企画立案、
実施に関する業務
・ 観光資源の発掘及び有効活用に関する調査研究に関する業務
・ 地域資源の有効活用による特産品の開発及び販売に関する業務
・ その他前各号に付帯する一切の業務

【発行株式数】
     株式総数４２,４００株　  当初発行株式数　３１,２００株（額面５万円）

【引受株式数】
　　熊本県　　　 　１２,４１０株　　　  　鹿児島県　　      １２，４１０株
　　熊本県八代市　１,２１５株　　　  　水俣市　　　      　　 　５８７株
　　芦北町　　　　　  　１８０株　　　  　津奈木町　　　     　 　１２３株
　　田浦町　　　　 　   　８５株　　　  　鹿児島県川内市　  １,０１６株
　　出水市　　　　 　   ５４９株　　　 　 阿久根市　　　　        ３６４株
　　高尾野町　　  　　 １９３株　　   　 野田町　　　　　         　６８株
    日本貨物鉄道　株式会社　　　　　２，０００株

【基本財産の額】　　　　１,５６0,000,000円

【基本財産の額】　　　　　10,000,000円

【財産目録】（平成13年度末）
　　資産合計：　　　23,179,002円
　　負債合計：　　　12,729,992円
　　差引純財産：　 10,449,010円

【発行株式数】
　　株式総数８００株　　当初発行株式数２００株（額面５万円）

【引受株式数】
　　樋脇町長　　２００株



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【　第三セクター等　】

団 体 名 調整方針（案） 団 体 名 調整方針（案）

設 立 年 月 日 設 立 年 月 日

設 立 団 体 設 立 団 体

事務所の位置 事務所の位置

事 業 内 容 事 業 内 容

役 員 定 数 等 役 員 定 数 等

決 算 等 決 算 等

発 行 株 式 等 財産及び債務

【発行株式数】
　　株式総数１,６００株、　当初発行株式数４３０株（額面５万円）

【引受株式数】
　　　　　　　　　　　里村　　　　　　　      　８００株
　　　　　　　　　　　里村漁業協同組合　　　２０株
　　　　　　　　　　　里村商工会　　　　   　　２０株
　　　　　　　　　　　里村観光協会　　　　　　２０株

【基本財産の額】　　　　　43,000,000円

【財産目録】（平成13年度末）
　　資産合計：　　　62,650,357円
　　負債合計：　　　49,311,948円
　　差引純財産：　 13,338,409円

【基本財産の額】　　　　　100,000,000円

【発行株式数】
　　株式総数４,０００株　　当初発行株式数１,０００株（額面１０万円）

【引受株式数】
　　東郷町　１,０００株

取締役　３名以上５名以内　　　任期：２年
監査役　２名以内　　　　　　　　任期：３年

取締役１０名以内　　任期：２年
監査役　２名以内　　任期：３年

協定項目

調整方針（案）

　１３　一部事務組合等の取扱い

鹿児島県薩摩郡里村里１９２２番地

東郷町

薩摩郡東郷町斧淵1940番地1

・ 宿泊施設の経営
・ 温泉浴場施設の経営
・ 飲食店の経営
・ 貸会場の経営
・ 農林水畜産物の加工及び販売
・ 公園緑地及び庭園の維持管理
・ 前各号に付帯する一切の事業

産業経済部会　宿泊施設分科会

株式会社　甑産業振興公社については、出資等の財産について、新市に引継ぎ、管理運営については現行のとおりとする。
株式会社　東郷温泉ゆったり館については、出資等財産について、新市に引継ぎ、管理運営については現行のとおりとする。

平成14年2月8日

株式会社　甑産業振興公社

　株式会社　東郷温泉ゆったり館に
ついては、出資等財産について、新
市に引継ぎ、管理運営については現
行のとおりとする。

・ 建物（里村交流センター）の維持管理
・ 宿泊施設及び食堂並びに売店の経営
・ 水産物の生産及びその加工品の開発・製造・販売業
・ 魚介類の養殖業
・ 観光船の経営及び維持管理
・ 民芸品の開発・製造・観光用みやげ物の販売業
・ 自動車及び自動車の賃貸業
ほか

株式会社　東郷温泉ゆったり館

 株式会社　甑産業振興公社について
は、出資等の財産について、新市に
引継ぎ、管理運営については現行の
とおりとする。

平成7年12月8日

里村　　里村漁業協同組合　　里村商工会　　里村観光協会



提案第２８号 
 
 

消防団の取扱いについて 
 
 
合併協定項目２１号「消防団の取扱い」について、次のとおり提案する。 

 
 

平成１５年１０月７日 提出 
 
 

川薩地区法定合併協議会 
会 長   森  卓 朗 

 
 
【 調整方針（案） 】 

消防団の取扱いについて 
 

１ 消防団については、合併までに統合し、分団等の組織は各地区の状況に応じて調整

する。指揮命令系統についても、合併までに調整する。 

２ 消防団員については、新市の消防団員として引き継ぐ。 

３ 消防団施設、設備等については、現行のまま新市に引継ぎ、新市において施設整備

計画を策定する。 

４ 消防団員の報酬、手当等、被服貸与、任免、表彰制度については、合併までに調整

する。 

５ 消防団の諸行事については、地域の実情を考慮し、合併までに調整する。 

６ 消防団無線については、現有施設を利用した連絡体制とし、合併後３年以内を目処

に調整する。 

７ 消防団に関係する公共的団体については、公共的団体等の取扱いによる。 

８ 消防団に関係する補助金については、補助金・交付金等の取扱いによる。 

 

 

平成  年  月  日 確認 

 
 
 
 
 
 
 
 



協定項目２１ 資料 
 

消防団の取扱いについて 

 

 

１．協議項目の要旨・留意点 

① 消防団や消防団員の身分等の取扱いについて協議する。 

② 関係市町村の組織、機構等が異なるが、新市において災害時の出動など統一された

迅速な行動が要求されるため、合併までに統合へ向けた検討が必要である。 

③ 関係市町村の地域性に考慮し、調整する必要がある。 

 ④ 関連資料については、別紙のとおり。 

 

 

２．提案の理由 

    新市において、災害など緊急時に即応できるよう一体性の確保や住民福祉の向上に配

慮した内容で提案する。 

 

 

３．協定（協議）先進事例 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都西東京市（平成 13 年 1 月 21 日 新設合併） 

 
消防団は、合併時に統合する。 

埼玉県さいたま市（平成 13 年 5 月 1 日 新設合併） 

 

消防団については、当面、現行のとおりとする。                 

ただし、団員の任免・報酬・手当及び消防団運営費交付金については、合併時に再編す

る。            

兵庫県篠山市（平成 11 年 4 月 1 日 新設合併） 

 

消防団は、合併時に統合する。分団等の組織は当面現行のとおりとし、新町において

新たに作成する消防計画に基づき調整する。                                     

防災関係の取扱い                                                             

（１）防災会議については、合併時に新たに設置し新町において地域防災計画を作成

する。                                                                      

（２）水防協議会については、新町において新たに設置し水防計画を作成する。     

（３）災害発生時の応急対策については、合併時に調整する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．参考法令等（条文等抜粋） 

 

【消防組織法（抄）】 

 

（消防の任務） 

第１条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保

護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽

減することを以って、その任務とする。 

（市町村の消防責務） 

第６条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。 

（市町村消防の管理） 

第 7 条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。 

（消防団） 

第 15 条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。 

２～３ （略） 

（消防団員） 

第 15 条の２ 消防団には消防団員を置く。 

２ 消防団員の定員は、条例で定める。 

（消防団長） 

第 15 条の３ 消防団の長は、消防団長とする。 

２ 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。 

 

 

５ 今後の協議スケジュール 

 

平成１５年１０月２４日 各市町村協議回答 

平成１５年１１月 ６日 （幹事会一次協議） 

平成１５年１１月２０日 （幹事会二次協議） 

平成１５年１１月２６日 協議会確認 
 

山口県周南市（平成 15 年 4 月 21 日 新設合併） 

 

（１）消防団員の定員、任期、定年 

新市に移行後、速やかに調整する。 

（２）消防団組織 

新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 合計 調整方針案

川内地区消防組合
川内市消防団

樋脇町消防団 入来町消防団 東郷町消防団 祁答院町消防団 里村消防団 上甑村消防団 下甑村消防団 鹿島村消防団

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

14 8 4 6 5 6 7 6 3 59

627 155 137 168 182 91 144 163 50 1,717

団長 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

副団長 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11

本部員 3 0 0 0 4 0 0 0 0 7

分団長 14 8 4 6 5 6 7 6 3 59

副分団長 14 8 4 6 5 6 7 6 0 56

部長 30 10 16 0 15 0 7 11 0 89

班長 42 24 32 40 14 0 17 21 5 195

団員 520 103 79 114 137 77 104 117 40 1,291

条例定数 646 162 150 170 190 92 165 187 60 1,822

39 8 4 6 14 0 0 8 1 80

42 8 4 6 14 6 7 9 3 99

消防ポンプ自動車 8 2 2 6 5 1 2 2 1 29

小型動力ポンプ積載車 34 8 2 2 10 5 7 11 3 82

小型動力ポンプ 39 16 4 6 10 5 7 23 5 115

本部車（指令車） 1 1 1 3

マイクロバス 2 2

消防団車両（台）

団員数（実数：人）

【消防団】
　合併時に、新たな制度等を制定
する。

・1市１団を基本に調整する。
・これまでの地域の団長の位置
付けを考慮する。

【組織】
　合併時に、新たな制度等を制定
する。

・各地区の状況に応じて再編す
る。
・指揮命令系統を統一すべき。
・消防団の系統と本所、支所の系
統の整理

分野名

消防団名

本部

分団数

総務部会　　消防防災分科会協定項目

調整方針（案）

【団員　施設】　２１　消防団の取扱い

　　消防団については、合併までに統合し、分団等の組織は各地区の状況に即して調整する。指揮命令系統についても、合併までに調整する。
　　消防団員については、新市の消防団員として引き継ぐ。
　　消防団施設、設備等については、現行のまま新市に引継ぎ、新市において施設整備計画を策定する。

消防団車庫（ヶ所）
施設・機械
　現行のまま新市に引き継ぐ

・更新は新市で随時行う。

施設整備計画
　新市に移行後も当分の間現行
のとおりとし、随時調整する。（合
併後３年以内程度）

・整備制度の統一と整備計画の
策定を行い、年次計画で整備す
る。

消防団詰所（ヶ所）



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 合計 調整方針案

平成13年度実績

団長 164,000 161,600 161,000 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600

副団長 99,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

分団長 77,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500

副分団長 54,200 58,300 58,300 58,300 58,300 58,300 58,300 58,300 -

部長 48,900 50,500 50,500 - 50,500 - 50,500 50,500 -

班長 44,500 40,100 40,100 40,100 40,100 - 39,400 39,400 39,400

団員 41,200 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900

団本部員 77,500

平成13年度実績額（合計） 27,837,600 6,669,100 6,309,900 6,822,400 7,570,000 3,379,100 6,147,910 6,856,097 2,009,650 73,601,757

平成13年度実績

ポンプ車等 8,800

小型ポンプ 8,800

自動車運転手 18,000 18,800 27,900 12,900

機関要員（可） 17,200 17,400 7,200

機関要員（自） 29,100 17,400 13,200

整備手当（正技術員） 8,600
（消防ポンプ車、積載車）

　　　　　　　16,800
（機長手当）10,700

整備手当（副技術員） 4,500
（小型動力ポンプ車）

　　　　　　　7,900
（助手手当）5,300

平成13年度実績額（合計） 844,800 180,000 311,800 0 634,200 78,600 325,200 371,200 192,275 2,938,075

平成13年度実績

出動 4,500以内 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
4,500

5時間以上 5,000
4,500

警戒 4,500以内 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
4,500

5時間以上 5,000
4,500

訓練 4,500以内 4,500 4,500 2,600 4,500 4,500 4,500
4,500

5時間以上 5,000
4,300

会議 4,500以内 4,500 4,500 4,400 4,500 4,500

機械整備員整備出動（年） 4,700

自動車運転手（年） 9,000

教育訓練 4,500以内 4,500

平成13年度実績額（合計） 37,976,250 11,259,000 6,921,000 4,409,200 9,342,000 1,984,500 2,821,500 5,635,140 2,184,800 82,533,390

機関員等手当
　　（加算、年額：円）

　　消防団員の報酬、手当等については、合併までに調整する。

報酬（年額：円）

　合併時に、新たな制度等を制定
する。

・県下14市の状況等も調査し、調
整する。

協定項目 　２１　消防団の取扱い 総務部会　　消防防災分科会

調整方針（案）

分野名

【報酬　手当　費用弁償】

費用弁償（1回：円）



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村

制服（上下） 分団長以上 分団長以上 副分団長以上 分団長以上 副分団長以上 副団長以上 副団長以上 副分団長以上 副団長以上

制帽 分団長以上 分団長以上 副分団長以上 分団長以上 副分団長以上 副団長以上 副団長以上 副分団長以上 副団長以上

活動服 全団員 全団員 全団員 全団員

作業服（夏） 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

盛夏略衣（半袖） 全団員 分団長以上

作業服（冬） 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

アポロ帽 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

略帽 全団員

保安帽（ヘルメット） 全団員 全団員 全団員 全団員 部長以上、操法要員 全団員 全団員 全団員 全団員

革半長靴 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

ゴム長靴 全団員

雨衣 全団員 全団員 全団員

防寒衣 全団員 全団員 全団員 全団員

法被（冬用） 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員 全団員

法被（夏用） 団本部員以上

防火衣 各分団　計367着 各分団　計36着 各分団　計42着 各分団　計30着 各部  計30着 各分団　計14着 各分団　計28着 各分団　計12着 各分団　計　8着

【被服貸与】 総務部会　　消防防災分科会

被服貸与

協定項目 　２１　消防団の取扱い

調整方針（案）

分野名

　　消防団員の被服貸与制度については、合併までに調整する。

調整方針案

合併時に、新たな制度を制定する。

・貸与の基準を統一する。
・合併後、1年以内に揃える。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【任免・表彰】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

消防団員の任
免

【入退団の時期】
入団 ４月１日及び１０月１日
退団 原則３月３１日

【定員】
団員の定数は、６4６人とする。

【任用】
消防団長は、消防団の推薦に基づき管理者が、その他の団員
は団長が次の各号の資格を有する者のうちから管理者の承認
を得て任命する。
（１） 川内地区消防組合川内市消防団の区域内に居住する者
（２） 年齢１８歳以上の者
（３） 志操堅固で、かつ、身体強健な者

【退職】
本人の申し出による（条例に規定なし）

【欠格事項】
次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
（１） 成年被後見人又は被保佐人
（２） 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又
はその執行を受けることがなくなるまでの者
（３） 免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
（４） ６ヶ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを
常とする者

【任用】
　消防団長は消防団の推薦に基づき町長が、これを任命する。
　消防副団長は,消防団の推薦に基づき、団長が任命する。
　その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者から町長
の承認を得て任命する。
　①　当該消防団の区域内に居住する者
　②　年齢18歳以上
　③　志操堅固で、かつ、身体強健な者
【退職】
　町条例では規定していない
【資格の喪失】
　団員が次の各号の一に該当する場合においては,その資格を
失う。
　①　本町の区域内に居住しなくなった場合
　②　所在不明となった場合
　③　禁固以上の刑に処せられた場合
　④　身体に重大な故障を生じた場合
【懲戒】
　任命権者は、団員が次の一に該当するときは、懲戒処分とし
て、戒告，停職，又は免職することができる。
　①　消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
　②　職務上の義務に違反し，又は職務を怠ったとき
　③　団員としてふさわしくない非行があったとき
　停職は，1月以内の期間を定めて行う。

(任命)
第3条　消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基
づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有す
る者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1)　当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2)　年齢18歳以上の者
(3)　志操堅固で、かつ、身体強健な者
(分限)
第5条　任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合にお
いては、これを降任し又は免職することができる。
(1)　勤務実績が良くない場合
(2)　心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにた
えない場合
(3)　前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を
欠く場合
(4)　定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2　団員は次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分
を失う。
(1)　前条第3号を除く各号の一に該当するに至つたとき。
(2)　入来町消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条　任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは懲
戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1)　消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2)　職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3)　団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2　停職は、1月以内の期間を定めて行う。
（入退団の時期）
原則入団は4月1日、退団は3月31日であるが、中途の入退団も
ある。

【入退団の時期】
入団　毎年４月１日
退団　毎年３月３１日

【定員】
団員の定数は１７０人とする。

【任用】
消防団長は町長が，その他の団員は団長が次の各号の
資格を有する者のうちから町長の承認を得て委嘱又は任命す
る。
 (1) 東郷町に居住する年齢18歳以上の者。
 (2) 団長の場合は町長，団員の場合は団長の求めに応じ志操
堅固，身体強健であって団員たるに足るものとして分団長より推
せんされたものであること。

【入団の時期】
入団　原則４月１日
退団　原則３月３１日

【定員】
団員の定数は，１９０人とする。

【任用】
消防団長は町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を
有する者のうちから町長の承認を得てこれを任免する。
（１）本町に居住する年齢満２０歳以上の者であること。
（２）団長の場合は、志操堅固、身体強健であって、団長たるに
足るものとして消防団より推薦された者であること。

【退職】
団員は，退職しようとする場合はあらかじめ文書をもって任命権
者に願い出てその許可を受けなければならない。

【欠格事項】
条例に規定なし。

表彰

【分団表彰】
平素における活動状況及び運営状況による
最優良分団
優良分団

【団員表彰】
功労があると認められるもの

【感謝状】
消防団以外の個人又は団体が対象となる
① 水火災の予防又は鎮圧
② 消防設備強化拡充についての協力
③ 水火災現場における人命救助
④ 水火災その他の災害時における警戒防ぎょ
⑤ 救助に関し消防団への協力
⑥ 防火貯水槽用地提供者
⑦ ２０年勤続の団員の妻

【日本消防協会定例表彰】
【鹿児島県消防協会定例表彰】
【鹿児島県消防協会薩摩支部定例表彰】
【鹿児島県知事表彰】

【表彰】
・町長表彰
・樋脇町より勤続１０年以上の団員へ

【感謝状】
・樋脇町より５年以上勤続の退職団員へ
・樋脇町より２５年以上の勤続現職団員の家族へ

※その他の定例表彰等は川内市と同じ

(表彰)
第16条　町長は、分団又は、消防団員がその任務遂行に当た
り、功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができ
る。
(表彰の種類)
第17条　表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2　表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分
団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると
認められる者に対し、これを授与するものとする。
(感謝状の贈呈)
第18条　町長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号
の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状
及び記念品を贈呈することができる。
(1)　水火災の予防又は鎮圧
(2)　消防設備強化拡充についての協力
(3)　水火災現場における人命救助
(4)　水火災その他の災害時における警戒防ぎょ
(5)　救助に関し消防団への協力
(提出書類)
第19条　消防団員から団長に提出する書類は、所属分団長を
経由しなければならない。

定例表彰
○消防協会薩摩支部関係･･･薩摩支部への具申（８月）
○県知事表彰･･･消防協会へ具申（８月）
○消防庁関係･･･県消防防災課へ具申（その都度）
○町長表彰
　町長１０年表彰
　退団者感謝状･･･記念品

【町長表彰】
町長１０年表彰・・・記念バッチ，１，０００円程度
協力隊２０年表彰・・・記念品
退団者感謝状・・・記念品

定例表彰については，川内市と同じ。

　２１　消防団の取扱い

　　消防団員の任免、表彰については、合併までに調整する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【任免・表彰】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

消防団員の任
免

【入退団の時期】
入団－規定なし
退団－規定なし

【定員】
団員の定数は、９２人とする。

【任用】
消防団長は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団
長が次の各号の
資格を有する者から町長の承認を得て任命する。
（1）当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
（2）年齢20歳以上
（3）志操堅固で、かつ、身体強健な者

【入退団の時期】
　入団　定めなし（随時）
　退団　定めなし（随時）

【定員】
　団員の定数は、１６５人

【任用】
　消防団長は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は
団　長が次の各号の資格を有する者から村長の承認を得て任
命す　る。
　（1）当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
　（2）年齢18歳以上
　（3）志操堅固で、かつ、身体強健な者

【退職】
　　本人の申出による（条例に規定なし）

【欠格条項】
　　次の各号の一に該当する者は、団員となる事ができない。
　（1）成年被後見人又は被保佐人
　（2）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又
はその執行を受けることがなくなるまでの者
　（3）第６条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から
２年を経過しない者
　（4）６月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常
とする者

【任用】
消防団長は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団
長が次の各号の資格を有する者から村長の承認を得て任命す
る。
（1）当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
（2）年齢18歳以上満60歳までの者
（3）志操堅固で、かつ、身体強健な者

【退職】
村条例では規定していない

【分権】
任命権者は、団員が次の各号の1に該当する者は、降任し、又
は免職できる。
（1）勤務実績が良くない者
（2）心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに
たえない場合
（3）前2号に規定する場合のほか、消防団に必要な適格性を欠
く場合
（4）定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
団員は、次の各号の1に該当するに至ったときは、その身分を失
う
（1）前条第2号を除く各号の1に該当するに至ったとき
（2）当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき

【懲戒】
任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分
として、戒告、停職又は免職することができる
（1）消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
（2）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
（3）団員としてふさわしくない非行があったとき
停職は、1月以内の期間を定めて行う

[任用]
消防団長は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団
長
が次の各号の資格を有する者から村長の承認を得て任命する。
（１）当該消防団の区域に居住する者
（２）年齢１８歳以上
（３）志操堅固で、かつ、身体強健な者
[退職]
村条例で規程していない
[分権]
任命権者は、団員が次の各号の１に該当する者は、団員となる
ことができない。
（１）勤務実績が良くない者
（２）心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ
にたえない場合
（３）前２号に規程する場合のほか、消防団に必要な適格性を
欠く場合
（４）定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
団員は、次の各号の１に該当するに至ったときは、その身分を
失う
（１）前条第３号を除く各号の１に該当するに至ったとき
（２）当該消防団の区域外に転住したとき
[懲戒]
任命権者は、団員が次の各号の１に該当するときは、懲戒処分
として、警告、停職又は免職することができる
（１）消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
（３）団員としてふさわしくない非行があったとき
停職は、１月以内の期間を定めて行う

　合併時に、新たな制度等を制定する。

・制度の統一が必要

表彰

【村長表彰】
消防団の業務の推進に貢献し、その功績が顕著な者

【表彰の基準】
次の各事項の一に該当した功労者に対して授与する。
１　任務の遂行に功労抜群であるもの
２　紀律厳正、技能就達特に勤務成績優良で他の模範となるも
の
３　機械器具、その他消防設備資材の改善向上を図り消防業務
に功績をあげたもの
４　消防団員として満20年以上勤務したもの
この他消防団員として満10年を基準とし、勤務成績優良な者に
精勤章を授与することができる

【定例表彰】
川内市と同じ

【感謝状】
消防団以外の個人又は団体が対象となる
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防御
(5) 救助に関する消防団への協力

【日本消防協会定例表彰】
【鹿児島県消防協会定例表彰】
【鹿児島県消防協会薩摩支部定例表彰】
【鹿児島県知事表彰】

【村長表彰】
消防功労章
消防功績章

【団長表彰】
入団10年目団員

【県、支部協会表彰】
協会規程による

[村長表彰]
消防及び防災業務の推進に貢献し、その功績が特に顕著な者

[鹿児島県消防協会定例表彰]
　　　　　精績章、功績章、勤続章
[日本消防協会定例表彰]
          精績章、功績章、勤続章
[鹿児島県薩摩支部定例表彰]
[鹿児島県知事表彰]

　合併時に、新たな制度を制定する。

・各市町村で差異のある表彰制度を統一する。

　２１　消防団の取扱い



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【諸行事】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

諸行事

　４月  新入団員辞令交付式
　６月　消防団員健康診断
　　　　団幹部行政視察（分団長以上）
　　　　団本部会議
　７月　分団長会議
　８月　消防操法大会（隔年）
　　　　消防団集団献血
　　　　花火大会警備
　　　　車両点検
　９月　分団特別点検（２日間）
　　　　川内大綱引綱練り
１０月　市民運動会（がんばれ消防団障害物走）
　　　　１市３町消防幹部会議
１１月　川内はんや祭り
　　　　団本部会議
１２月　分団長会議・規律訓練
　　　　団幹部忘年会（班長以上）
　２月　団本部会議
　　　　団本部行政視察
　　　　分団長会議
※ 1 毎月（１日・１５日）車両点検・水利点検
　　2 毎月 団本部連絡会議を開催
　　3 不定期 消防団主催のゴルフ、ボーリング大会を開
催

【樋脇町消防団諸行事】
　４月　第１回幹部会議（部長以上）
　　　　消防団幹部県外研修（分団長以上）２年に１回実
施
　７月　第２回幹部会議（分団長以上）
　　　　町消防操法大会
　10月　第３回幹部会議
　11月　秋季消防演習
　12月　第４回幹部会議
　　　　年末火災予防特別警戒
　１月　出初式
　２月　第５回幹部会議
　３月　春季消防演習
【薩摩支部消防団諸行事】
　５月　県消防協会薩摩支部総会
　７月　県消防協会薩摩支部役員会
　８月　薩摩支部操法大会（２年に１回）
　11月　県消防協会薩摩支部臨時総会

入来町消防団諸行事
4月　　消防団幹部研修
5月　　消防幹部会議
7月　　消防幹部会議
8月　　消防フェスティバル
10月　消防幹部会議
11月　予防査察
12月　消防幹部会議
1月　　消防出初式
2月　　消防幹部会議

支部会議
5月　支部総会
7月　役員会及び主任合同会議
9月　管内消防団幹部会議
11月　支部臨時総会

東郷町消防団諸行事
　4月　消防団幹部会
　5月　新入団規律訓練
　6月　消防団幹部会
　9月　消防団幹部会
11月　秋季防火パレード
11月　消防団幹部会
12月　消防団幹部会
12月　年末特別巡視
　1月　消防出初式
　2月　消防団幹部会
　3月　春季防火パレード
　3月　消防団幹部会

薩摩支部消防団諸行事
　5月　薩摩支部総会
11月　薩摩支部臨時総会

祁答院町消防団諸行事
　４月　春季総会
　５月　幼年消防・婦人防火クラブ発令式
　６月　町防災会議及び部長以上幹部会
　７月　分団長以上幹部会
　８月　消防記念日
　　　　 消防操法大会（隔年）
　　　　 分団長（部長）以上幹部研修（隔年）
　９月　分団長以上幹部会
 10月　秋季総会
 11月　秋の全国火災予防運動
　　　　 紫尾森林消防隊訓練式
　　　　 予防査察・ポンプ一斉点検
１２月　部長以上幹部会
　　　　 年末特別警戒
　１月　出初式予行・出初式
　２月　山火事防火パレード
　３月　分団長以上幹部会
　　　　 春の火災予防運動
【薩摩支部消防団諸行事】
　５月　支部総会
　７月　支部役員会及び主任合同会議
１１月　支部臨時総会
【祁答院地区消防連絡協議会諸行事】
　４月　総会
　５月　新入団員等研修
　９月　連絡協議会研修視察
１０月　紫尾森林消防隊訓練式
１２月　出初式打ち合わせ
　２月　山火事予防宣伝パレード打ち合わせ

（諸行事への協力）
７月　夏まつり納涼大会
９月　各小学校運動会
１０月　町民体育大会
１１月　町内一周駅伝大会
１２月　薩摩地区駅伝競走大会（隔年）
１月　梅マラソン大会

（諸行事への協力）
　７月　のぞみ園夏祭り警備
　８月　花火大会警備
１１月　町内一周駅伝大会

　２１　消防団の取扱い

　　消防団の諸行事については、地域の実情を考慮し、合併までに調整する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【諸行事】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

諸行事

里村消防団諸行事
　6月　分団長以上役員会
　9月　分団長以上役員会
　　　秋の防火パレード（村内一周）
12月　年末警戒と独居老人宅訪問
　1月　出初め式）
　2月　分団長以上役員会
　3月　春の防火パレード（村内一周）

１２月２６日から３１日まで全消防団で年末特別警戒に当
たる。
　８月１３日の花火大会では役場分団が特別警戒にあた
る。

出初式
１月５日午後１時から全消防団員による出初式を里中学
校グランドで行う。又、午後３時から中央公民館において
表彰式等式典を行う。

上甑村消防団諸行事
　５月　防犯組合会議（分団長以上）
１０月　村民体育大会（消防団力を合わせて）
１１月　秋季防火パレード
１２月　分団長以上会議
　　　　年末特別警戒（12月28日から30日まで）
　　　　ポンプ操法訓練
　１月　出初式
　　　　（毎年1月6日）
　　　　（場所：上甑村総合運動公園）

下甑村消防団諸行事
 5月　分団長会(団長、副団長含む)
 5月　分団長以上先進地研修(2年に1回）
 8月　ふれあい防火ゲートボール大会
 9月　幹部団員訓練(班長以上）
10月　分団長会
11月　消火訓練・ソフトボール大会
11月　秋の防火パレード(村内）
12月　分団長会
12月　年末特別警戒
 1月　出初め式
 3月　春の防火パレード（村内）

鹿島村消防団諸行事
　４月　班長以上役員会
　８月　班長以上役員会
１０月　班長以上役員会
１１月　秋の防火パレード
　　　　　班長以上役員会
１２月　年末警戒班長以上役員会
　１月　出初式
　２月　班長以上役員会
　３月　春の防火パレード

特別警戒
港祭りの警戒（花火大会）
お盆警戒（線香の後始末）

消防団出初式
　場所　鹿島小学校グランド　（雨天　体育館）
　日時　平成１５年１月６日（月）１３時３０分～
　出席案内　４０名

消防団慰労会
　場所　鹿島村公民館
　日時　平成１５年１月６日（月）１６時３０分～
　出席案内　１００名　表彰　９名

演習・訓練
鹿島村消防団防災訓練（鹿島村役場と消防団が合同で
訓練を実施）
村内に火点を想定して、消火訓練

　合併時に、新たな制度等を制定する。

・地域の実情を考慮し、残すべきものは残す。
・他のものは統一する。

　２１　消防団の取扱い



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【消防団無線】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

消防団無線

【消防団無線】
呼出名称　せんしょうだん　ほんぶ
　　　　　　　　　　　　　　　　　しやくしょ１
　　　　　　　　　　　　　　　　　しれいしゃ１
　　　　　　　　　　　　　　　　　ほんぶしゃ１
　　　　　　　　　　　　　　　　　１～１４６

電波の型式　Ｆ３Ｃ　153.35MHz
富士通ゼネラル製

基地局（１０Ｗ）
　川内地区消防組合消防本部　庁舎内　１局
陸上移動局
　可搬固定局兼用（１０Ｗ）　市役所、団長　２局
　車載携帯兼用（１０Ｗ）　　団本部車　　  　１局
車載（１０Ｗ）　４４局
　消防本部指令車　　　１局
　マイクロバス　　　　　　１局
　第１分団（向田部、宮里部）　                  ２局
　第２分団（平佐西部、天辰班、田崎部） 　   ３局
　第３分団（大小路部、東大小路部、中郷部）３局
　第４分団（上川内部）　　　　　　　　　　　　　　１局
　第５分団（亀山１班～４班）　　　　　　　　　   ４局
　第６分団（隈之城部、中福良班、宮崎部)　  ３局
　第７分団（中央班、飯母班、２部１班、２班）
                                       　　　　　　 　　 ４局
　第８分団（水引部、湯島部、港班、小倉班、
　　　　　　　網津班）　　　　　　　　　　           　５局
  第９分団（百次部、永利部）　　　         　　　２局
  第１０分団（高江部、久見崎部、寄田班、
　　　　　　        池之団班、土川班）　　　     　５局
  第１１分団（白浜班、中央班、上田海班）    　３局

消防団無線については、町の移動系無線を使ってい
る。

団長、副団長、各分団長（８名）にハンディタイプ10台、
消防自動車に車載型１０台

消防団無線については、町の防災行政無線を使ってい
る。

団長、副団長、各分団長（4名）、副分団長（4名）にハン
ディタイプ10台、消防自動車に車載型8台

防災行政無線を利用 防災行政無線を利用している
○各分団消防自動車に登載
　　　　　　　　　　　呼び出し名称
黒木分団　１部　けどういん防災１０
黒木分団　２部　けどういん防災１１
黒木分団　３部　けどういん防災１２
上手分団　１部　けどういん防災１３
上手分団　２部　けどういん防災１４
上手分団　３部　けどういん防災１５
下手分団　１部　けどういん防災１６
下手分団　２部　けどういん防災１７
轟分団　　１部　けどういん防災１８
轟分団　　２部　けどういん防災１９
藺牟田分団１部　けどういん防災２０
藺牟田分団２部　けどういん防災２１
藺牟田分団３部　けどういん防災２２
藺牟田分団４部　けどういん防災２３
役場協力隊　　　けどういん防災２４
　　　　　　　　　　　　計15基

○消防正副団長,分団長所持（携帯無線）
黒木分団　　　　けどういん防災３２
上手分団　　　　けどういん防災４４
下手分団　　　　けどういん防災３９
轟分団　　　　　 けどういん防災４５
藺牟田分団　　　けどういん防災４０
団長　　　　　　　けどういん防災３６
副団長　　　　　けどういん防災４９
　　　　　　　　　　　　　計7基

  第１２分団（高城部、陽成部）　　　　         　２局
  第１３分団（上城上部、下城上部）　　　     　２局
  第１４分団（西方部、上湯田班、下湯田班）  ３局

 携帯（５Ｗ）　３９局
  団長　　　　　　　　　　　　　　　　　　１局
  団本部員　　　　　　　　　　　　　　　６局
  分団長（１～１４）　　　　　　　　　　１４局
  通信指令室　　　　　　　　　　　　　１８局
   合　計　　　　　　　　　　　　　　　　８７局

　２１　消防団の取扱い

　　消防団無線については、現有施設を利用した連絡体制とし、合併後３年以内を目処に調整する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【消防団無線】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

消防団無線

防災行政無線(移動系)を利用 【移動系携帯型無線設置】
防災行政無線を利用

各地区消防分団車庫(移動局)：７箇所

【携帯型無線設置】
防災行政無線

各地区消防団詰所(移動局)：11箇所
無線機器貸与責任者：各分団長

携帯型無線設置
　消防団長　消防団副団長

防災行政無線
　消防団詰め所

　新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随
時調整する。（合併後３年以内程度）

・指揮命令系統の統一を図る。
・組織、所轄範囲の調整が必要である。
・システム等の研究を行う必要がある。

　２１　消防団の取扱い



川薩地区法定合併協議会　　　総務部会　消防防災分科会

種　別
川内市

川内地区消防組合
樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村

1 川内市消防団 樋脇町消防団 入来町消防団 東郷町消防団 祁答院町消防団 里村消防団 上甑村消防団 下甑村消防団 鹿島村消防団

2
川内市消防団火消
会

3
樋脇町役場消防協
力隊

東郷町役場消防協
力隊

祁答院町役場職員
消防協力隊

下甑村役場自衛消
防隊

鹿島村役場自衛消
防団

4 防火クラブ委員会

5
川内市消防団消防
後援会連合会

東郷町消防後援会
連絡協議会

消 防

公共的団体等（関係市町村内の団体等）比較表（１）



川薩地区法定合併協議会　　　総務部会　消防防災分科会

種　　別
川内市

川内地区消防組合
樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村

1 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 祁答院地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会 川内地区防火管理協会

2 川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会
祁答院地区危険物安全協
会

川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会 川内地区危険物安全協会

3 全国消防長会

4 全国消防協会

5 鹿児島県消防長会

6 鹿児島県消防署長会

7 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会 （財）鹿児島県消防協会

8
鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

鹿児島県消防協会薩摩支
部

9 北薩地区消防長連絡協議会

10 祁答院地区消防連絡協議会

11 紫尾森林消防隊

12
原子力発電所等所在市町
村消防情報連絡会

公共的団体等（関係市町村外の団体等）比較表（２）

消　　防



　　　　補　助　金　等　比　較　表

川薩地区法定合併協議会

　　５　新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

　　６　廃止の方向で調整に努める。

　　３　合併時に、新たに制度等を制定する。

項
川内市

（川内地区消防組合）
樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針

1
樋脇町消防協力隊補助
金

東郷町役場消防協力隊
運営交付金

祁答院町役場職員消防
協力隊補助金

4

2
川内地区消防組合
消防団員福祉共済掛金
負担金

樋脇町消防団員福祉共
済補助金

入来町消防団員福祉共
済補助金

東郷町消防団福祉共済
補助金

祁答院町消防団福祉共
済補助金

里村消防団福祉共済補
助金

上甑村消防団福祉共済
補助金

下甑村消防団福祉共済
補助金

鹿島村消防団福祉共済
補助金

2
川内市

（川内地区消防組合）

3
川内地区消防組合
火消会運営補助金

樋脇町消防団本部補助
金

東郷町町消防団運営交
付金

3

4
東郷町町消防後援会連
絡協議会負担金

6

5
川内地区消防組合
消防団車庫詰所運営補
助金

5

6
樋脇町消防分団活性化
補助金

入来町消防分団運営補
助

3

7
川内地区消防組合
防火クラブ委員会補助金

2
川内市

（川内地区消防組合）

8
入来町副田女性防火クラ
ブ

下甑村婦人防火クラブ 6

消　　防

協　　定　　項　　目 　　１６　　補助金、交付金等の取扱い

調　整　方　針　の　分　類

　　１　現行のまま新市に引き継ぐ。

　　２　合併時に、　（　　　　　）の例により調整す

　　４　新市に移行後、速やかに調整する。



   

 

 

提案第２９号  
 

  

友好都市・国際交流事業の取扱いについて 

 

 

合併協定項目２３－２号「友好都市・国際交流事業の取扱い」について、次のとおり提案する。 

 

 

平成１５年１０月７日 提出 

 

 

川薩地区法定合併協議会 

会長 森  卓 朗  

 

 

 

 

【 調整方針（案） 】 

友好都市・国際交流事業の取扱いについて 

 

１ 友好都市交流については、締結自治体と合併前に協議し、新市に移行後、速やかに調

整する。 

 

２ 国際交流団体（協会等の活動状況）については､新市に移行後、速やかに調整する。

 

３ 国際交流員等招致事業については、合併時に、新たに制度等を制定する。 

 

 

 

 

 
平成  年  月  日 確認



  

 

協定項目２３－２号資料 

 

友好都市・国際交流事業の取扱いについて 

 

１ 協定項目の要旨・留意点 

（１）友好都市交流事業の取扱いについては，友好都市締結自治体の意向や財政上の課題を含め総合的な政策 

判断が必要である。 

（２）構成区域内の国際交流団体（川内市日本中国友好協会・入来町国際交流協会・東郷町国際交流を 

進める会等）については，新市において新たに設立する国際交流協会に統合する方向で調整する。 

（３）国際交流員等招致事業については，（財）自治体国際化協会が行うJET事業（語学指導等を行う外

国青年招致事業）のうち，国際交流員（CIR）または，スポーツ交流員（SEA）招致を選択する必要

がある。 

 

２ 提案の理由 

   各事務事業は，全て政策的判断を必要とするものである。各構成市町村の過去の経緯を十分検討する必

要があることを考慮し提案する。 

 

３ 協定（協議）先進事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都西東京市(平成１３年 １月２１日 新設合併) 

１ 姉妹都市交流事業に関すること 

   合併後も継続する。 

 ２ 国際交流事業に関すること 

  合併後も現行の内容を継続して実施する。 

山口県周南市(平成１５年４月１日 新設合併) 

 １ 姉妹都市縁組 

   現行のまま新市に引き継ぐ。 

 ２ 国際交流事業 

   新市に移行後､速やかに調整する。 

 ３ 中学生等海外派遣事業 

   新たな制度等を創設する。ただし、補助率については鹿野町の例による。  

広島県庄原市比婆郡４町総領町合併協議会（平成１６年１１月１日目標 新設合併） 
 １ 姉妹都市・友好都市については､新市に引き継ぐ方向で調整する。 

２ 国際交流事業は､新市に引き継ぐ。 

新潟県魚沼６か町村合併協議会（平成１６年１１月１日目標 新設合併） 
 １ 友好都市提携関係 

① 提携町村において関係自治体と合併前に協議し、友好関係存続の方向で調整する。 

② 国際交流については、合併後に検討する。 

 ２ 友好都市提携締結先以外の交流 

① 文化、産業交流事業の拡大に努めるものとし､合併後に調整する。 

② 文京区とは、友好都市締結の方向で検討する。 

 ３ 児童・生徒の交流事業 

① 校外交流事業については、各校の事業経緯を尊重し、合併後に調整する。 

② 海外ホームステイ（語学留学等）については、事業の拡大を図ることとし、合併後に調整する。



  

 

 

４ 今後の協議スケジュール 

 

平成１５年１０月２４日 各市町村協議回答 

平成１５年１１月 ６日 （幹事会一次協議） 

平成１５年１１月２０日 （幹事会二次協議） 

平成１５年１１月２６日 協議会確認 

 

 



専門部会名　　　企画財政部会

協 定 項 目

調 整 方 針 案

項　　　　　　　　目 川内市 入来町 東郷町

該当なし

　　　川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

  国際交流団体（協会等の活
動状況）

２３－２　友好都市・国際交流事業の取扱いについて

新市に移行後、速やかに調整する。

調整方針（案）

④新市に移行後，速やかに調整する。

【名称】
　　川内市日本中国友好協会

【設立年月日】
　　昭和５７年７月２６日

【会員数】
　　４４１（個人３７６，賛助６５）

【根拠法令等】
　　川内市日本中国友好協会規約

【事務所の位置】
　　川内市天辰町２２１１－１
　　川内市国際交流センター内

【主な活動等】
・交流団の受け入れや交流の世話
・新鑒真に係る事業（主に集客）
・興行や物産展などの開催
・中国語会話教室の開催
・中国留学（長期・短期）の紹介
・中国三誌の斡旋，ネクタイピン販売
・協会報発行（年１回）

【組織（役員等）】
　会長　　　　１名
　副会長　　　４名
　理事　　　１６名
　監事　　　　２名
　顧問　　　　３名

【平成１３年度実績】
　　２，８９０千円

【名称】
　　入来町国際交流協会

【設立年月日】
　　平成９年７月８日

【会員数】
　　８６（個人６５，賛助２１）

【根拠法令等】
　　入来町国際交流協会規約

【事務所の位置】
　　入来町役場内

【主な活動等】
　　交流会・研修・ホームステイ等

【組織（役員等）】
　会長　　　　１名
　副会長　　　２名
　理事　　　　６名
　監事　　　　２名
　顧問　　　　４名

【平成１３年度実績】
　　　　４７０千円

【名称】
　　東郷町国際交流協を進める会

【設立年月日】
　　平成９年

【会員数・主な活動・組織】
　　からいも交流実行委員会，韓国一直
面友好協会，TFCCの３団体で国際交流を
進めている。

【平成１３年度実績】
　　　　４７０千円

樋脇町・祁答院町・里村･上甑村・下甑村・鹿島村



専門部会名　　　企画財政部会

協 定 項 目

調 整 方 針 案

項　　　　　　　　目 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

【交流相手先】
　中国江蘇省常熱市

【経過等】
　平成３年７月２６日に，川内市で「常
熟市」との友好都市締結式が行われた。
　以来，政治・経済・文化・スポーツ等
の諸分野で交流を行っており，お互いに
毎年１団ないし２団を派遣し，交流を深
めている。

【事業費】
平成１２年度　　３，９０５千円（決算
額）
平成１３年度　　５，０８９千円（決算
額）
平成１４年度　　４，２３４千円（決算
額）

　　　　　　　該当なし

【交流相手先】
中国上海市嘉定区馬陸鎮（マルチン）*鎮は
町に相当。
【交流の経過】
平成6年　入来町の誘致企業が上海ｼﾞﾝﾊﾝ鎮に
進出
平成7年　ｼﾞﾝﾊﾝ鎮政府関係者が来日。友好交
流協議書締結。
平成8年　入来町から「緑の使節団」（９１
名）を派遣
平成9年　入来町文化ホール落成記念にあわ
せ訪日。胡弓など中国伝統芸能を披露。
平成10年　「いりき青少年中国友好の旅」
（136名）派遣。
平成10年　入来商業高校、修学旅行において
ｼﾞﾝﾊﾝ鎮を訪問。
平成11年　鎮政府関係者訪日。教育、行政事
情等視察。
平成12年　「青少年スポーツ交流（ｻｯｶｰ）」
（29名）派遣。
平成13年　ｼﾞﾝﾊﾝ鎮が馬陸鎮に吸収合併。
平成14年　馬陸鎮政府関係者と青少年来日。
友好交流協議書の締結。青少年交流。
【事業費】
平成12年度決算額  3,621千円
平成13年度決算額      0千円
平成14年度決算額  2,591千円

　　　　　　　該当なし 　　　　　　　該当なし

里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針（案）

　　　　　　　該当なし 　　　　　　　該当なし 　　　　　　　該当なし 　　　　　　　該当なし
④新市に移行後，速やかに調整す
る。

　　　川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

  友好都市交流

２３－２　友好都市・国際交流事業の取扱いについて

　新市に移行後、速やかに調整する。



専門部会名　　　企画財政部会

協 定 項 目

調 整 方 針 案

項　　　　　　　　目 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

【経緯】
　平成７年度から，自治体国際化協
会を通じて，中国から国際交流員
（CIR）１名を招致し，中国語講座の
開催，小中学校における国際交流学
習，各公民館等の研修会の講師とし
て派遣するなどして，国際交流を推
進している。
【国際交流員の活動状況】
・語学講座
・通訳業務
・翻訳業務（中国からの書簡（公・
私用））
・文化講座
　　料理教室，学校給食メニュー作
成等
・その他
　　講師派遣業務（年１０回程度）
　　　老人会，小中学校等
【実績額】
　平成１２年度　５，１４３千円
　平成１３年度　４，９４８千円
　平成１４年度　５，５９１千円

　　　　　　　該当なし 　　　　　　　該当なし 　　　　　　　該当なし 　　　　　　　該当なし

里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針（案）

　　　　　　　該当なし 　　　　　　　該当なし 　　　　　　　該当なし 　　　　　　　該当なし
③合併時に、新たに制度等を制定す
る。

　　　川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

  国際交流員等招致事業

２３－２　友好都市・国際交流事業の取扱いについて

合併時に、新たに制度等を制定する。



提案第３０号 
 
 

消防防災関係事業について 
 
 
合併協定項目２３－５号「消防防災関係事業」について、次のとおり提案する。 

 
 

平成１５年１０月７日 提出 
 
 

川薩地区法定合併協議会 
会 長   森  卓 朗 

 
 
【 調整方針（案） 】 

消防防災関係事業について 
 

１ 地域防災計画については、合併までに原案を策定し、平成 16 年度中の県の承認を目

指す。 

 

２ 防災会議、防災組織、災害対策本部については、合併までに体制を整備する。 

 

３ 自主防災組織については、現行のまま新市に引継ぎ、新市において新たな組織の結

成を推進する。 

 

４ 防災行政無線については、次のとおりとする。 

(1) 同報系については、合併後速やかに本庁・支所間を結ぶ一斉放送ができる体制を確

立する。ただし、それまでの間は、現有施設の有効利用による広報体制をとる。 

(2) 移動系については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、3 年以内に基地局

を整備し、その他については随時整備する。 

 

５ 原子力防災計画については、川内市の例により、平成 16 年度中の県の承認を目指す。

 

６ 応援協定については、現行のまま新市に引き継ぎ、関係機関と総合的に調整する。

 

７ 常備消防の体制及び消防通信・無線については、川内地区消防組合の体制等を基本

に合併までに調整する。 

 

 



 

８ 消防計画（常備消防分）については、合併までに策定する。 

 

９ 消防施設整備計画（常備消防分）については、現行の整備計画を新市に引継ぎ、新

たな整備計画を 3 年以内に策定する。 

 

10 防犯組合連合会については、新市に移行後速やかに調整する。 

 

 
平成  年  月  日 確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



協定項目２３－５号 資料 
 

消防防災関係事業について 

 

１．協議項目の要旨・留意点 

① 消防・防災等に関係する組織、計画、制度等について協議する。 

② 消防防災体制の整備は、市民の生命及び財産を守るために直接関わるもので、早期

に統一できるよう整備する必要がある。 

③ また、災害時などの緊急時に即応できる組織体制を整備する必要がある。 

④ 関連資料については、別紙のとおり。 

 

 

２．提案の理由 

    新市施行とともに、安全かつ確実な消防防災体制がとれるよう考慮し、提案する。 

 

 

３．協定（協議）先進事例 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県さいたま市（平成 13 年 5 月 1 日 新設合併） 

 

(1)常備消防の取扱い 

消防業務については、業務の一体性を速やかに確立するため、合併までに出動計画

等の統一を図る。 

ただし、警防指令業務は、ホットラインで対応することとし、合併後速やかに、新

システムを構築する。また、救急高度化推進事業については、合併後速やかに、新た

な計画を策定する。なお、消防計画については、合併後速やかに策定する。 

 

(2)防災事業の取扱い 

防災事業については、災害時の対応に支障をきたさぬよう合併までに基本的な方針

を確立する。また、合併後速やかに事業の根幹となる地域防災計画を策定する。 

                                      

兵庫県篠山市（平成 11 年 4 月 1 日 新設合併） 

 

(1)防災会議については、合併時に新たに設置し新町において地域防災計画を作成する。

(2)水防協議会については、新町において新たに設置し水防計画を作成する。 

(3)災害発生時の応急対策については、合併時に調整する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．参考法令等（条文等抜粋）  

 

災害対策基本法（抄） 

（市町村地域防災計画） 

第４２条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村

の市町村長。以下この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地

域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必

要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市

町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域

防災計画に抵触するものであってはならない。 

２ 市町村地域防災計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的

団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱 

（２）当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及

び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及

び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧

に関する事項別の計画 

（３）当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、

物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

（４）前各号に掲げるもののほか、当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が

必要と認める事項 

 

 

香川県さぬき市（平成 14 年 4 月 1 日 新設合併） 

  

（1） 防災会議については、合併時に新たに設置し、新市において地域防災計画を策定

する。  

（2） 水防協議会については、合併時に新たに設置し、新市において水防計画を策定す

る。 

熊本県あさぎり町（平成 15 年 4 月 1 日 新設合併） 

 

・防災会議については、合併時に新たに設置し、新町において地域防災計画を作成する。

・地域にかかる災害予防または災害応急対策については、合併時に調整する。 

・水防協議会については、設置しない。 

 



 

消防組織法（抄） 

第１条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保

護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因する被害を

軽減することを以て、その任務とする。 

 

 

５ 今後の協議スケジュール 

 

平成１５年１０月２４日 各市町村協議回答 

平成１５年１１月 ６日 （幹事会一次協議） 

平成１５年１１月２０日 （幹事会二次協議） 

平成１５年１１月２６日 協議会確認 
 

 

 

 



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

地域防災計画

１地域防災計画の構成
　　風水害対策計画
　　高潮・津波災害予防計画
　　地震災害対策計画
　　海上における大規模な流出油等災害対策計画
　　特別防災区域川内地区災害対策計画
２　資料編
３　防災倉庫等の種別と課所数
４　災害時の応援協定
５　がけ地近接住宅の実態調査（毎年）
６　気象観測機器の実態
７　災害統計
８　罹災証明
９　災害報告

１　地域防災計画の構成
　　　災害予防計画
　　　災害応急対策計画
　　　災害復旧計画
２　資料編
３　防災倉庫等の種別と箇所数
４　災害時の応援協定
５　災害救助協力協定書
６　防災会議条例

１　地域防災計画の構成
　　　災害予防計画
　　　災害応急対策計画
　　　災害復旧計画
２　資料編の構成
３　防災倉庫等の種別と課所数
４　災害時の応援協定
　　　　協定の明文化なし
５　災害救助協力協定書

１　地域防災計画の構成
　　　一般災害対策
　　　災害予防計画
　　　災害応急対策計画
　　　災害復旧・復興計画
　　　震災対策
２　参考資料
３　防災倉庫等の種別と箇所数
４　災害時の応援協定
６　気象観測機器の実態
　　　雨量観測所　　２カ所
　　　水位観測所　　　　２カ所
７　罹災証明
　　　総務課庶務係で発行
　　　自治公民館長等の証明が必要

１地域防災計画の構成
　災害予防計画
　災害応急対策計画
　災害復旧計画
２資料編
３防災倉庫等の種別と課所数
４災害時の応援協定
５がけ地近接住宅の実態調査（毎年）
６気象観測機器の実態

防災会議

１　会長　　市長
２　委員定数　　２０人以内
３　委員の構成の詳細
　　国関係　　　　　川内川工事事務所長
　　　　　　　　　　鶴田ダム管理所長
　　　　　　　　　　串木野海上保安部長
　　県関係　   　　 薩摩地域振興連絡協議会長
　　　　　　　　　　川内土木事務所長
　　警察関係　　　　川内警察署長
　　議会関係　　　　議員　２名
　　市長部局　　　　助役
　　教育機関　　　　教育長
　　消防機関　　　　川内地区消防組合消防長
　　　　　　　　　　川内市消防団長
　　指定公共機関　　ＮＴＴ西日本鹿児島支店長
　　　　　　　　　　九州電力株式会社　川内営業所長
　　　　　　　　　　川内市医師会代表
　　公共団体　　　　川内市社会福祉協議会長
　　　　　　　　　　川内市公民会連絡協議会代表
　　　　　　　　　　川内市女性団体連絡協議会代表
　　市長が認めた者　陸上自衛隊第８施設大隊長
　　　　　　　　　　済生会川内病院長
４　報酬　　　　４７００円／１回あたり
　　　　　　　　国・県の職員にあっては受領辞退
５　費用弁償　　費用弁償規定に基づき支給。
６　平成１４年度の開催時期と回数

５月 １回

１　会長　　町長
２　委員定数　　２５人以内
３　委員の構成
　１）指定行政機関の職員のうち町長が任命する者
　２）鹿児島県知事の部門の職員のうちから町長が任命す
る者
　３）鹿児島県警察の警察官のうちから町長が任命する者
　４）町議会議員のうちから町長が任命する者
　５）町長がその部門の内から任命する者
　６）教育長
　７）消防団長
　８）指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうち
町長が任命する者
専門の事項を調査させるために専門委員を置くことができ
る。

平成１４年度の開催回数　　１回

１　会長　　町長
２　委員定数　　21人以内

３　委員の構成の詳細
　　国関係　　　森林管理署長
　　県関係　   　川内総務事務所長
　　　　　　　　　　宮之城土木事務所長
　　警察関係　　川内警察署長・入来駐在所
　　議会関係　　なし
　　町長部局　　助役・総務課長・企画開発課長
　　　　　　　　　　建設課長・経済課長・町民課長
　　　　　　　　　　水道課長
　　教育機関　　教育長
　　消防機関　　川内地区消防組合東部署長
　　　　　　　　　　入来町消防団長・各分団長･副分団長

　　その他町長が認めた者

１　会長　　町長
２　委員定数　　１２人
３　委員の構成
　１）指定行政機関の職員のうち町長が任命する者
　２）鹿児島県知事の部門の職員のうちから町長が任命す
る者
　３）鹿児島県警察の警察のうちから町長が任命する者
　４）町長がその部門の内から任命する者
　５）教育長
　６）消防団長
　７）指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうち
町長が任命する者
　８）公共機関又は公共団体の職員のうちから町長が任
命する者
専門の事項を調査させるために専門委員を置くことができ
る。

平成１４年度の開催回数　　１回

１会長,町長
２委員定数　　12名以内
３委員の構成の詳細
　県関係…宮之城土木事務所長　　1名
　警察関係…宮之城警察署長
　　　　　　　　　　　　　警備課長
　　　　　　　　　　　　　駐在所　　2名
　議会関係…なし
　町長部局関係…三役,課長,担当議員
　消防関係…祁答院地区消防組合消防長
　各地区…消防団分団長
　各地区公民館長…5名
　婦人会長…1名
４報酬　　6,200円
５費用弁償　　1,200円
６平成14年度開催時期,回数
　6月　　1回

防災組織(体
制）

１　災害の状況に応じた対策の設置基準
　　一般災害
　　　情報収集体制
　　　災害警戒本部
　　　災害対策本部（第１配備）
　　　災害対策本部（第２配備）
　　　災害対策本部（第３配備
２　地区の災害対策
３　地区の災害対策連絡会議
４　地震対策
　　　情報収集体制　震度３
　　　第１配備　　　震度４
　　　第２配備　　　震度５弱又は５強
　　　第３配備　　　震度６弱

【風水害時の非常配備】
　第１警戒配備
　第２警戒配備
　第１非常配備
　第２非常配備
【地震時の非常配備】
　警戒配備
　第１非常配備
　第２非常配備
　警戒配備
　第１非常配備
　第２非常配備

災害の状況に応じた対策の設置基準
　一般災害
　　情報収集体制
　　災害警戒本部
　　災害対策本部（第１配備）
　　災害対策本部（第２配備）
　　災害対策本部（第３配備）

第1配備(警戒体制)
第2配備(災害警戒体制)
第3配備(非常体制)(災害対策本部)

１災害の状況に応じた対策の設置基準
　・一般災害
　・災害警戒
　・災害対策本部（第1配備）
　・災害対策本部（第2配備）
　・災害対策本部（第3配備）
２地区の災害対策
３地区の災害対策連絡会議
４地震対策

　地域防災計画については、合併までに原案を策定し、平成１６年度中の県の承認を目指す。

　防災会議、防災組織、災害対策本部については、合併までに体制を整備する。

　２３－５　消防防災関係事業 【地域防災計画・防災組織・防災会議】



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

地域防災計画

１　地域防災計画の構成
　　　　総則（目的等）
　　　　災害予防計画
　　　　災害応急対策計画
　　　　災害復旧計画
２　資料編
３　防災倉庫等の種別と課所数
４　災害時の応援協定

1総則
2災害予防計画
3災害応急対策計画
4災害復旧計画
5消防計画
6資料編

1総則
2災害予防計画
3災害応急対策計画
4災害復旧計画
5消防計画
6資料編

平成7年4月更正

１地域防災計画の構成
  　　災害予防計画
　　　災害応急対策計画
　　　災害復旧計画
２資料編
３防災倉庫等の種別と箇所数
４災害ときの応援協定
５がけ地近接住宅の実態調査（毎年）
６気象観測の実態
７災害統計
８罹災証明
９災害報告

地域防災計画については、合併までに原案を策定
し、平成１６年度中の県の承認を目指す。

・平成１６年４月から防災計画の策定作業を行う。
・県認可までのスケジュールを立てる。

防災会議

１　会長　　村長
２　委員定数　　１０人以内
３　委員の構成の詳細
　　国関係　　　　里郵便局長
　　県関係　   　甑島土木事務所長
　　警察関係　　川内警察署里駐在巡査
　　村長部局　　　　助役　総務課長
　　教育機関　　　　教育長
　　消防機関　　川内地区消防組合上甑分駐所長
　　　　　　　　　　里村消防団長
　　指定公共機関　　里村漁業協同組合長
４　報酬　　　　５，８００円／１回あたり
５　費用弁償　　費用弁償規定に基づき支給。
６　平成１４年度の開催時期と回数
　　　　実績なし

１　会長　　村長
２　委員定数　　16人

３　委員の構成の詳細
　　国関係　　　中甑郵便局長
　　県関係　   　甑島土木事務所長
　　警察関係　　川内警察署甑島幹部派出所長
　　議会関係　　なし
　　村長部局　　助役・収入役・総務課長・企画課長
　　　　　　　　　　住民福祉課長・産業振興課長・
　　　　　　　　　　建設課長・甑島中央診療所事務長
　　教育機関　　教育長
　　消防機関　　川内地区消防組合上甑分駐所長
　　　　　　　　　　上甑村消防団長
　　指定公共機関　　九州電力甑島第一発電所長
　
４　報酬　　５，９００円（日額）
５　費用弁償　　費用弁償規定に基づき支給
６　平成１４年度の開催時期と回数
　　　実績なし

下甑村防災会議
会長は、村長をもって充てる。
委員は、次に掲げる者を充てる。
1.指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者
2.鹿児島県の知事の部内の職員のうちから村長が任命す
る者
3.鹿児島県警察の警察官のうちから、村長が任命する者
4.村長がその部内の職員のうちから指名する者
5.教育長
6.消防団長

　専門委員を置くことができる
　専門委員は　関係地方行政機関の職員
　鹿児島県の職員
　村の職員
　関係指定公共機関の職員
　関係指定地方公共機関の職員及び学識経験者

１　会長　　　　　村長
２　委員定数　　１２人

３　委員の構成の詳細
　　県関係　   　　　川内地区消防組合消防長
　　警察関係　　　　川内警察署鹿島駐在所所長
　　議会関係　　　　議長　１名
　　村長部局　　　　助役
　　教育機関　　　　教育長
　　消防機関　　　　鹿島村消防団長
　　指定公共機関　鹿島郵便局
　　公共団体　　　　鹿島村漁業協同組合長
４　　報酬　　　　５，８００／１回あたり
５　　費用弁償　　費用弁償規程に基づき支給
６　　平成１４年度開催時期と回数
　　　　　　　　　　　５月
　　　　　　　　　　　１回

合併と同時に体制を整備する。

防災組織(体
制）

１　災害の状況に応じた対策の設置基準
　　　一般災害
　　　情報収集体制
　　　災害警戒本部
　　　災害対策本部（第１配備）
　　　災害対策本部（第２配備）
　　　災害対策本部（第３配備）
２　地区の災害対策
３　地震対策
　　　第１配備　　　震度４　津波注意報発表
　　　第２配備　　　震度５又は津波警報発表
　　　第３配備　　　震度６　　全職員

第1配備
1　比較的軽微な災害が発生した場合又はそのおそれが
ある場合
本部は総務課長から関係課長へ連絡、関係課長は必要
に応じ所属職員を所定の系統により動員する｡他の部は
待機を命ずる｡
第2配備
1　村内全域にわたり激甚な災害が発生し、その状況によ
り全職員の配備を必要とする場合

全員（全職員、全消防団員）

第1配備
1　比較的軽微な災害が発生した場合又はそのおそれが
ある場合
本部は総務課長から関係課長へ連絡、関係課長は必要
に応じ所属職員を所定の系統により動員する｡他の部は
待機を命ずる｡
第2配備
1　村内全域にわたり激甚な災害が発生し、その状況によ
り全職員の配備を必要とする場合

全員（全職員、全消防団員）

１　災害の状況に応じた対策の設置基準
　　　一般災害
　　　情報収集体制
　　　災害警戒本部
　　　災害対策本部（第１配備）
　　　災害対策本部（第２配備）
　　　災害対策本部（第３配備）
２　地区の災害対策
３　地震対策
　　　情報収集体制　震度３
　　　第１配備　　　震度４
　　　第２配備　　　震度５弱又は５強
　　　第３配備　　　震度６弱

合併と同時に体制を整備する。

　２３－５　消防防災関係事業 【地域防災計画・防災組織・防災会議】



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【災害対策本部】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

災害対策本部

【川内市災害対策本部】

　本部長　　　市長
　副本部長　事務助役　技術助役　収入役
                教育長 　　消防長

　総務対策部長　　　　 　　総務部長
　　　　　　　部長付　　　　　企画経済部長
　　　　　　　　　　　　　　　　 議会事務局長
　　　　本部総務班長　 　　自治振興課長
　　　　情報収集連絡班長　情報推進課長
　　　　財務車両管理班長　財政課長
　　　　物資供給班長　　　　市民課長
　　　　議会対策班長　　　　議会事務局次長
 保健福祉対策部長　　　　保健福祉部長
　　　　福祉班長　　　　　　　福祉課長
　　　　清掃班長　　　　　　　生活環境課長
　　　　救護班長　　　　　　　市民健康課長
土木対策部長　　　　　　　建設部長
　　　　土木施設班長　　　　土木課長
　　　　都市施設班長　　　　都市計画課長
　　　　下水道施設班長　　 下水道課長
　　　　耕地施設班長　　　　耕地課長
　企画経済対策部長　　　　企画経済部長
　　　　農林水産班長　　　　農林水産課長
　　　　商工班長　　　　　　　商工観光課長
　教育対策部長　　　　　　　教育部長
　　　　教育班長　　　　　　　教育総務課長
　水道対策部長　　　　　　　水道局長
　　　　水道施設班長　　　　水道局工務課長
　消防対策部　　　　　　　　　川内地区消防組合

　設置基準は，防災組織（体制）に記載

【樋脇町災害対策本部】
本部長　　（町長）
副本部長　（助役、教育長）
本部連絡員室（情報管理部）　活動責任者　議会事
務局長
総務対策部　部長　総務課長　　副部長　議会事務
局長
広報対策部　部長　企画課長　　副部長　企画課長
補佐
税務対策部　部長　税務課長　　副部長　税務課長
補佐
民生対策部　部長　住民課長　　副部長　住民課長
補佐
農政･商工対策部　部長　経済課長　　副部長　農業
委員会事務局長
建設対策部　部長　建設課長　　副部長　建設課技
術補佐
水道対策部　部長　水道課長　　副部長　水道係長
教育対策部　部長　教育委員会総務課長　　副部長
教育委員会社会教育課長
消防対策部　部長　消防団長　　副部長　消防副団
長

＊災害対策本部の設置基準
　町災対本部は、次の場合に樋脇町役場内に設置す
る。なお、被害が局地的でありかつ重大である場合
は、必要に応じて現地に町災対本部を設置すること
ができる。
①町の地域を含む地域に気象業務法（昭和27年法
律　第165号）に基づく暴風（雪）、大雨（雪）、洪水警
報が発令されたとき。
②町の地域を含む地域に気象業務法に基づく大雨
（雪）、洪水注意報が発令された場合において、町長
が必要と認めるとき。
③その他異常な自然現象又は人為的原因による災
害で町長が必要と認めるとき。

【入来町災害対策本部】
　本部長　　　　　 （町長）
　副本部長　　　　 （助役，収入役，教育長）
　総務対策部　 　　 部長　　　　　　　　　　総務課長
　農政対策部　　　　部長　　　　　　　　　　経済課長・
農業委員会事務局長
　民生対策部　　　　部長　　　　　　　　　　町民課長
　建設対策部　　　　部長　　　　　　　　　　建設課長
　水道温泉対策部　部長　　　　　　　　　　水道課長
　税務対策部　　　　部長　　　　　　　　　　税務課長
　議会対策部　　　　部長　　　　　　　　　　議会事務局
長
　教育対策部　　　　部長　　　　　　　　　　教委総務課
長・給食センター所長・学校教育課長・社会教育課長
　消防団　　　　　  　部長　　　　　　　　　　団長

：災害対策本部の設置基準
　１　災害対策本部は次のような災害が発生し，又は
発生の恐れがあるとき設置する。
　　　ア　大規模な災害発生が予想され，その対策を
要すると認められるとき
　　　イ　災害が発生し，その規模及び範囲から判断
し，本部を設置して対策の実施を必要とするとき。
　　　ウ　災害救助法を適用する災害が発生し，総合
的な対策を要すると認められたとき
　２　本部長は，災害の規模及び範囲等から判断して
現地に対策本部を設置する必要があるときと認めると
きは現地災害対策本　　　部を設置する。

【東郷町災害対策本部】
　本部長　　　　　 （町長）
　副本部長　　　　 （助役，収入役，教育長）
　総務対策部　 　　 部長　　　　　　　　　　総務課長
　農林商工対策部　部長　　　　　　　　　　経済課長
　民生対策部　　　　部長　　　　　　　　　　町民課長
　建設対策部　　　　部長　　　　　　　　　　建設課長
　水道対策部　　　　部長　　　　　　　　　　水道課長
　税務対策部　　　　部長　　　　　　　　　　税務課長
　議会対策部　　　　部長　　　　　　　　　　議会事務局
長
　教育対策部　　　　部長　　　　　　　　　　教育長
　消防団　　　　　　　部長　　　　　　　　　　団長

＊災害対策本部の設置基準
　１　災害対策本部は次のような災害が発生し，又は
発生の恐れがあるとき設置する。
　　　ア　大規模な災害発生が予想され，その対策を
要すると認められるとき
　　　イ　災害が発生し，その規模及び範囲から判断
し，本部を設置して対策の実施を必要とするとき。
　　　ウ　災害救助法を適用する災害が発生し，総合
的な対策を要すると認められたとき
　２　本部長は，災害の規模及び範囲等から判断して
現地に対策本部を設置する必要があるときと認めると
きは現地災害対策本部を設置する。

【祁答院町災害対策本部】
　本部長　　　　　 （町長）
　副本部長　　　　 （助役）
　本部付　　　　　　（収入役，教育長）
　総務対策部　 　　 部長　　　　　　　　　　総務課長
　民生対策部　　　　部長　　　　　　　　　　住民課長
　経済対策部　　　　部長　　　　　　　　　　経済課長
　商工観光対策部　部長　　　　　　　　　　企画開発課
長
　農地対策部　　　　部長　　　　　　　　　　農業委員会
事務局長
　建設対策部　　　　部長　　　　　　　　　　建設課長
　教育対策部　　　　部長　　　　　　　　　　教育委員会
総務課長
　税務対策部　　　　部長　　　　　　　　　　税務課長
　出納対策部　　　　部長　　　　　　　　　　会計係長
　消防団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団長
　応援対策部　　　　部長　　　　　　　　　　議会事務局
長

＊災害対策本部の設置及び閉鎖
　１　災害対策本部は次のような災害が発生し，又は
発生の恐れがあるとき設置する。
　　　ア　大規模な災害発生が予想され，その対策を
要すると認められるとき
　　　イ　災害が発生し，その規模及び範囲から判断
し，本部を設置して対策の実施を必要とするとき。
　２　本部は，災害応急対策を一応終了したとき又は
災害発生のおそれがなくなり災害対策本部による対
策実施の必要がなくなったとき閉鎖する。

　２３－５　消防防災関係事業



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【災害対策本部】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

災害対策本部

【里村災害対策本部】
本部長　　　　　村長
副本部長　 　　助役
総務対策部　　部長　総務課長
住民対策部　　部長　住民課長
保健福祉対策部　　部長　保健福祉課長
経済対策部　　部長　経済課長
建設対策部　　部長　建設課長
教育対策部　　部長　教育長
消防団　　　　　　　　　団長　副団長

*災害対策本部の設置基準
　災害対策本部は、次のような災害が発生し、又は、
発生するおそれがあるとき設置することができる。
　１，大規模な災害の発生が予想され、その対策を要
すると認められるとき。
　２，災害が発生し、その規模及び範囲から判断し、
本部を設置して、対策の実施を必要とするとき。

【上甑村災害対策本部】
本部長　　　　　村長
副本部長　 　　助役
総務対策部　　部長　総務課長
民生対策部　　部長　住民福祉課長
経済対策部　　部長　産業振興課長
土木対策部　　部長　建設課長
出納対策部　　部長　収入役
教育対策部　　部長　教育長
応援対策部　　部長　議会事務局長

*災害対策本部の設置
　災害対策本部は、次のような災害が発生し、又は、
発生するおそれがあるとき設置することができる。
　１，大規模な災害の発生が予想され、その対策を要
すると認められるとき。
　２，災害が発生し、その規模及び範囲から判断し、
本部を設置して、対策の実施を必要とするとき。

[下甑村災害対策本部］
本部長　村長
副本部長　助役
総務対策部長　総務課長
民生対策部長　民生課長
環境対策部長　環境整備課長
経済対策部長　経済課長
建設対策部長　建設課長
税務対策部長　税務課長
出納対策部長　収入役
教育対策部長　教育長
企業対策部長　企業課長
消防機関　消防団長

*災害対策本部の設置
　災害対策本部は、次のような災害が発生し、又は、
発生するおそれがあるとき設置することができる。
　１，大規模な災害の発生が予想され、その対策を要
すると認められるとき。
　２，災害が発生し、その規模及び範囲から判断し、
本部を設置して、対策の実施を必要とするとき。

【鹿島村災害対策本部】
本部長　　　　　村長
副本部長　 　　助役
総務対策部　　部長　総務課長
企画対策部　　部長　企画課長
住民対策部　　部長　住民課長
経済土木対策部部長　経済土木課長
教育対策部　　部長　教育長
応援対策部　　会計室

*災害対策本部の設置
　災害対策本部は、次のような災害が発生し、又は、
発生するおそれがあるとき設置することができる。
　１，大規模な災害の発生が予想され、その対策を要
すると認められるとき。
　２，災害が発生し、その規模及び範囲から判断し、
本部を設置して、対策の実施を必要とするとき。

合併と同時に体制を整備する。

　２３－５　消防防災関係事業



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

自主防災組織

【自主防災組織の結成状況】
　　平成１４年４月１日現在
　　３９組織　　７０公民会　　５,２４４世帯
　　組織率　２０．６％

自主防災組織
　平成１４年４月１１日現在
　２組織　１３公民館　５７５世帯
　組織率　１４．０％

該当なし

【自主防災組織の結成状況】
平成１５年４月１日現在　　２地区
本俣地区自主防災組織（本俣集落３４戸）
舟倉町内会自主防災組織（２７３戸）
組織率（１３．３％）

（自主防災組織の結成状況）
　平成14年10月1日現在
　　　12組織　　隊員数　　88人　　752世帯
　　　組織率　　　39.7%
　平成15年度に6組織293世帯を新規に結成する計
画である。

防災行政無線

【施設の概要】
　・屋外同報子局　　　　９７基
　・戸別受信機　　　３０５５台
　・市設置の有線放送　　３１局　５７公民会　２０５０世
帯
　・公民会設置の有線放送の親局に戸別受信機を接
続し、市の放送を加入世帯に流している。
　　　　　　　　　　　　４９局　４９公民会　３９９２世帯
【施設の管理】
　・業者への委託
　①防災行政無線の保守委託
　②戸別受信機保守点検委託
　③再免許申請業務委託
　・日常の管理
　　業者へ指示、施工は業者
　・施設の土地借用についての更新手続き
　①屋外同報子局の土地
　②有線放送の電柱
　③有線放送ケーブルの架設
　④戸別受信機の場所借用
　・公民会長との連携により、障害箇所及び新規加入
者等の実態調査を年１回実施する。
　・屋外同報子局については、障害の有無を常時確
認する。
【移動系設備の概要】
　・基地局　　　久見崎町笠山
　・中継局　　　川内市役所屋上
　・移動系　　　５１台
　・設置年度　　昭和５５年
【同報放送の内容】
　・チャイム　　　　午前７時　　正午　　午後５時
　・尋ね人放送　　　警察からの要請により実施

〔同報系なし〕

固定局　２局
　役場（役場総務課）　　中継局

【移動無線局】
　呼び出し名称　　ひわきぼうさい
　基地局　　　　　樋脇町役場内
　車載型無線装置　呼び出し名称　ひわきぼうさい○
○
　　　消防車　10台　　公用車　７台
　可搬型無線装置　呼び出し名称　ひわきぼうさい２２
　　　１台
　携帯型無線装置　呼び出し名称　ひわきぼうさい○
○
　　　役場７台　　消防団10台

【施設の概要】
・屋外同報子局　　　　　36局
・戸別受信機　　　　　2332台
・有線放送施設　　　　　無し
【施設の管理
・業者への委託　防災行政無線の保守業務委託
・日常の管理　　戸別受信機の雑音・落雷等による不
具合之連絡を受け業者に依頼する。
・施設の土地借用についての更新手続
　　屋外子局の土地
・公民会長との連絡により、障害箇所及び新規加入
者等の実態調査を行う。
【移動系設備の概要】
・基地局　　　役場
・移動系　　　３８台
・設置年度　　昭和５５年
【同報放送の内容】
　・チャイム　　午前７時　　午前10時　正午
　　　　　　　　　午後３時　午後５時　午後6時（歌）
　・尋ね人放送　　　警察からの要請により実施
　・火災のお知らせ
　　　時間内　サイレンは消防署　放送は役場
　　　時間外　サイレン及び放送を消防署（別途覚書
による）
【その他】
　・主要な催し物など定時（朝7：30　　夕5：30に放送
する。）

親局　庁舎内
中継局１局　遠隔制御装置１
町内各戸へ個別受信機設置
地区遠隔制御装置５
◆同報無線（免許区分：防災行政）
呼び出し名称　　とうごうぼうさい
親局　　　　　　東郷町役場内
屋外拡声子局　　町内２２箇所
個別受信機　　　町内の各世帯
朝夕の放送，臨時放送等
◆移動無線（防災行政用）
呼び出し名称
基地局　　　　　東郷町役場内
車載型無線装置
呼び出し名称
　　とうごうぼうさい1～19
　　消防車９台，公用車１０台
可搬型無線装置
呼び出し名称
　　とうごうぼうさい20～25
　　６台
携帯型無線装置
呼び出し名称
　　とうごうぼうさい26～27
　　役場２台
(同報放送の内容）
・チャイム　　午前６時・８時・正午・午後５時　（夏休み
期間中　午前６時・１０時・正午・午後６時）
・ラジオ体操　午前６時３０分
・定時放送　午前６時５０分・午後７時５０分
・尋ね人　警察等の要請により随時
・火災　　サイレン吹鳴（屋外子局）　放送（屋外＋全
戸別）（但し，午後１０時から午前５時までは屋外の
み）

（設置の概要）
　固定系　親局････１局（役場庁舎内）　中継局･･１局
基地局･･１台
　遠隔制御器･･２台
　屋外受信局･･２２局
　戸別受信機･･１，７５４基（平成１３年４月１日現在）
（施設の管理）
　・業者への委託
　①防災行政無線の保安委託
　②戸別受信機保守点検委託
　③再免許申請業務委託
　・日常の管理
　①戸別受信機の修理
　②新規設置
　世帯より連絡を受け、業者に指示する。
（移動系設備の概要）
　移動系
　　親局････１局（役場庁舎内）
　　中継局･･１局（下手広段）
　　基地局･･１局
　　移動局･･４４局　公用車　　２４台（車載型）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０台（携帯型）
　　設置年度　　平成8年
（同報放送の内容）
　・チャイム…午前10時,正午,午後3時,午後5時,午後
9時
　・定時放送時間…午前6時45分,午後0時45分,午後
7時45分
　・放送は緊急放送,一般放送とする。
　（１）地震,風木害,気象情報等緊急予防予告通報
　（２）行政事務の広報
　（３）その他町長が必要と認めた事項
　・尋ね人放送…町長が必要と認めた場合実施
　・火災のお知らせ…実施している
　・定時お知らせ…実施している（一般放送として）

　　自主防災組織については、現行のまま引き継ぎ、新市において新たな組織の結成を推進する。
　　防災行政無線については、次のとおりとする。
　　　(1)　同報系については、合併後速やかに本所・支所間を結ぶ一斉放送ができる体制を確立する。ただし、それまでの間は、現有施設の有効利用による広報体制をとる。
　　　(2)　移動系については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、３年以内に基地局を整備し、その他については随時整備する。

　２３－５　消防防災関係事業 【自主防災組織・防災行政無線】



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

自主防災組織

該当なし

【自主防災組織の結成状況】
　　平成１４年４月１日現在
　　　７組織　　７公民会　　　９６６世帯
　　　組織率　１００％

該当なし
［自主防災組織］
　ボランテアによる救急患者搬送 } 削除
　平成１４年４月１日現在
　　　１組織　３８４世帯
　　　組織率　１００％

現行のまま新市に引き継ぐ。

・新市において組織結成へ向けて取り組みを
強化する。

防災行政無線

【移動系施設の概要】
　・基地局（里村役場内）　　　１基
　・移動局　　　１０台

◆移動無線（防災行政用）
呼び出し名称　　さとぼうさい
 
車載型無線装置
　役場分団消防自動車１台、公用車１台

携帯型無線装置
　役場３台、消防団５台
　
　
【同報系施設】
　同報系及び戸別受信機は未整備
　なお、災害情報伝達についてはオフトーク通信を利
用して加入世帯（６３０世帯）に流している。
　
【オフトーク通信放送の内容】
　・チャイム　　　　午前６時　　正午　　午後５時　　午
後６時（夏休み時期）
　・定時放送（土・日は除く）　　午前６時４０分　　午後
６時３５分
　・臨時放送
　・緊急放送

　親局　庁舎内
　拡声子局　９局
　村内各戸へ戸別受信機設置
　◆固定型（役場固定局）
　　無線室１箇所
　◆同報無線（免許区分：防災行政）
　呼び出し名称　　ぼうさいかみこしきむらやくば
　親局　　　　　　上甑村役場内
　屋外拡声子局　　村内９箇所
　戸別受信機　　　村内の各世帯等（１,１２０台）
　　◆移動無線（防災行政用）
　呼び出し名称　　かみこしきぼうさい
　基地局　　　　　上甑村役場内
　車載型無線装置　呼び出し名称　かみこしきぼうさ
い
　消防車２台
　携帯型無線装置　呼び出し名称　かみこしきぼうさ
い
　　　役場２２台、消防団７台

【同報放送の内容】
・チャイム　　正午
・歌　　午前６時　　午後５時　（7月20日～８月31日の
期間は、午後６時）
・夕読み放送　　午後５時１０分（小学校休暇日を除
く）
・定時放送　　午後７時３０分（毎週日曜日）
・臨時放送　　行政事務の広報
・緊急放送　（災害予防等）

親局　庁舎内
子局　村内18局
村内各戸へ個別受信機設置

◆固定型
総務課1箇所

◆同報無線（免許区分：防災行政）
呼び出し名称　　ぼうさいしもこしきそん
親局　　　　　　下甑村役場内
屋外拡声子局　　村内18箇所
戸別受信機    　村内の各世帯
　
朝夕の放送、臨時放送等

◆移動無線（防災行政用）
呼び出し名称　　ぼうさいしもこしきそん
基地局          下甑村役場内
車載型無線装置　呼び出し名称　しもこしきぼうさい
　村営バス6台、公用車4台
可搬型無線装置　呼び出し名称　しもこしきぼうさい
　5台
携帯型無線装置　呼び出し名称　しもこしきぼうさい
　役場31台、消防団5台
放送内容：一般行政広報，大雨，台風等の災害情報
チャイム：７：００，１２:００，１７：００，１８：００（夏休み期
間）

　・屋外同報子局　１基
　・戸別受信機　　　４００台
【施設の管理】
　・業者への委託
　①防災行政無線の保守委託
　②戸別受信機保守点検委託
　③再免許申請業務委託
　・日常の管理
　戸別受信機の雑音・落雷障害との連絡を受けたら、
調査し、委託業者に連絡する。
　・屋外同報子局については、障害の有無を常時確
認する。
【同報放送の内容】
　・チャイム　午前６時３０分
　　　　　　　　正午
　　　　　　　　午後５時
　　夏休み期間　　ラジオ体操　午前６時３２分
　　　　　　　　　　　 帰宅放送　　午後６時

【同報系】

新市に移行後、速やかに調整する。（合併後1
年以内程度）

・１年以内に本所、支所間を結び、一斉放送が
できるようにする。（現有施設の改修）
・この間は、FAXやメールにて原稿を送信し、支
所で放送する体制をとる。

【移動系】

新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、３
年以内に基地局を整備し、その他については
随時整備する。

　２３－５　消防防災関係事業 【自主防災組織・防災行政無線】



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

原子力防災計
画

【原子力防災計画】
・昭和５８年６月　川内市地域防災計画の原子力災害対策編とし
て策定
　平成１４年５月　川内市防災会議により修正決定
・原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲は、防災指
針において提案されているめやすを基準として、原子力発電所を
中心として、概ね１０ｋｍ以内の範囲とする。
・災害対策本部の組織は、原子力災害時に有効に機能できるよう
鹿児島県の組織と連携をもたせている。
【資料編】
　・毎年４月１日を基準日として修正している。
【原子力事業者防災業務計画】
　・九州電力が制定した上記計画の修正協議。
【オフサイトセンターとの連携】
　・万一の災害時には、オフサイトセンターに原子力災害合同対
策協議会が設置されるが、その機能班として７つの班が設置さ
れ、市の職員も配置されている。
【職員研修】
　・一般防災と違い、原子力に関する研修が必要であり、関係する
研修には職員を派遣する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

【川内市】
川内郵便局との災害時に係る相互協力に関する協定書
九州電力との川内市地区災害復旧に関する覚書
鹿児島県消防・防災ヘリコプター応援協定

【川内地区消防組合】
鹿児島県消防相互応援協定
　        平成 4年 1月30日　　締結
消防及び救急業務応援協定
　○阿久根地区消防組合
　　　    昭和56年 5月 1日　　締結
　○串木野市消防本部
　　　    昭和56年 5月 1日　　締結
　○祁答院地区消防組合
　　　    昭和60年12月 1日　　締結
　○姶良郡西部消防組合
　　　    昭和60年12月 1日　　締結
　○日置地区消防組合
　　　    昭和60年12月 1日　  締結
　○出水地区消防組合
　　　    昭和60年12月 1日 　 締結
救急業務応援協定
　○鹿児島市消防局
　　　    昭和56年 4月18日 　 締結
川内地区消防組合管内（甑島４村を除く）消防業務相互応援協定
　○樋脇町・入来町・東郷町（消防団業務）
　　　　　昭和60年 4月 1日　　締結
消防機関相互の施設等の使用に関する協定
　○上甑村・里村・下甑村・鹿島村
　　　    昭和61年 4月 1日　　締結
船舶火災の消火活動に関する業務協定
　○串木野海上保安部
　　　　　昭和56年 5月11日　　締結

・鹿児島県北薩支部管内市町村相互応援に関する協定書
・鹿児島県消防相互応援協定
・九州・山口９県災害時相互応援協定
・鹿児島県消防・防災ヘリコプター応援協定

串木野市・樋脇町消防相互応援協定
　　　　　　　　　　　　　　　　昭和６１年１２月１日　締結

・鹿児島県北薩支部管内市町村相互応援に関する協定書
・鹿児島県消防相互応援協定

・鹿児島県消防・防災ヘリコプター応援協定

・鹿児島県北薩支部管内市町村相互応援に関する協定書
・鹿児島県消防相互応援協定
・九州・山口９県災害時相互応援協定
・鹿児島県消防・防災ヘリコプター応援協定

・災害時における東郷町内郵便局東郷町間の相互協力に関する
覚書

①緊急の事態における消防の警察に対する特別な援助協力協
定
②鹿児島県消防協会薩摩支部管内市町村相互応援協定
③鹿児島県消防相互応援協定
④鹿児島県消防・防災ヘリコプター応援協定

①緊急の事態において宮之城警察署管内各町村消防団は宮之
　城警察署に対して特別な援助協力。本協定に基づいて援助協
　力の要請は、騒動暴動又は大火災若しくは地震台風等により
　又は他の地方に此れの如き事態が発生し、警察官出動して手
　薄となった場合その他緊急事態発生の際に実施する。
　警察に対する消防の特別な援助協力は町村長又は其の代理
　者の命令によってこれを行う。
②管内市町村中いずれかの区域に災害が発生した場合におい
て
　被害の拡大を防ぎ,および災害の復旧を図るために相互応援
　をする。
　　（応援体制）
　・普通応援…市町村長からの要請なし　　　１隊
　・特別応援…市町村長からの要請あり　　　状況により編成
③災害が発生した自治体の首長が,他の首長に対し応援要請

緊急時におけるクレーン車のリース等に関する協定
　○西薩クレーンリース協会
　　　     昭和63年 3月18日　　締結

【申合せ】
ガス爆発等防止対策に関する申合せ
　○川内警察署・南日本ガス株式会社
　　　　　　昭和56年 5月11日　　締結
ＬＰガス漏れ及び爆発事故の防止対策に関する申合せ
　○川内警察署・九州電力川内営業所・鹿児島　　県・プロパンガ
ス協会川薩支部
　　　     昭和56年11月 1日　　締結

要請の種別
　・第1要請…同じ管内の市町村に対し要請
　・第2要請…同じ管内外の市町村に対し要請
　第1要請,第2要請の順に行う
　本協定に基づく応援隊の登録（下手分団）

応援協定

　　原子力防災計画については、川内市の例により、新市において策定する。
　　応援協定については、現行のまま新市に引き継ぎ、関係機関と総合的に調整する。

【原子力防災計画・応援協定】　２３－５　消防防災関係事業



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

原子力防災計
画

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

川内市の例により調整する。

・新市による原子力防災計画の策定を行う。

・鹿児島県北薩支部管内市町村相互応援に関する協定書
・鹿児島県消防相互応援協定
・鹿児島県消防・防災ヘリコプター応援協定

・上甑村、里村、鹿島村、下甑村長と甑島地区警察署長の災害救
助に関する相互援助協定

・鹿児島県消防協会薩摩支部管内市町村相互応援協定
・鹿児島県消防相互応援協定
・鹿児島県消防・防災ヘリコプター応援協定

・上甑村、里村、鹿島村、下甑村長と甑島地区警察署長の災害救
助に関する相互援助協定

・鹿児島県消防協会薩摩支部管内市町村相互応援協定
・鹿児島県消防相互応援協定
・鹿児島県消防・防災ヘリコプター応援協定

・上甑村、里村、鹿島村、下甑村長と甑島地区警察署長の災害救
助に関する相互援助協定

全国かしま連絡協議会相互応援協定
鹿児島県消防相互応援協定
鹿児島県消防協会薩摩支部管内市町村相互応援協定
鹿児島県防災ヘリコプター応援協定
上甑村、里村、鹿島村、下甑村長と甑島地区警察署長の災害
救助に関する相互援助協定

現行のまま新市に引き継ぐ。

・協定の結びなおし
・消防組織法によるものとその他のものの区分

応援協定

【原子力防災計画・応援協定】　２３－５　消防防災関係事業



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－５　消防防災関係事業 【常備消防関係】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針（案）

分野名 消防本部･消防署設置に関すること 消防本部の組織に関すること 消防署の組織に関すること 消防吏員階級及び昇任 消防通信

川内地区消防組合

【趣旨】
  消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに
消防署の管轄区域を定める

【消防本部及び消防署の設置】
・消防本部
・消防署

【消防本部位置及び名称】
・位置  川内市原田町22番10号
・名称  川内地区消防組合消防本部

【消防署の位置、名称及び管轄区域】
川内地区消防組合中央消防署
・位置        川内市原田町22番10号
・管轄区域  東部消防署及び西部消防署の管轄区域
を除く区域
川内地区消防組合東部消防署
・位置        入来町浦之名727番地2
・管轄区域  樋脇町及び入来町の区域の全部
川内地区消防組合西部消防署
・位置        川内市水引町3397番地2
・管轄区域  川内市西方町、湯田町、網津町、水引
町、小倉町 湯島町、港町、久見崎町及び寄田町の区
域の全部

【趣旨】
 消防本部の組織等について必要な事項を定める
【組織】
・消防本部に消防長を置き、必要がある場合は次  長
を置く
・消防本部の課、係
  総務課  管理係、装備係
  警防課  第１、第２通信指令係、警防係
  予防課  予防係、危険物係
・各課に課長、係には係長を置き、必要がある場  合
は課に参事及び課長補佐、係に主査を置く
【任命】
・次長  消防司令長の階級から
・課長及び参事
   消防司令長若しくは消防司令の階級又は吏員相当
職員から
・課長補佐、係長及び主査
   消防司令若しくは消防司令補の階級又は吏員相当
職員から
【職能、事務分掌】
【職員】
・役付吏員職 消防長、次長、課長、参事、課長補佐、
係長及び主査
・一般吏員職 消防吏員、事務吏員（主事、技師）
【会計職員】
  地方自治法第１７１条の規定により、収入役の権限に
属する事務を処理するため出納員その他会計職員を
置く

【趣旨】
  消防署の組織等について法令に定めるもの以外の
必要な事項を定める
【組織】
・各署       署長、副署長、庶務係、予防係   （中央
署、東部署、西部署）
・中央署の管轄区域内
    南部分署           分署長、副分署長
    上甑、下甑分駐所   分駐所長、副分駐所長
・各隊   隊長、副隊長、救急隊長、救助隊長
・各分隊  分隊長、副分隊長
・各係   係長、係主査
【任命】
・署長     消防司令長又は消防司令の階級から
・副署長  消防司令の階級から
・隊長及び分署長  消防司令又は消防司令補の階
級から
・副隊長、救急隊長、救助隊長、副分署長、分隊
長、分駐所長
   消防司令補又は消防士長の階級から
・副分隊長及び副分駐所長
   消防士長又は消防副士長の階級から

【階級】
消防長の職の階級
  消防監
消防長以外の職の階級
  消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消
防副士長及び消防士
【昇任】
①方法
　・競争試験
     消防司令補，消防士長及び消防副士長試験
     筆記及び面接
　・選考による
     消防司令長，消防司令及び消防副士長
     面接
②受験資格
　・消防司令長　　消防司令の職
　・消防司令　　　消防司令補として５年以上
　・消防司令補　　消防士長として８年以上
　・消防士長　　　消防副士長として３年以上
          （４年制大学卒は１年以上）
　・消防副士長　　消防士として５年以上
          （４年制大学卒は３年以上）
　但し、選考による場合は消防士として１０年以上
　　＊休職、私傷病休暇及び停職期間は延長
③欠格事項
　・戒告以上の懲戒処分を受けた日から１年を経過
しない者
　・降任の日から１年を経過しない者

【１１９番通報受付・出場指令】
 消防緊急通信指令施設概要
・１１９番専用回線　23回線
・１１９番専用回線使用料
　   135,365円／月×12月＝1,660,380円
・指令制御装置Ⅱ型
     平成１０年４月１日　運用開始
【統制的指揮運用及び応援要請】
・災害時における通信統制及び車両動態把握
・緊急消防援助隊要綱に基づく救急部隊の応援要請
及び出場
・鹿児島県消防相互応援協定に基づく応援要請及び
出場
・相互応援要請に基づく応援要請
【一般加入電話交換業務】
・一般加入電話（5回線）の、受付、交換
・平日（8：30～17：00）は、代表電話受付に、臨時職員
１名を配置
【消防通信の計画・配備・運用】
・消防通信機能の効果的、合理的運用を図るための
計画、立案
【消防通信施設維持管理】
・日常点検保守
　通信勤務員による点検、整備及び保守
・点検保守委託
　定期点検保守（毎月、総合（６ヶ月毎））
　緊急保守（障害発生時）
　保守委託料
　年額4,147,500円  日本電気㈱鹿児島支店
【通信技術】
・１１９番通報受付や、無線交信に係る訓練
・各種機器の操作、取扱い訓練

調整方針案

合併時に、新たな制度等を制定する。

・川内地区消防組合を基本に調整する。

合併時に、新たな制度等を制定する。

・川内地区消防組合を基本に調整する。

・組織と事務分掌の整理

合併時に、新たな制度等を制定する。

・川内地区消防組合を基本に調整する。

・組織と事務分掌の整理

合併時に、新たな制度等を制定する。

・川内地区消防組合を基本に調整する。

合併時に、新たな制度等を制定する。

・川内地区消防組合を基本に調整する。
・１１９通報の体制整備。
・消防緊急通信指令システムの整備

　　常備消防の体制及び消防通信・無線については、川内地区消防組合の体制等を基本に合併までに調整する。
　　消防計画については、合併までに策定する。
　　消防施設整備計画（常備消防分）については、現行の整備計画を新市に引継ぎ、新たな整備計画を3年以内に策定する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－５　消防防災関係事業 【常備消防関係】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針（案）

分野名 消防計画 消防施設整備計画（常備消防分）

川内地区消防組合

常備無線
【現況】
◎固定局２局　無線機(10Ｗ・0.01Ｗ)４基
　　内訳　川消寺山 現用・予備
　  川消本部 現用・予備・サイレン用
　　※サイレン用は基地局兼用のため基地局で計上
◎基地局２局　無線機（10Ｗ）　　  ４基
　　内訳　川消寺山 現用・予備・有線用
　　川消本部  サイレン用　※固定局兼用
◎移動局６４局車載無線機（１０Ｗ）２８基
　　事務所用　（10Ｗ）　５基　　携帯無線機（ 5Ｗ）４１基
◎使用周波数
　・市町村消防波　　 149.63MHz　・市町村消防波
150.19MHz
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（固定局0.01Ｗ
用）
　・県波        　  148.21MHz　・県消防防災波　　158.35MHz
　・全国共通波 １   150.73MHz　・全国共通波 ２ 　148.75MHz
　・全国共通波 ３　 154.15MHz
◎川内市無線サイレン吹鳴装置・通信指令室へ親機を設置し、
無線（149.63MHz）にて子局サイレンを吹鳴させる
  ・子局　モーターサイレン　４基
     （本部・旧体育館跡地・市役所・梅ヶ淵）

【委託契約】
◎無線機保守委託
　　平成14年度  877,275円　　㈲ゼネラル通信システム
◎無線局再免許申請事務委託
　　平成14年度（固定局）63,200円
◎無線局認定点検業務委託
　　平成13年度実績（基地局）67,900円

◎サイレン吹鳴装置保守委託
　　平成14年度（年２回）160,000円

【使用料】
◎ＮＴＴ専用線使用料　月額13,923円
 ・指令室遠隔制御装置により、川消寺山基地局   無線機を遠隔操
作するために設けた市内専用線

【無線資格取得状況】
◎第二級陸上特殊無線技士　３５名
◎第三級陸上特殊無線技士　２５名
◎第四級海上無線通信士　　　１名
◎第四級アマチュア無線技士２２名

【その他】
◎車両動態管理装置（ＡＶＭ）
 ・消防車両に積載した端末装置から無線により動 態情報を取り込
み、指令台等の外部装置へデータ 出力を行うシステム
 ・設置車両　１６台（別に予備１機）指揮車、上 甑救急、予備タンク
車、予備救急車を除く署所の 全車両
◎県防災行政無線
　　防災川内消防 無線局番435号

消防計画
【目的】
【組織計画】
【消防力等の整備計画】
【調査計画】
【教育訓練計画】
【訓練計画】
【災害予防計画】
【警報発令伝達計画】
【情報計画】
【火災警防計画】
【風水害等警防計画】
【避難計画】
【救助・救急計画】
【集団救助・救急事故発生時における
　　　　　　　　　　救助・救急業務計画】
【石油コンビナート等特別防災区域防災計画】
【原子力防災計画】
【応援協力体制計画】
【地震・津波等警防計画】
【水難救助警防計画】
【毒・劇物にかかる火災等警防計画】
【安全管理基本原則】
【交通安全運転指針】

【概要】
　川内地区消防組合運営基本方針に基づき、５年間の事業計画
及び財政見通しを作成し、庁舎改修（大規模な内装工事、防水
工事及び訓練塔の補修等）及び消防車両更新等について計画
的に整備を図る。
【庁舎等の改修計画】　（予定）
平成15年度　西部消防署庁舎防水工事
　　　　　　東部消防署庁舎改修工事（仮眠室等）
平成16年度　西部消防署庁舎改修工事（仮眠室等）
【消防車両等】　（予定）
平成16年度　梯子車分解整備　（オーバーホール）
　　　　　　　　　救急車　２B型（更新）
平成17年度　大型高所放水車
平成18年度　大型化学消防ポンプ自動車
　　　　　　　　　　　　　　　　　大Ⅰ型（更新）
　　　　　　　　　消防ポンプ自動車　CD－Ⅰ（更新）
平成19年度　泡原液搬送車　（更新）
平成20年度　水槽付消防ポンプ自動車　水Ⅱ型（更新）
【更新基準年数】
・救急車　　　　　　　　１０年
・消防ポンプ自動車　　　１３年
・特殊車両　　　　　　　１５年～２０年
・梯子車等の分解整備（オーバーホール）
　　　　　　　　　　　　　８年

調整方針案

合併時に、新たな制度等を制定する。

・川内地区消防組合を基本に調整する。

新市移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。（合併
後３年以内程度）

・各整備計画を基本に新たな整備計画を新市移行までに策定す
る。

消防無線

合併時に、新たな制度等を制定する。

・川内地区消防組合を基本に調整する。
・難聴区域の把握と解消を図る必要がある。
・消防緊急通信指令システムとの連動を図る。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【防犯組合連合会】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

防犯組合連合
会

【防犯対策事業の概要】
　川内警察署管内の１市３町（川内市，樋脇町，東郷
町，入来町）が連絡協調し，防犯思想の普及を図ると
ともに，自主的活動等を強力に推進することにより，
生活に危険を及ぼす犯罪・事故・災害のない明るい
社会を建設することを目的として，川薩地区防犯協会
連合会を組織し，活動を行っている。
○　主な活動内容
　①　地域安全ニュース，地域安全白書等の発行に
よる防犯意識の啓発
　②　地域安全モニターの活動支援及び研修会の開
催
　③　警察，教育委員会，自治体等関係機関との連
携による街頭補導等の実施
　④　防犯少年野球大会，防犯少年剣道大会等の開
催による青少年健全育成活動の推進
　⑤　防犯作文・ポスター・標語の募集

【名称】
　川薩地区防犯協会連合会
【団体の目的】
　①　管内各市町の防犯思想の普及
　②　犯罪・事故・災害のない明るい社会の建設
【活動内容等】
　①　防犯思想の指導啓発
　②　各市町の防犯組合連絡協議会の指導
　③　青少年健全育成のための活動と諸施策
　④　地域安全活動の推進
　⑤　優良防犯団体及び防犯功労者の表彰等
【市との関わり】
　負担金拠出（3,242,000円）
　市長・・連合会会長
【組織の状況】
　会員は川内市公民会，樋脇町，入来町，東郷町３
町の防犯組合連絡協議会

樋脇町防犯組合連合会

（目的）
各防犯組合相互及び町青少年健全育成町民会議等
の防犯関係機関との連絡・協調を図り、防犯思想の
普及及び警察活動に積極的に協力し、援助して「犯
罪のない明るい生活ができるようにつとめる」ことを目
的としている。

（活動内容）
１．防犯思想の指導啓蒙
２．防犯組合の指導
３．青少年不良化に対する諸施策
４．防犯組合並びに防犯功労者の表彰
５．その他本会の目的達成に必要な事項

（構成）
会長　町長　副会長1名　理事９名（公民館役員）　監
事（公民館役員）　書記会計（総務課職員）

（活動状況）
　各公民会からの要望に応じて防犯の設置補助をす
る。
町補助金　１３５，０００円
協会負担金３７８，０００円

入来町防犯組合連合会

（目的）
各防犯組合相互及び町青少年健全育成町民会議等
の防犯関係機関との連絡・協調を図り、防犯思想の
普及及び警察活動に積極的に協力し、援助して「犯
罪のない明るい生活ができるように努める」ことを目的
としている。

（活動内容）
１．防犯思想の指導啓蒙
２．防犯組合の指導
３．青少年不良化に対する諸施策
４．防犯組合並びに防犯功労者の表彰
５．その他本会の目的達成に必要な事項

（構成）
会長　町長　副会長1名　理事5名（公民会役員）　監
事（公民会役員）　書記会計（総務課職員）　顧問（町
公連会長、地域安全モニター代表、入来中学校ＰＴ
Ａ代表、町消防団長）

（活動状況）
　各公民会からの要望に応じて防犯の設置補助をす
る。新規3分の2　器具取替え2分の1

（川薩防犯協議会の負担金）
年間　329,000　円

（その他）

川薩地区防犯協会連合会に加入している。

【事務局】　川内警察署

【目的】
川内警察署管内各市町村の防犯組合連絡協議会が
連絡協調し、防犯思想の普及を図るとともに、自主的
防犯活動等を強力に推進することにより、生活に危険
を及ぼす犯罪・事故・災害のない明るい社会を建設
することを目的とする。

【活動内容】
地域安全モニターの委嘱（本町は6人）
防犯キャンペーン、少年ボランティア連絡会
防犯指導、強盗模擬訓練、地域安全ニュース発行

※　①本町の事業所において、年末時の防犯対策と
して強盗模擬訓練の実施など警察の指導により実施
している。
②地域安全モニターに同行しチラシを配布。

【負担金】　319,000円（平成13年度）

宮之城地区防犯組合連合会に加入
【事務局】
　宮之城警察署
【目的】
　安全で住みよい地域社会を実現するため住民の生
活に危険を及ぼす犯罪,事故,災害を未然に防止する
ため。
【活動内容】
　防犯連新聞の毎月発行,チラシリーフレットの配布
　広報活動,身近な犯罪の防止
　青少年防犯バレーボール大会の開催
　地域モニター,少年補導員,少年補導員サポーター
研修会
　街頭指導,パトロール
【負担金】
　661,000円（平成14年度）
【その他】
　祁答院町防犯組合
　（活動内容）
　・総合地域安全運動
　・宮之城地区防犯バレーボール大会
　・年末年始の防犯運動
　・消防団年末特別警戒
　・防災無線による注意啓発
　・広報誌の発行
　・超えかけ事案等に対する啓発用看板の設置
　（町補助金額）
　9,5000円

　２３－５　消防防災関係事業

　　防犯組合連合会については、新市に移行後速やかに調整する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 【防犯組合連合会】 総務部会　　消防防災分科会

調整方針
（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

防犯組合連合
会

里村防犯組合連合会

（目的）
各防犯組合相互及び村青少年健全育成村民会議等
の防犯関係機関との連絡・協調を図り、防犯思想の
普及及び警察活動に積極的に協力し、援助して「犯
罪のない明るい生活ができるようにつとめる」ことを目
的としている。

（活動内容）
１．防犯思想の指導啓蒙
２．防犯組合の指導
３．青少年不良化に対する諸施策
４．防犯組合並びに防犯功労者の表彰
５．その他本会の目的達成に必要な事項

（構成）
会長　村議会議長　副会長1名　理事２名　監事２名
書記会計（総務課職員）　顧問（村長、教育長、派出
所巡査、村消防団長）

（活動状況）
　各公民会からの要望に応じて防犯の設置補助をす
る。
（分担金）
甑島地区防犯組合連合会分担金　５６，０００円

（名称）
　上甑村防犯組合連合会
　
　（事務所）
　上甑村役場
　（目的）
　　犯罪予防・青少年の非行防止活動、犯罪思想の
高揚を図る

　（活動内容）
　防犯思想の啓発普及・青少年の健全育成について
の諸施策・
　環境浄化運動・防犯施設の拡充改善・警察活動の
協力等

　（組織・構成）
　７地区に支部を置く（村内各駐在所長）
　会長　　村議会議長
　副会長　村総務課長
　顧問　　村長・村教育長・派出所長・消防分駐所長
　理事　　消防団長・消防分団長
　監事　　村収入役・上甑中学校校長
　事務局　総務課

　（活動状況）
　年１回の定例会議（事業経過報告、決算監査、事
業計画等）
　防犯灯の点検、補修、新設
　
各支部の負担金（１世帯当り１００円）
　村負担金（１５０,０００円）

甑島地区防犯組合連合会に加入

【事務局】
　川内警察署甑島幹部派出所

【目的】
　防犯思想の普及を図るとともに，少年の非行防止活
動など警察活動に協力し，犯罪のない明るい社会が
できるように努める。

【活動内容】
　防犯思想の啓発普及
　青少年の健全育成についての諸施策
　防犯組合及び防犯功労者の表彰
　その他目的達成に必要な事項
　街頭指導,パトロール

【負担金】
　８１，０２０円（平成14年度）

甑島地区防犯組合連合会に加入

【事務局】
　川内警察署甑島幹部派出所

【目的】
　防犯思想の普及を図るとともに、少年の非行防止活
動など警察活動に協力し、犯罪のない明るい社会が
できるように努める。

【活動内容】
　防犯思想の啓発普及
　青少年の健全育成についての諸施策
　防犯組合及び防犯功労者の表彰
　その他目的達成に必要な事項
　街頭指導、パトロール

【負担金】
　４２，８４０円（平成１４年度）

新市に移行後、速やかに調整する。

・横のつながりのある組織体制を確立する。（組織の
一本化ができないか検討する。）
・県（警察）との調整が必要である。

　２３－５　消防防災関係事業



提案第３１号 
 
 

農林水産関係事業について 
 
 
合併協定項目２３－１５号「農林水産関係事業」について、次のとおり提案する。 

 
 

平成１５年１０月７日 提出 
 
 

川薩地区法定合併協議会 
会 長   森  卓 朗 

 
 
【 調整方針（案）】 

農林水産関係事業について 
 

１ 農政関係事業 

 

(1) マスタ－プラン及び農業振興助成制度（融資関係市町村単独）については、新市

に移行後、速やかに調整する。  

(2) 農業公社設立準備事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(3) 研修センタ－及び特産品加工センタ－の管理については、新市に移行後も当分の

間現行のとおりとし、随時調整する。 

(4) 市町民農園（ふれあい農園）については、現在利用者が借りている農地について

は現行のまま新市に引き継ぐこととし、管理運営については新市に移行後、速やか

に調整する。 

 

２ 畜産関係事業 

 

(1) 生産総合対策事業（畜産ハード 畜産経営活性化事業）については、現行のまま

新市に引き継ぐ。 

(2) 大家畜経営活性化資金利子補給事業及び大家畜経営改善支援資金並びに大家畜経

営維持資金については、新市に移行後速やかに調整する。ただし、債務負担行為に

て既に実施されているものについては、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(3) 肉用牛特別導入事業及び肥育素牛導入事業並びに優良牛雌牛貸付事業について

は、合併時に新たに制度等を制定する。 

(4) 肉用牛付加価値利用貸付事業及び営農改善家畜貸付事業については、新市に移行

後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 



 (5) 特定離島ふるさとおこし推進事業（県有牛導入事業）については、現行のまま新

市に引き継ぐ。 

 (6) 家畜運営診療所及び管理事業については、合併時に、新たに制度等を制定する。

 (7) 共同利用畜舎管理事業については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、

随時調整する。 

 (8) 山羊研究所飼育事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。  

 

３ 林業関係事業 

 

(1) 市町村森林整備計画については、新市に移行後、速やかに調整する。 

(2) 県費単独補助治山事業、鳥獣飼養許可、林業施設整備及び林業振興推進協議会に

ついては、合併時に、新たに制度等を制定する。 

(3) 火入れ許可については、新市に移行後、速やかに調整する。 

 

４ 農業土木関係事業 

 

 (1) 農業農村整備管理計画については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

 (2) 農道等に関する使用（占用）許可、農道等に関する境界協定申請処理及び農道・

水路・法定外公共物・里道に関する境界協定申請処理については、合併時に、新た

に制度等を制定する。 

(3) 土地改良関係負担金については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(4) 土地改良事業分担金徴収については、合併時に、新たに制度等を制定する。 

(5) 土地改良区の育成については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時

調整する。 

 (6) 土地改良区の合併については、将来統合するよう調整に努める。 

(7) 農村公園維持管理については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時

調整する。 

 (8) 生態系保存資料館「アクアイム」の管理運営については、現行のまま新市に引き

継ぐ。 

 (9) 県単独農業農村整備事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

 (10) 市町村単独農業農村整備事業については、新市に移行後速やかに調整する。 

 (11) 農地農業用施設災害復旧事業及び市町村単独農地農業用施設災害復旧事業並び

に特別災害復旧事業については、合併時に新たに制度等を制定する。 

 

５ 水産関係事業 

 

 (1) 漁港及び漁港に付随する公園等の管理については、新市に移行後、速やかに調整

する。 

 (2) 漁港占用許可及び漁港使用料徴収制度については、現行のまま新市に引き継ぐ。

(3) 水産物地方卸売市場については、現行のまま新市に引き継ぐ。移転計画は、新市

に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 



 (4) 水産関係施設の管理については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

 (5) 水産観光促進奨励金制度については、４村を対象にし、合併時に、上甑村の例に

より調整する。 

 (6) 信用事業譲渡に伴う損失補償及び利子補給については、現行のまま新市に引き継

ぐ。 

 (7) 漁船建造資金利子補助制度については、４村を対象にし、漁業者に対する補助制

度とし、合併時に、新たに制度等を制定する。 

 
平成  年  月  日  確認 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定項目２３－１５号 資料 

 

農林水産関係事業について 

 

１．協議項目の要旨・留意点 

 

①  農林水産関係に関する事業・制度について検討する。 

②  農林水産業の施策については、従来からの経緯や地域の特性を活かし、新市におい

て安定的かつ継続的な振興を図るため、引き続き事業の推進に努めるものとする。 

 

２．提案の理由 

    

各種事務事業については、新市全体の均衡が保てるよう、一体性の確保、負担の公平

性等の観点から調整を行い提案する。 

 

３．協定（協議）先進事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県さぬき市（平成１４年４月１日 新設合併） 

 

（1） 農林水産関係事業については、次のとおり実施するものとする。 

① 国・県補助事業及び継続事業については、新市においても引き続き実施する。

兵庫県篠山市（平成１１年４月１日 新設合併） 

 

(1) 農林業関係事業については、次のとおり実施するものとする。 

   ア 国・県補助事業及び継続事業については、新町においても引き続き実施する。

    イ 町単独事業については、合併時に調整する。ただし、集落生産組合に対する

助成制度は篠山町の例によるものとし、農地の利用権設定にかかる助成制度は

    西紀町の例による。 

   ウ 災害復旧事業にかかる町単独補助及び受益者の負担割合については、篠山町

の例による。 

(2) 農林業関係団体等については、次のとおり取扱うものとする。 

  ア 農業協同組合、森林組合及び土地改良協議会の統合については、それぞれの

事情を尊重しながら調整に努める。 

   イ 農会長会については、合併時に統合する。   

  ウ 土地改良区及び水系協議会等については、現行のとおりとする。 

  エ 農林業施策の推進を図るための協議会等組織については、新町において新た

に設置する。 

(3) 新生産調整推進対策については、合併時に調整する。 

(4)  農振農用地区域については、当面現行のとおりとし、新町において作成する農業

振興地域整備計画に基づき調整する。 

(5)  農林業関係基金については、合併時に合計額を持って基金を設置する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県壱岐四町合併協議会（平成１６年３月１日目標 新設合併） 

 

農林関係事業の取扱いについては、以下のとおり調整を行う。 

（１）農政関係事業 

イ．農業振興地域整備促進事業については、新市において農業振興地域整備計画を策定

する。 

ロ．農業経営基盤強化促進対策事業については、新市において経営対策体制整備の地域

農業マスタープランを作成する。 

ハ．農地流動化地域総合推進事業については、新市において目標面積を設定し推進する。

ニ．米の生産調整については、生産調整推進基本計画を新市において策定し実施する。

なお、生産調整の助成については、合併前に調整し合併時から適用する。 

ホ．中山間地域等直接支払事業、有害鳥獣駆除事業については、現行のとおり新市に引

き継ぐものとする。 

ヘ．各種関係団体については、合併時前に調整し合併時から適用する。 

ト．現在の各町助成事業については、従来からの経緯と実情に配慮し合併前に調整し合

併時から適用する。 

チ．各町の産業まつり等及び農業機械銀行等については、現行のとおり新市に引き継ぐ

ものとする。    

（２）畜産関係事業 

イ．国、県の補助事業について、継続事業は現行のとおり新市に引き継ぐものとし、地

② 町単独事業及び災害復旧事業の受益者負担割合については、合併時に調整する。

ただし、農業経営基盤強化資金利子助成事業及び農地流動化推進助成事業について

は、新市において実施する。 

（2） 農林水産関係団体等については、次のとおり取り扱うものとする。  

① 漁業協同組合については、新市との一体性を保つために、それぞれの事情を尊重

しながら統合を含めて調整に努めるものとする。 

② 転作関係団体及び農業経営者団体については、現行のとおりとし、組織を新市に

引き継ぐものとする。ただし、将来の統合に向けて検討ができるよう指導する。 

③ 土地改良区関係団体については、現行のとおりとする。 

④ 農林水産業施策の推進を図るための協議会等の組織については、新市において新

たに設置する。  

（3） 農振農用地区域については、現行のとおりとし、新市において作成する農業振興

地域整備計画に基づき調整する。  

（4） 農業経営基盤促進対策事業については、引き続き実施する。ただし、当該事業の

促進体制（組織等）については、新市において新たに確立するものとし、マスター

プランについては、新市で調整し新たに作成する。  

（5） 生産調整（転作）については、新市において調整する。  

（6） 林道・漁港については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。  

（7） 林地開発については、合併時に調整する。  

（8） 漁港施設の使用料及び占用料については、合併時に調整する。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元負担の伴うものについて、負担割合は従来からの経緯と実情に配慮し、合併前に調

整し合併時から適用する。 

ロ．現在の各町助成事業については、従来からの経緯と実情に配慮し、合併前に調整し

合併時から適用する。 

（３）林務関係事業 

イ．造林事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、地元負担に対する町

助成については、従来からの経緯と実情に配慮し、合併前に調整し合併時から適用す

る。 

ロ．林道、森林病害虫対策（航空防除等）については、現行のとおり新市に引き継ぐも

のとする。 

ハ．現在の各町助成事業については、従来からの経緯と実情に配慮し、合併前に調整し

合併時から適用する。 

（４）農業農村整備関係事業 

イ．国、県の補助事業について、継続事業は現行のとおり新市に引き継ぐものとし、地

元負担の伴うものについて、負担割合は従来からの経緯と実情に配慮し、合併前に調

整し合併時から適用する。 

ロ．農道については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 

ハ．現在の各町助成事業については、従来からの経緯と実情に配慮し、合併前に調整し

合併時から適用する。 

ただし、各土地改良区運営費補助金については、現行のとおり新市に引き継ぐもの

とする。 

水産関係事業の取扱い 

（１）水産関係事業の補助金等については、４町の従来からの経緯、実情に配慮しつつ、

均衡を失しないよう合併前に調整し合併時から適用する。 

（２）漁港等の水産関係施設及びその利用料、占用料、使用料については、現行のとお

り新市に引き継ぐものとする。      

広島県三次市・双三郡・甲奴町合併協議会（平成１６年４月１日目標 新設合併） 

 

１.農業振興地域整備計画については、広島県による農業振興地域の指定が変更された

後に新たな計画を策定するものとし、それまでの間、現行どおりとする。 

２.農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想については、新市において新たに

構想を策定するものとし、認定農業者制度の基準となる営農類型については地域の特性

に配慮し設定する。 

３.農業振興の取扱いについては次のとおりとする。 

（１）生産調整制度については、国の動向を踏まえて、合併までに調整を図る。 

（２）作物振興に関する助成制度については、新市において総合的・体系的な制度を設

け、積極的な支援に努める。 

(３）中山間地域等直接支払制度については、現行どおりとする。 

(４) 利子補給制度については、合併時において継続しているものは現行どおりとす

る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の協議スケジュール 

 

平成１５年１０月２４日 各市町村協議回答 

平成１５年１１月 ６日 （幹事会一次協議） 

平成１５年１１月２０日 （幹事会二次協議） 

平成１５年１１月２６日 協議会確認 
 

（５）集落営農組織については、その活動を支援する。 

４．有害鳥獣対策については次のとおりとする。 

（１）新市における駆除体制について、有害鳥獣駆除対策協議会は統一し、駆除班は現

行どおりとする。 

（２）鳥獣被害防止対策助成については、新市において統一する。 

５．市民農園等の管理運営については、現行どおりとする。 

６．畜産振興については次のとおりとする。 

（１）各種助成事業については、「和牛改良３原則」の推進を基本とし、制度を統一し

て積極的に支援する。 

（２）酪農振興のため、ヘルパー制度に対して助成する。 

（３）個々の畜産農家が行う肥育経費への助成は廃止する。 

（４）畜産振興総合対策事業特別導入事業については廃止する。なお、合併時において

制度を適用中のものは現行どおりとする。 

７．農業基盤整備については、次のとおりとする。 

（１）国庫補助事業の新市と受益者との負担割合については、等分とすることを原則と

する。 

    なお、合併時において継続している事業については、現行どおりとする。 

（２）単独県費補助事業の新市と受益者との負担割合については、等分とする。 

（３）新市単独補助事業については、補助対象事業費を３０万円以上かつ単独県費補助

事業採択基準額未満とし、補助率を２分の１とする。要件等は合併までに調整する。

（４）利子補給及び償還助成制度については、合併時において継続しているものは現行

どおりとする。 

８．地籍調査事業については、新市に引き継ぐ。 

９．市町村森林整備計画については、次期計画の策定時まで現行どおりとする。   

１０．林業振興については、次のとおりとする。 

（１）合併時において継続している国庫補助事業等については、現行どおりとする。

（２）流域公益保全林総合整備事業等については、森林組合が事業主体となるよう調整

を図る。なお、町村による単独補助制度については廃止する。 

（３）松くい虫防除事業については、計画的に実施する。 

（４）作業道整備にかかる町村単独補助制度については廃止する。 

（５）森林組合への補助については、合併までに調整を図る。 

１１．小規模崩壊地復旧事業の新市と受益者との負担割合については、等分とする。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【マスタ－プラン】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

名称 マスタ－プラン マスタ－プラン マスタ－プラン マスタ－プラン マスタ－プラン

策定年度 平成1１年度 平成1１年度 平成1１年度 平成1１年度 平成1１年度

計画期間 平成12年度～16年度 平成12年度～16年度 平成12年度～16年度 平成12年度～16年度 平成12年度～16年度

目的

・地域農業マスタープランの進行管理及び総合的
な評価を行う。
・認定農業者に対して経営情報等を提供し、経営
改善指導を行う。

効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当
部分を担う農業構造を確立するため、認定農業者
等担い手の育成、農用地の利用集積をはじめ、新
規就農者の育成・確保、女性・高齢者対策等総合
的な経営対策を推進するための体制を整備すると
ともに、これらの対策の計画的な推進を図る。

・関係機関、団体及び農業者を含む地域の関係者間の
連携・調整を行い、地域農業マスタープランの振興管
理及び総合的な評価を行う。
・認定農業者に対して経営情報等を提供し、経営改善
指導を行う。また認定農業者を増やすため農業者に対
して説明会を開催する。
・農地の出し手、受け手の意向調査を行い、農地に対
する情報を把握する。また関係機関で構成するプロ
ジェクトチームにより、調査・分析を行う。
・集積促進員の戸別訪問や、認定農業者や地域農業
団体への利用権設定等による農地の利用集積を図る。

関係機関、団体及び農業者を含む地域関係者間
の連携、調整を行い、地域農業マスタープランの進
行管理及び総合的な評価を行う。
認定農業者に対して経営情報等を提供し、経営改
善指導行い認定志向農業者等に対して説明会を
開催する。

　・関係機関、団体及び農業者を含む地域関係者
間の連携、調整を行い、地域農業マスタープランの
振興管理及び総合的な評価を行う。
　・認定農業者に対して経営情報等を提供し、経営
改善指導を行う。また、認定農業者を増やすため、
認定志向農業者等に対して説明会を開催する。
　・農地の出し手、受け手の意向調査を行い、農地
に対する情報を把握する。

事業概要

(1)経営対策体制整備推進事業・地域マスタープラ
ンの目標設定及び推進の検討
(2)農業経営基盤強化促進対策事業・認定農業者
の育成指導

(1)推進協議会の開催（年２回）
(2)地域農業マスタープランの推進と進行管理

(1)経営対策体制整備促進事業
　　①地域農業マスタープランの目標設定及び推進の
検討②経営生産対策推進会議の開催
(2)農業経営基盤強化促進対策事業
　　①認定農業者の育成指導（認定農業者数21名法人
4名計25名）②基本構想実践推進会議の開催
(3)農地流動化地域総合推進事業
　　①農地の出し手、受け手の意向調査等②農地情報
管理システムによる管理③調査員による個別訪問
(4)農地利用集積実践事業
　　①農地の利用権設定等による農地の集積②集積促
進員による個別訪問

(1)経営対策体制整備促進事業
(2)農業経営基盤強化促進対策事業
(3)農地流動化地域総合推進事業
(4)農地利用集積実践事業

(1)経営対策体制整備促進事業
　 ①地域農業マスタープランの目標設定及び推進
の検討
　 ②経営・生産対策推進会議の開催
(2)経営基盤強化促進対策事業
　 ①認定農業者の育成指導
 　　（認定農業者数：３３名）
　 ②基本構想実践推進会議の開催

負担割合

①経営対策体制整備推進事業
　 事業費　１０６千円（県１／２　市１／２）
②農業経営基盤強化促進対策事業
　 事業費　３２０千円　（県１／２　市１／２）

国１/2　　町１/2 (1)経営対策体制整備推進事業    （県1/2　町1/2）
　　 事業費　  185千円
(2)農業経営基盤強化進対策事業 （県1/2　町1/2）
　　 事業費　  867千円

(1)経営対策体制整備促進事業　　   （県１/２　　町
1/2）
(2)農業経営基盤強化促進対策事業 （県１/２  　町
1/2）
(3)農地流動化地域総合推進事業    （県１/２　  町1/2）
(4)農地利用集積実践事業　　         （県１/２  　町1/2）

(1)経営対策体制整備推進事業　　　　　（県1/2
町1/2）　事業費　　２８５千円
(2)農業経営基盤強化促進対策事業　（県1/2   町
1/2）　　事業費　　４５５千円

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 課題・問題点

名称 マスタ－プラン 該当なし マスタ－プラン 該当なし

策定年度 平成1１年度 平成1１年度

計画期間 平成12年度～16年度 平成12年度～16年度

目的

関係機関、団体及び農業者を含む地域の関係者
間の連携・調整を行い、地域農業マスタープランの
振興管理及び総合的な評価を行う。
　認定農業者に対して経営情報等を提供し、経営
改善指導を行う。また、認定農業者を増やすため
農業者に対して説明会を開催する。

関係機関、団体及び農業者を含む地域の関係者
間の連携・調整を行い、地域農業マスタープランの
振興管理及び総合的な評価を行う。
　認定農業者に対して経営情報等を提供し、経営
改善指導を行う。また、認定農業者を増やすため
農業者に対して説明会を開催する。

事業概要

(1)経営対策体制整備推進事業
　　・地域農業マスタープランの目標設定及び推進
の検討
(2)農業経営基盤強化促進対策事業
　　・アクションプログラム作成

(1)経営対策体制整備推進事業
　　・地域農業マスタープランの目標設定及び推進
の検討
(2)農業経営基盤強化促進対策事業
　　・アクションプログラム作成

負担割合

(1)経営対策体制整備推進事業        （県１／２　村
１／２）
　　事業費　２０４千円
(2)農業経営基盤強化促進対策事業  （県１／２　村
１／２）
　　事業費　１１０千円

(1)経営対策体制整備推進事業       （県１／２　村
１／２）
　　事業費　２５０千円
(2)農業経営基盤強化促進対策事業  （県１／２　村
１／２）
　　事業費　２４５千円

・マスタ－プランについては、新市に移行後、速やかに調整する。

・新市に移行後、早急にプランを策定する必要があ
る。
・各市町村の地域性を考慮したプランを作成する
必要がある。
・推進会議の一本化が必要ではないか。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【農業振興助成（融資関係市町村単独）】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 樋脇町 課題・問題点

名称

樋脇町農業振興資金

目的

農業者等が自主的に能率的な農業技術を導入す
ることを促進するため、農業者等に対し農業振興資
金の貸付を行う農協に対し、町が農業振興に必要
な資金を預託し、もって農業経営の安定に資する。

内容

預託金利／年利１分以内
貸付に係る農業振興資金／年利３分５厘以内

種類

（１）果樹の生産及び施設に要する資金
（２）優良茶生産に要する資金
（３）和牛の生産に供するため２代登録牛以上の子
牛導入に要する資金
（４）若齢肥育素畜の導入に要する資金
（５）優良種豚導入に要する資金、ただし常時３頭
以上飼育するもの
（６）葉たばこの生産安定に必要な機械及び施設の
導入に要する資金
（７）園芸の生産及び施設に要する資金
（８）特用林産物振興及び省力化に要する資金
（９）畜舎施設に要する資金
（10）畜産環境保全等施設に要する資金

貸付限度額

（１）10ａ当たり750,000円
（２）　　〃　　500,000円
（３）１頭当たり350,000円
（４）　　〃　　300,000円
（５）　　〃　　 90,000円
（６）１件当たり450,000円

・農業振興助成制度（融資関係市町村単独）については、新市に移行後、速やかに調整する。

その他市町村
該当なし ・樋脇町で町単補助事業を実施している。（国・県

等の制度資金を利用できない農業者等に対し、利
子の一部を補給して実質利息を下げている。）
・現在は樋脇町だけの取り組みであるが新市全体
で取り組んだ方が良いのではないか。基金積立を
多くし、融資上限額を引き上げた方が良いのでは
ないか。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【農業公社設立準備事業】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 課題・問題点

事業概要

農業公社の設立（１７年度）に向けて、設立検討委
員会等を発足し、施設整備や運営手法等の事業
計画について、調査・研究するもの。

内容

・組織の設立（１４年度）
　①設立検討委員会
　②専門部会
・組織の設立（１５年度）
　①設立準備委員会
　②設立準備委員会幹事会
・先進地研修
　①島根県横田町
　②県内（川辺町、志布志町、松山町、横川町）
・アンケート調査
　農家を対象に農業公社を設立するにあたり、依頼
したい農作業や公社に対する要望について調査
する。

川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【研修センター（公民館関係）管理】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 課題・問題点

名称
野下地区営農研修館 塔之原一区多目的集会所

目的

地区の話し合い活動の拠点として建設した営農研
修館の維持管理費。

地区の話し合い活動の拠点として建設した営農研
修館の維持管理費。

設置年度

昭和57年 平成２年度

管理方法

野下校区公民館に委託 塔之原一区公民館に委託

施設概要

研修館 集会場

・農業公社設立準備事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。

樋脇町

その他町村
該当なし

・研修センターの管理については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

・農業公社の設立により、農家の負担軽減と担い手
等の育成を推進していくこととなり、地域農業の振
興が図れることとなる。
・新市の農業公社についても、市と農協で運営経
費を助成しながら、事業を展開していくもので、合
併という問題もあり、事業計画の策定については、
十分調査・研究をする必要がある。

その他市町村
管理運営方法が異なる。該当なし



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業

項　　目

特産品加工センター管理

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 上甑村 鹿島村

名称 川内市農産物
加工センタ－

　婦人の館  大馬越農村研
修館

該当なし 祁答院町特産
品加工センタ
－

大村北部生活
センタ－

里村農水産物
加工センタ－

里村定住セン
タ－

上甑村生活改
善センタ－

下甑村農林産
物加工センタ
－

下甑村製茶工
場

物産加工セン
タ－

設置年度 平成４年度 平成3年 昭和57年 昭和62年度 昭和57年度 昭和58年 平成３年度 昭和６３年 昭和６１年 昭和６３年 昭和63年

管理方法 直営 直営 直営 直営 直営 里村漁業協同
組合に委託

直営 個人と委託 直営 直営 直営

施設概要 ・みそ加工
・めんつゆ
・焼肉のタレ
・ふくれ菓子

・共同加工室
（みそ・ビン類・
蒸し器・三重釜
・真空パック・漬
物佃煮）
・洗濯室（毛布・
コタツブトン・家
具調コタツブト
ン）

・農産加工
・製麺機
・料理実習
・洗濯

・農産加工 ・農産加工室
・洗濯室

・研修室・会議
室・集出荷場

・研修室
・農産加工室
・椎茸乾燥室

　・手作り農産
加工室・土壌消
毒機械・畝立
機・中耕ロ－タ
リ・刈取機・収
草反転機・梱包
機・被覆機・予
冷庫・椿製油
室・椎茸乾燥室

製茶関係機械 ・手づくり加工
室・椿油製油室
加工原料

実績
（平成１３年度）

・利用日数173
日
・利用人数966
人

・利用日数
162日
・利用人数
926人

各施設で管理方法に相違がある。

特産品加工センター管理

下甑村里村祁答院町

調整方針（案） ・特産品加工センターの管理については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし随時調整する。

課題・問題点

産業経済部会　農林水産分科会【特産品加工センター管理】



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【市町民農園（ふれあい農園）】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 その他町村 課題･問題点

名称

ふれあい健康農園 ふれあい農園 市民ふれあい農園 該当なし

目的

市民に農業にふれあう場としての「ふれあい農園」
を開設し、農業への理解を深めてもらう。

町民にふれあい農園を開設し，ゆとりとやすらぎを
与えることを目的とする。

入来町に置ける農村地域の活性化を図るとともに、
都市住民に対し農業生産の場を提供し、農業に対
する理解を深めていただく場を提供する。

設置年度

平成11年度 平成９年

管理方法

さつま川内農業協同組合に委託 直営 きんかんの里へ委託

施設概要

・利用料 ： 3,000円／年
・区画数 ： 40区画
・面   積 ： 4,000㎡、100㎡／区画

・面   積 ： 4,290㎡、35㎡／区画

実績
（平成１３年度）

・利用者数　 20名（うち２人が２区画）

・川内市は平成１６年度で終了後、農業公社に移
行予定。
・樋脇町は利用はなく、草刈りのみ町建設課が実
施。
・入来町はきんかんの里へ委託し、運営を行ってい
る。
・管理（草刈り）・利用者のモラル等に問題あり。

・市町民農園（ふれあい農園）については、現在利用者が借りている農地については現行のまま新市に引き継ぐこととし、管理運営については新市に移行後、速やかに調整する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【生産総合対策事業】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 入来町 課題･問題点

名称
畜産経営活性化事業

目的

新規就農舎の確保・育成を推進するとともに遊休
畜舎の有効活用を図ることを目的とする。

事業内容

・事業種目　離農跡地及び後継者不在経営施設の
施設整備
・事業要件　事業主体が離農者等から買い入れた
施設・機械を改修・整備後に新規就農者に一定期
間貸付しその後譲渡販売する。
・事業対象年度　平成１４年から１５年
・平成１４年　事業費　19,279,230円
　遊休畜舎購入　1,691．2㎡、畜舎敷地の購入
5,054㎡、設改修設計委託、畜舎改修工事、タイヤ
ショベル購入
・平成１５年計画　　　　10,080,000円
　繁殖素牛２４頭購入　１頭420,000円以内

補助率
国　１／２　　　町　１／５

川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【畜産振興助成制度（融資関係）】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 その他町村 課題･問題点問題点

資金名
大家畜経営活性化資金 大家畜経営活性化資金利子補給 大家畜経営活性化資金 該当なし

目的

毎年の約定償還のうち返済不能分を長期、低金利
に借り換え国県市等が利子補給を行う。

借入金の多い大家畜経営に対し、財務管理指導と
ともに中央家畜会の助成により実施される大家畜
経営活性化資金の融通に対して、この資金借入農
家の利子負担軽減措置として、上乗せ利子補給を
行う。

肉用牛生産農家の生活向上を図るため、大家畜経
営活性化資金特別融通助成資金実施要綱に基づ
いて予算の範囲内において大家畜経営活性化資
金利子補給を行う。

利子補給率
0.05%以内 利率は、毎年貸付実行月（11月）に決定。 町年利子補給率0.12％以内

対象者

・さつま川内関係農家　１戸
　期末貸付額　24,180,000円

・県開拓農協　２戸
　期末貸付額　70,788,000円

資金名
大家畜経営改善支援資金

目的

毎年の約定償還のうち返済不能分を長期、低金利
に借り換え国県市等が利子補給を行う。

利子補給率
0.05%以内

・大家畜経営活性化資金利子補給事業及び大家畜経営改善支援資金並びに大家畜経営維持資金については、新市に移行後速やかに調整する。ただし、債務負担行為にて既に実施されているものについては、現行のまま新市に引き継ぐ。

・各市町の規則の補給率に相違がみられる。
・債務負担行為にて実施がなされている。

・生産総合対策事業（畜産ハ－ド 畜産経営活性化事業）については、現行のまま新市に引き継ぐ。

その他市町村
現在、債務負担行為にて補助金の支出がなされて
いる。

該当なし



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【肉用牛貸付事業】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

事業名
川内市肉用牛特別導入事業 樋脇町肉用牛特別導入事業 入来町肉用牛特別導入事業 東郷町特別導入事業 祁答院町特別導入事業

概要

 この事業は、樋脇町が肉用繁殖雌牛を計画的に
購入し、肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする満60
歳以上の農家に一定期間貸付後その者に譲渡す
る事業。

この事業は、入来町が肉用繁殖雌牛を計画的に購
入し、肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする農業者
に一定期間貸付後その者に譲渡する事業。

高齢者等による肉用雌牛の飼養を促進し、畜産振
興及び高齢者等の福祉向上に資するため、基金を
設置する。

高齢者等による肉用雌牛の飼養を促進し、肉用牛
資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するた
め、基金を設置する。

貸付対象者

市内に住所を有し、満60歳以上のもの及び出稼ぎ
等により概ね30日以上にわたって不在の世帯に属
し成年に達しているもの。

満６０歳以上のもの 町内に住所を有する60歳以上の高齢者

基金の額

1，450万円以内

基金からの取り崩
し限度額

1頭当たりの取り崩し限度額は412千円とする。 １頭当りの取り崩し限度額は4１３，６２７円とする。 1頭当りの取り崩し限度額は400千円とする。

導入対象家畜

繁殖用に供する肉用育成雌牛（生後４ヶ月から１
８ヶ月齢未満）

貸付限度額

1人につき、2頭までとし、1頭につき400，000円 一頭当たり　400千円 ３００千円

貸付期間

5年間 5年間 ５年

利息

無利子 無利子

課題･問題点

甑島を除く市町村で実施されているが、それぞれ
基金造成額や貸付限度額に相違が見られる。

里村・上甑村・下甑村･鹿島村

該当なし

・肉用牛特別導入事業については、合併時に新たに制度等を制定する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【肉用牛貸付事業】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 祁答院町 課題・問題点

事業名
川内市肥育素牛導入資金貸付基金 祁答院町肥育素牛購入貸付金

概要

農家の所得向上と経営の安定を図るため，肥育素
牛の購入に必要な資金を貸付ける。

貸付対象者
市内に住所を有する肥育農家。

貸付限度額

1人につき、４頭までとし、1頭につき３５０，０００円 貸付　４００千円以内

貸付期間

２年間 ２年以内

利息
無利子

分野名 東郷町 祁答院町 課題・問題点

事業名
東郷町優良雌牛貸付事業 祁答院町優良牛購入資金貸付金

概要

肉用牛の改良増殖を促進し本町畜産振興を図るた
め東郷町優良牛保留貸付基金を設置する。

農家の改良増殖を図るため計画的に導入する肉
用牛の購入に必要な資金を貸付ける。

貸付対象者

①町内に住所を有し肉用牛の適切な管理が可能
であること。
②薩摩畜産農業協同組合連合会の主催する子牛
展示品評会においてＡ級以上の子牛を自家保留
するもの。
③町長が特に優秀と認めた子牛を自家保留するも
の。
④町長が特に優秀と認めた生後４８ヶ月以上７０ヶ
月未満の繁殖牛で繁殖障害のないもの。

基金の額
１，５００万円以内

貸付限度額

子牛１頭　３０万円　成牛１頭 子　牛・成　牛　６００千円以内

貸付期間

・子　牛　５年貸付
・成　牛　３年貸付

利息
子　牛・成　牛　　無利子

・肥育素牛導入事業及び優良牛雌牛貸付事業については、合併時に新たに制度等を制定する。

その他町村
川内市・祁答院町の単独の貸付事業であり、それ
ぞれ基金造成がなされている。

その他市町村

該当なし

東郷町・祁答院町の単独の貸付事業であるが、貸
付対象、貸付限度額に相違が見られる。

該当なし



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【肉用牛貸付事業】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 東郷町 課題･問題点

事業名
東郷町付加価値利用資金貸付事業

概要
肉用牛の付加価値を高め経営の安定を図るため
基金を設置する。

貸付対象者

①町内に住所を有し肉用牛の適切な管理者が可
能なこと。
②薩摩郡畜産農業協同組合連合会の主催する子
牛セリ市において，繁殖素牛又は肥育素牛を目的
とし子牛を自家保留するもの。

基金の額
３００万円以内

貸付限度額
１頭　２０万円

貸付期間 ３０ヶ月
（利息）

利息
無利子

分野名 里村 課題･問題点

事業名
里村営農改善家畜貸付事業

概要

家畜の主産地化と農業経営の自立化のための基
盤の確立に資するため、村の所有する肉用雌畜の
貸付け、譲渡及び果実の譲与を実施する。

貸付対象者

里村に居住し、農業を営む者であって次に掲げる
要件を満たす者の中から借受者を選定し、無償で
貸付ける。①貸付けを受けようとする者が作成した
営農改善計画において、飼養頭数が５年以内に、
肉用牛にあっては成牛３頭以上、雌豚にあっては
成豚３頭以上となり、かつ飼養頭数に見合う飼料基
盤を整備するものであって、当該計画を達成し、農
業経営を継続する見込みがある者。

基金の額
毎年度2,000千円以内

貸付限度額

家畜の貸付頭数は、一農家当たり10頭以内とす
る。ただし、村長が必要と認める場合は、経営能
力、公害などを考慮して増頭を認めることができる。

貸付期間
肉用雌牛　５年以内、雌豚　３年以内

利息

その他市町村
里村のみの貸付事業であるため調整が必要であ
る。

該当なし

・肉用牛付加価値利用貸付事業・営農改善家畜貸付事業については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし随時調整する。

その他市町村
該当なし 東郷町のみの貸付事業であるため調整が必要であ

る。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【肉用牛貸付事業】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 その他市町村 課題・問題点

事業名

特定離島ふるさとおこし推進事業(県有牛導入事
業）

特定離島ふるさとおこし推進事業(県有牛導入事
業）

特定離島ふるさとおこし推進事業(県有牛導入事
業）

該当なし

概要

優良雌牛の導入により、生まれてくる子牛の品質向
上を図る。

畜産農家の経営の確立・安定を図るため、「特定離
島ふるさとおこし推進事業」、家畜貸付事業の導入
により、農家一戸当たり２頭を限度に県有牛の借入
を行っている。
　この事業で導入した雌牛は、県の備品として村が
借受、村が農家に借出し、農家は借受けた年から５
年後に村を通し、その購入金額の返済を行うことと
なる。

優良雌牛の導入により、生まれてくる子牛の品質向
上を図る。

対象者

牛育成農家　4戸 牛育成農家　１３戸

導入時期

偶数月に実施される薩摩中央家畜市場のセリ市で
導入する。

偶数月に実施される薩摩中央家畜市場のセリ市で
導入する。

貸付期間

5年 5年

・特定離島ふるさとおこし推進事業（県有牛導入事業）については、現行のまま新市に引き継ぐ。

甑三村のみ対象となる貸付事業であり、事業を実
施する中で相違はない。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【家畜運営診療所等】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 その他市町村 課題･問題点

目的

畜産業の振興に資するため家畜診療所を置く。 ・共済加入家畜その他の家畜に診療を行ない本村
畜産行政の推進を図る。
・家畜の保健衛生の向上及び増進に寄与する。
・家畜の診療飼育管理及び経営の研究調査を行な
い、畜産業の近代化、合理化経営に貢献すること。

この村に、畜産業の振興に資するため家畜診療所
を置く

該当なし

業務

・家畜の診療（獣医師は下甑村駐在とし、本村は定
期的（毎週、金・土）巡回により診療を行っている。）
・薬剤の投与又は治療材料の支給
・処置手術その他の手当て
・診断書、検案書その他の証明の交付
・家畜の保健衛生の指導及び相談
・家畜共済の引受、検査及び評価の指導
・共済加入家畜の損害防止の措置又は指示
・その他家畜に必要な業務

・共済家畜の診療
・共済家畜にかかる飼養管理の指導
・損害防止
・引受検査及び評価
・家畜共済の普及及び加入推進
・その他目的達成のために必要とする業務

診療所は、共済加入家畜その他の家畜に対し、次
の診療及び業務を行うものとする。
　・家畜の診療
　・薬剤の投与又は治療材料の支給
　・処置手術その他の手当
　・診断書、検案書その他の証明の交付
　・家畜の保健衛生の指導及び相談
　・家畜共済の引受、検査及び評価の指導
　・共済加入家畜の損害防止の措置又は指示
　・その他家畜に必要な業務

職員

経済課職員が兼務 ・診療所長は獣医師をもって充てることとなっている
が、甑島３村は下甑村駐在として１獣医師と契約を
行い毎週金、土曜日の２日間で本村、里村とを巡
回診療している。

・診療所に、診療所長その他の職員を置く
・その他の職員は、兼職または嘱託員をもって、こ
れに充てることができる。診療所長は、獣医師であ
る技術吏員をもって充てる。

分野名 里村 課題･問題点

名称
里村共同畜舎

施設概要

・里村里字開1436番地1に里村共同畜舎を置く。
・畜舎を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許
可を受けなければならない。
・この畜舎は里村に居住する者が、共同で利用す
るものとする。

実績
（平成13年度）

・利用料　24,000円／１年

川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【山羊研究所飼育事業】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 鹿島村 課題･問題点

名称 山羊研究所飼育事業

目的

村営牧場の有効利用推進のため肉用牛以外の家
畜（山羊）も放牧できるように、施設整備を行い、当
面は行政主体で産業化を図り、後に住民に普及し
畜産振興の促進を目的とする。

管理方法

　平成１４年度から３年間研究飼育として１０頭の生
産山羊を購入して繁殖飼育を行う。鹿大農学部の
飼育に関する技術指導。
販路開拓。畜舎（山羊小屋）の整備。牧場整備（外
柵等）。

施設概要
牧場面積　１３ｈa
容認頭数　肉用牛 　３０頭、山　羊　３００頭

実績
（平成13年度）

１日１頭　８０円

その他市町村

・家畜運営診療所及び管理事業については、合併時に、新たに制度等を制定する。
・共同利用畜舎管理事業については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし随時調整する。

下甑村は、獣医師（嘱託員）へ委託料を支払って
いるので、調整が必要である。

該当なし 里村のみ実施されているが、今後施設の老朽化や
使用料金等の改正も予想される点等を考慮する必
要がある。

・山羊研究所飼育事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。

その他市町村
該当なし 管理運営方法が異なる。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【市町村森林整備計画】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

名称

川内市森林整備計画 樋脇町森林整備計画 入来町森林整備計画 東郷町森林整備計画 祁答院町森林整備計画

目的

森林法に基づき全国森林計画に則して森林計画
区別に、民有林につき、５年ごとに１０年を１期とす
る市町村が定める市町村森林整備計画を樹立す
る。市の森林整備におけるマスタープラン。

市町村ごとに、５年を１期とする事業別、事業区分
別、事業主体別に計画期間内の事業量等を示す
計画書の作成。

５年ごとに１０年を１期とする入来町森林整備計画
の作成。

市町村の１０年を１期とし５年ごとに、事業別・事業
区分別・事業主体別に計画期間内の事業量等を
示す計画書の作成。

市町村ごとに１０年を１期とし５年ごとに、事業別・事
業区分別・事業主体別に計画期間内の事業量等
を示す計画書の作成。

計画期間

平成１２年度～平成２１年度 平成１２年度～平成２１年度

計画の概要

この計画は、国の全国森林計画及び鹿児島県の
地域森林整備計画に即した川内市における森林
整備のマスタ－プランであり、地域林業整備方針を
定めている。

この計画は、国の全国森林計画及び鹿児島県の
地域森林整備計画に即した樋脇町における森林
整備のマスタ－プランであり、地域林業整備方針を
定めている。

入来町森林整備計画は、国の全国森林計画及び
鹿児島県の地域森林整備計画に即した入来町に
おける森林整備のマスタープランであり、地域林業
整備方針を定めている。計画期間は、10年間とし
て５年ごとに見直していく。

この計画は、国の全国森林計画及び鹿児島県の
地域森林整備計画に即した東郷町における森林
整備のマスタ－プランであり、地域林業整備方針を
定めている。

国の全国森林計画及び鹿児島県の地域森林整備
計画に即した祁答院町の森林整備のマスタ－プラ
ンであり、地域林業整備方針を定めている。

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 課題･問題点

名称

里村森林整備計画 上甑村森林整備計画 下甑村森林整備計画 鹿島村森林整備計画

目的

市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理
解と協力を得つつ、県や林業関係者と一体となっ
て関連施策を講じることにより、適切な森林整備を
推進することを目的とする。

森林の有する諸機能を総合的かつ高度に発揮さ
せるため、各機能を充実し機能間の調整を図り、適
正な森林施行の実施により健全な森林資源の維持
増進を図るものとする。

森林の有する諸機能を総合的かつ高度に発揮さ
せるため、各機能を充実し機能間の調整を図り、適
正な森林施行の実施により健全な森林資源の維持
増進を図るものとする。

森林の有する諸機能を総合的かつ高度に発揮さ
せるため、各機能を充実し機能間の調整を図り、適
正な森林施行の実施により健全な森林資源の維持
増進を図るものとする。

計画期間

・最新の計画樹立は平成12年度（平成13年度変
更）。
・計画期間は平成12～21年度。

平成１２年４月１日～平成２２年３月３１日　１０ヶ年 平成１２年４月１日～平成２２年３月３１日　１０ヶ年 平成１２年４月１日～平成２２年３月３１日　１０ヶ年

計画の概要

里村森林整備計画は、国の全国森林計画及び鹿
児島県の地域森林整備計画に即した里村におけ
る森林整備のマスタープランであり、地域林業整備
方針を定めている。
　計画期間は10年間として、５年ごとに見直してい
く。

上甑村森林整備計画は、国の全国森林計画及び
鹿児島県の地域森林整備計画に即した上甑村に
おける森林整備のプランであり、地域森林整備方
針を定めている。計画期間は10年間としている。

この計画は、国の全国森林計画及び鹿児島県の
地域森林整備計画に即した下甑村における森林
整備のマスタ－プランであり、地域林業整備方針を
定めている。

鹿島村森林整備計画は、国の全国森林計画及び
鹿児島県の地域森林整備計画に即した鹿島村に
おける森林整備のマスタープランであり、地域林業
整備方針を定めている。
　計画期間は10年間として、５年ごとに見直してい
く。

・市町村森林整備計画については、新市に移行後、速やかに調整する。

・森林整備計画期間　平成１２～２１年度　平成１７
年度更新。
・この計画書は市町村における森林整備のマス
タープランであり、計画期間は10年間として、５年ご
とに見直していく。
・合併した後の計画については、県の方針・指導に
基づいて行う。
・１６年度中に１７年４月に始まる新市森林整備計
画書の編成を行う。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【県費単独補助治山事業】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

目的

自然災害により崩壊した林地で国庫補助事業の対
象とならない小規模崩壊地の復旧を図る。

人家の裏山が自然災害より崩壊した林地を復旧す
る。

自然災害により崩壊した林地で国庫補助事業の対
象とならない小規模崩壊地の復旧を図る事業で、
町が事業主体となる。人家の裏山が自然災害によ
り崩壊した林地を復旧する。

自然災害により崩壊した林地で国庫補助事業の対
象とならない小規模崩壊地の復旧を図る。

山地崩壊により人家等に被害が及ぶもののうち、国
庫補助の対象とならない崩壊地の復旧を図る。

概要

箇所の事業費が80万円以上800万円以下
　人家等で２戸以上の保護人家等で２戸以上の保
護

１箇所の事業費が８０万円以上８００万円以下が対
象。

１箇所の事業費が８０万円以上８００万円以下が対
象。

負担割合

県　７／１０　　市　　３／１０　地元負担無し、測量
設計は補助事業内で実施

県　70％　町15％　地元15％ 県　７０％～５０％　　町　１５％～３５％　地元　１
５％

県70％　町15％　地元15％ 県　70％　町　25％　受益者　5％

実績
（平成１３年度）

平成１３年度
　治山工事　　　６箇所
　事業費　３０,０００千円（県補助金２１、０００千円）

Ｈ１３　０円 平成１３年度　7,500,000円 １３年度　１箇所　事業費6,000,000円 H13  18,600,000円

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 課題・問題点

目的

該当なし 自然災害により崩壊した林地で、国庫補助事業の
対象とならない小規模崩壊地の復旧を図る。

国庫補助の対象とならない荒廃地の復旧及び荒
廃のおそれのある山地の予防工事で市町村営の
県単治山事業。

自然災害により崩壊した林地で国庫補助事業の対
象とならない小規模崩壊地の復旧をはかる。

概要

治山堰堤、水路（渓流）の整備、山腹の整備（防護
ネット）等

負担割合

・市町村防災計画登載（前年度３月までの登載）県
70％　地元30％
・市町村防災計画登載（登載なし・当年度途中登
載）県50％　地元50％
・地元負担については、分担金条例で村1/2　受益
者1/2

　県　７０％
　村　３０％

実績
（平成１３年度）

H１３　０円 　Ｈ13　０円 　Ｈ１３　０円　　（件数　０件）

・県費単独補助治山事業については、合併時に、新たに制度等を制定する。

・地元負担金の割合が、市町村によって、　0％・
5％・　15％・ 25％の4種類の負担割合がある。
・測量委託を補助と単独で行っている。
・地元負担金割合の調整が必要。
・測量委託の調整が必要。
・条例の検討が必要。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【鳥獣飼養許可】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

目的

狩猟鳥獣以外の鳥獣の存在と移動を的確に把握
して、鳥獣の違法な捕獲、飼養を未然に防止する
ことにより鳥獣の保護を図る。

狩猟鳥獣以外の鳥獣の存在と移動を的確に把握
して、鳥獣の違法な捕獲を未然に防止することによ
り鳥獣の保護を図る。

狩猟鳥獣以外の鳥獣の存在と移動を的確に把握
して、鳥獣の違法な捕獲を未然に防止することによ
り鳥獣の保護を図る。

狩猟鳥獣以外の鳥獣の存在と移動を的確に把握
して、鳥獣の違法な捕獲を未然に防止することによ
り鳥獣の保護を図る。

狩猟鳥獣以外の鳥獣の存在と移動を的確に把握
して、鳥獣の違法な捕獲を未然に防止することによ
り鳥獣の保護を図る。

概要

１　捕獲許可
　メジロ、ホオジロ等を捕獲しようとする者の捕獲許
可申請書の受付及び捕獲許可証の交付。
２　飼養許可
　メジロ、ホオジロ等を飼養しようとする者は、飼養
許可申請書の受付及び飼養許可証の交付。

【手数料】　１件当たり　　３,４００円

１　捕獲許可
　メジロ、ホオジロ等を捕獲しようとする者の捕獲許
可申請書の受付及び捕獲許可証の交付。
２　飼養許可
　メジロ、ホオジロ等を飼養しようとする者は、飼養
許可申請書の受付及び飼養許可証の交付。

【手数料】　１件当たり　　１,０００円

１　捕獲許可
　メジロ、ホオジロ等を捕獲しようとする者の捕獲許
可申請書の受付及び捕獲許可証の交付。
２　飼養許可
　メジロ、ホオジロ等を飼養しようとする者は、飼養
許可申請書の受付及び飼養許可証の交付。

【手数料】　１件当たり　　３,４００円

１　捕獲許可
　メジロ、ホオジロ等を捕獲しようとする者の捕獲許
可申請書の受付及び捕獲許可証の交付。
２　飼養許可
　メジロ、ホオジロ等を飼養しようとする者は、飼養
許可申請書の受付及び飼養許可証の交付。

【手数料】　１件当たり　　３,４００円

１　捕獲許可
　メジロ、ホオジロ等を捕獲しようとする者の捕獲許
可申請書の受付及び捕獲許可証の交付。
２　飼養許可
　メジロ、ホオジロ等を飼養しようとする者は、飼養
許可申請書の受付及び飼養許可証の交付。

【手数料】　１件当たり　　３,４００円

実績
（平成１３年度）

平成１３年度　　２４件　　８１,６００円 平成１３年度　　２５件　　２５,０００円 平成１３年度　　２件　　６,８００円 １３年度　　１６件　　５４,４００円 １３年度　　１件    ３,４００円

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 課題・問題点

目的

鳥獣の存在と移動を的確に把握して、鳥獣の違法
な捕獲を未然に防止することにより鳥獣の保護を
図る。

狩猟鳥獣以外の鳥獣の存在と移動を的確に把握
して、鳥獣の違法な捕獲を未然に防止することによ
り鳥獣の保護を図ることを目的とする。

狩猟鳥獣以外の鳥獣の存在と移動を的確に把握
して、鳥獣の違法な捕獲を未然に防止することによ
り鳥獣の保護を図ることを目的とする。

狩猟鳥獣以外の鳥獣の存在と移動を的確に把握
して、鳥獣の違法な捕獲を未然に防止することによ
り鳥獣の保護を図る。

概要

１　捕獲許可
　メジロ、ホオジロ等を捕獲しようとする者の捕獲許
可申請書の受付及び捕獲許可証の交付。
２　飼養許可
　メジロ、ホオジロ等を飼養しようとする者は、飼養
許可申請書の受付及び飼養許可証の交付。

【手数料】　１件当たり　　３,４００円

１　捕獲許可
　メジロ、ホオジロ等を捕獲しようとする者の捕獲許
可申請書の受付及び捕獲許可証の交付。
２　飼養許可
　メジロ、ホオジロ等を飼養しようとする者は、飼養
許可申請書の受付及び飼養許可証の交付。

【手数料】　１件当たり　　３,４００円

１　捕獲許可
　メジロ、ホオジロ等を捕獲しようとする者の捕獲許
可申請書の受付及び捕獲許可証の交付。
２　飼養許可
　メジロ、ホオジロ等を飼養しようとする者は、飼養
許可申請書の受付及び飼養許可証の交付。

【手数料】　１件当たり　　３,４００円

１　捕獲許可
　メジロ、ホオジロ等を捕獲しようとする者の捕獲許
可申請書の受付及び捕獲許可証の交付。
２　飼養許可
　メジロ、ホオジロ等を飼養しようとする者は、飼養
許可申請書の受付及び飼養許可証の交付。

【手数料】　１件当たり　　３,４００円

実績
（平成１３年度）

平成１３年度　　４件　　１３,６００円 平成１３年度　　10件　　３４,０００円 平成１３年度　　７件　　２３，８００円 平成１３年度　８件　２７，２００円

・鳥獣飼養許可については、合併時に、新たに制度等を制定する。

・メジロ・ホオジロ等の手数料は、１件当たり樋脇町
1,000円で他市町村は3,400円である。
・13年度の実績件数は、祁答院町1件～樋脇町25
件である。
・メジロ・ホオジロ等の手数料の調整が必要。
・条例制定が必要である。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【林業施設整備】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

名称

木製展望所（城上町鹿倉） 丸山生活環境保全林整備 ・向山自然公園管理
・八重山国有林遊歩道等整備事業及び管理

該当なし ・百年杉の館（藺牟田池）
・滝の山休憩所
・林業後継者交流館
・森林広場（５,６００㎡）、森林浴歩道橋（２０２９．５
m）、木製歩道橋（２０．６m）、東屋（３基）、デッキ

管理方法

委託契約
（林道維持管理員）

管理内容

丸山生活環境保全林内の草払い、ごみ拾い。 ・林業構造改善事業で設置した公園や建物等の維
持管理。
・国有林にある珍しい石積みや滝までの遊歩道等
の整備及び管理

実績
（平成１３年度）

２,３１０,０００円 １,４５６,０００円 ２,５６７,０００円 ４,８１８,０００円

分野名 課題・問題点

名称

管理方法

管理内容

実績
（平成１３年度）

・林業施設整備については、合併時に、新たに制度等を制定する。

委託による管理、シルバ－人材センタ－等賃金及
び使用料による支出等市町によってばらつきがあ
る。

里村・上甑村・下甑村・鹿島村
該当なし



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【林業振興推進協議会】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

名称

川内市林業振興推進協議会 樋脇町林業振興推進協議会 入来町林業振興推進協議会 該当なし 祁答院町林業構造改善事業協議会

事業内容

川内市の林政全般の施策に関する諮問機関であ
る。総合計画、農林水産業振興計画、森林整備計
画等市のマスタープランに対する意見を求めるも
の。

樋脇町の林業振興に関し，町と林業関係機関が一
体となって方策を総合的かつ円滑に施策を推進す
る。

入来町林業の振興に関し、町と林業関係機関及び
団体が一体となってその方策を総合的かつ円滑に
施策を推進する。

林業関係各種補助金申請等、事業計画の策定、
森林計画（市町村森林整備計画）の立案・変更、
各種協議会等事務その他

任期

２年 ２年 ２年

人数

１０名（会長１名、副会長２名、事務局：農林水産
課）

１２名以内（会長１名、副会長１名、事務局：経済
課）

１２名以内（議会の代表３名・森林組合の代表３名・
学識経験者３名、事務局：経済課）

 １５名以内（会長１名、副会長１名、事務局：経済
課）

実績
（平成１３年度）

年一回開催　　報酬　３７,６００円　（一人当たり４,７
００円）

報酬３９，９００円（一人当り　５，７００円） ７８,７５０円 ０円

分野名 課題･問題点

名称

事業内容

任期

人数

実績
（平成１３年度）

・各市町村（構成・人数・日当賃金等）異なってい
る。
・会議の開催は４月である。
・委員の構成等条例が必要

・林業振興推進協議会については、合併時に、新たに制度等を制定する。

該当なし
里村・上甑村・下甑村・鹿島村



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【火入れ許可】 産業経済部会　　農林畜産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

目的

造林の地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採
草地の改良を行うための火入れに関し必要な事項
を定める。

造林の地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採
草地の改良を行うための火入れに関し必要な事項
を定める。

入来町の森林又は森林の周囲１キロメートルの範
囲内にある土地における火入れに関し、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第２１条の許可の手続き
その他必要な事項を定めること。

造林の地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採
草地の改良を行うための火入れに関し必要な事項
を定める。

造林の地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採
草地の改良を行うための火入れに関し必要な事項
を定める。

内容

森林又は森林の周囲１キロメートルの範囲内にある
土地における火入れを行う者は、火入予定期間の
５日前までに火入れ許可申請書を市長に提出、市
長は要件を満たす場合許可書を交付するととも
に、川内地区消防組合にその旨通知する。

森林又は森林の周囲１キロメートルの範囲内にある
土地における火入れを行う者は、火入予定期間の
５日前までに火入れ許可申請書を町長に提出、町
長は要件を満たす場合許可書を交付するととも
に、地元消防組合にその旨通知する。

森林又は森林の周囲１キロメートルの範囲内にある
土地における火入れを行う者は、火入予定期間の
５日前までに火入れ許可申請書を町長に提出、町
長は要件を満たす場合許可書を交付するととも
に、地元消防組合にその旨通知する。

森林又は森林の周囲１キロメートルの範囲内にある
土地における火入れを行う者は、火入予定期間の
５日前までに火入れ許可申請書を町長に提出、町
長は要件を満たす場合許可書を交付するととも
に、地元消防組合にその旨通知する。

火入れの許可の対
象期間

許可件数（平成13
年度）

２４件 　　０件 １３件 　３９件 　　５件

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 課題・問題点

目的

里村の森林又は森林の周囲１kmの範囲内にある
土地における火入れについて、適正な実施を行う
ことを目的とする。

上甑村の森林又は森林の周囲１キロメートルの範
囲内にある土地における火入れに関し、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第２１条の許可の手続き
その他必要な事項を定めることを目的とする。

下甑村の森林又は森林の周囲１キロメートルの範
囲内にある土地における火入れに関し、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第２１条の許可の手続き
その他必要な事項を定めることを目的とする。

鹿島村の森林又は森林の周囲１キロメートルの範
囲内にある土地における火入れに関し、森林法
（昭和２６年法律第２４条９号）第２１条の許可の手
続きその他必要な事項を定めることを目的とする。

内容

・経済課で受付け後、総務課消防係へ進達。
・許可申請
・許可要件
・許可証の交付等
・許可後における指示
・火入れの通知
・消防団への連絡　等

許可申請書等の受付及び火入れの通知他は総務
課消防係で行う。

許可申請書等の受付及び火入れの通知他は総務
課消防係で行う。

・火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行
おうとする期間の開始する日の５日前までに、火入
れ許可申請書２に、火入れを行おうとする土地及
びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示
す見取図と申請者が、請負（委託）契約に基づき火
入れを行おうとする者である場合には、請負（委
託）契約書の写しを添え、村長に提出する。申請者
は、火入地において火入れの実施を指揮監督する
者を定め申請者に明示しなければならない。

火入れの許可の対
象期間

１件につき１０日以内

許可件数（平成13
年度）

１６件

・川内市・樋脇町・入来町・祁答院町・里村・鹿島村
は林務係で行っている。他の東郷町・上甑村・下甑
村は総務課で行っている。
・森林法第２１条に火入れ許可であるが、火入れに
よる地拵えは無いので受付窓口は総務課で良いの
ではないか。

・火入れ許可については、新市に移行後、速やかに調整する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【農業農村整備管理計画】 産業経済部会　　農業土木分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

目的

市町村の概要や地域の振興計画、農業基盤整備
計画等を国、県へ報告し、予算確保等へ反映させ
る。

市町村の概要や地域の振興計画、農業基盤整備
計画等を国、県へ報告し、予算確保等へ反映させ
る。

市町村の概要や地域の振興計画、農業基盤整備
計画等を国、県へ報告し予算確保等へ反映させ
る。

市町村の概要や地域の振興計画，農村振興整備
計画等を国県へ報告し、予算確保等に反映させ
る。

市町村の概要や地域の振興計画、農業基盤整備
計画等を国、県へ報告し予算確保等へ反映させ
る。

概要

市町村が県営及び団体営事業で実施希望する農
道等各種農業農村整備事業の５ケ年計画を策定
し、毎年５月に川内耕地事務所のヒアリングを受け
今後の事業執行を図る。事業執行については、当
該計画に登載されていることが原則になっている。
また新市まちづくり計画にも計画箇所は登載されて
いる。

市町村が県営及び団体営事業で実施希望する農
道等各種農業農村整備事業の５ケ年計画を策定
し、毎年５月に川内耕地事務所のヒアリングを受け
今後の事業執行を図る。事業執行については、当
該計画に登載されていることが原則になっている。
また新市まちづくり計画にも計画箇所は登載されて
いる。

市町村が県営及び団体営事業で実施希望する農
道等各種農業農村整備事業の５ケ年計画を策定
し、毎年５月に川内耕地事務所のヒアリングを受け
今後の事業執行を図る。事業執行については、当
該計画に登載されていることが原則になっている。
また新市まちづくり計画にも計画箇所は登載されて
いる。

市町村が県営及び団体営事業で実施希望する農
道等各種農業農村整備事業の５ケ年計画を策定
し、毎年５月に川内耕地事務所のヒアリングを受け
今後の事業執行を図る。事業執行については、当
該計画に登載されていることが原則になっている。
また新市まちづくり計画にも計画箇所は登載されて
いる。

市町村が県営及び団体営事業で実施希望する農
道等各種農業農村整備事業の５ケ年計画を策定
し、毎年５月に川内耕地事務所のヒアリングを受け
今後の事業執行を図る。事業執行については、当
該計画に登載されていることが原則になっている。
また新市まちづくり計画にも計画箇所は登載されて
いる。

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 課題・問題点

目的

市町村の概要や地域の振興計画、農業基盤整備
計画等を国、県へ報告し予算確保等に反映させ
る。

市町村の概要や地域の振興計画、農業基盤整備
計画等を国、県へ報告し予算確保等に反映させ
る。

市町村の概要や地域の振興計画、農業基盤整備
計画等を国、県に報告し予算確保等へ反映させ
る。

市町村の概要や地域の振興計画、農業基盤整備
計画等を国、県へ報告し、予算確保等へ反映させ
る。

概要

市町村が県営及び団体営事業で実施希望する農
道等各種農業農村整備事業の５ケ年計画を策定
し、毎年５月に川内耕地事務所のヒアリングを受け
今後の事業執行を図る。事業執行については、当
該計画に登載されていることが原則になっている。
また新市まちづくり計画にも計画箇所は登載されて
いる。

・農業推進に必要な農業農村整備事業が導入でき
るように他事業との調整・基礎づくりを進める。
・村内消費への供給体制の確立と販売につながる
農業の振興を図る。
・現在本村において、実施・計画中の農業農村整
備事業はない。

市町村が県営及び団体営事業で実施希望する農
道等各種農業農村整備事業の５ケ年計画を策定
し、毎年５月に川内耕地事務所のヒアリングを受け
今後の事業執行を図る。事業執行については、当
該計画に登載されていることが原則になっている。
また新市まちづくり計画にも計画箇所は登載されて
いる。

市町村が県営及び団体営事業で実施希望する農
道等各種農業農村整備事業の５ケ年計画を策定
し、毎年５月に川内耕地事務所のヒアリングを受け
今後の事業執行を図る。事業執行については、当
該計画に登載されていることが原則になっている。
また新市まちづくり計画にも計画箇所は登載されて
いる。

・農業農村整備管理計画については、現行のまま新市に引き継ぐ。

各市町村が５ケ年計画として策定した農業農村整
備事業を、県の示した様式により耕地事務所に提
出、ヒアリングを受け予算確保に反映させる。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【農道等の使用（占用）許可】 産業経済部会　　農業土木分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

目的

地下に埋設する電線、水管、下水道管、ガス管に
ついて快適な市民生活向上を目的に各管理者の
申請に基き許可書の発行を行うもの｡

道路法、道路法施行例及び施行規則、町規則に
基づき、町が管理する農道の占用に関し必要な事
項を定める。

道路法、道路法施行例及び施行規則、町規則に
基づき、町が管理する農道の占用に関し必要な事
項を定める。

道路法、道路法施行令及び施行規則、町規則に
基づき、町が管理する農道の占用に関し必要な事
項を定める。

農道占用許可条例がないため、道路法、道路法施
行令及び施行規則、町条例に準じて町が管理する
農業の占用に関し必要な事項を定める。

概要

・電話線、電力線、水管下水道管、ガス管について
各管理者の申請に基づき法令の規定を順守され、
許可条件を附して許可するもの。
　道路占用許可申請書、道路専用料減免申請書、
道路工事施工許可申請書、川内市土地改良区の
同意書が必要。

道路占用許可事務と道路工事施行承認事務とに
区別されている「樋脇町道路占用料徴収条例」、
「樋脇町道路占用等に関する規則」に準じて事務
を行う。

農道の占用については、現地確認後占用許可を
行い、併せて構造物の施工を行う場合において
は、工事施工申請書を徴収し審査の上、許可を行
う。

農道の占用については、現地確認後占用許可を
行い、併せて構造物の施工を行う場合において
は、工事施工申請書を徴収し審査の上許可を行
う。

農道の占用については、現地確認後占用許可を
行い、併せて構造物の施工を行う場合において
は、工事施工申請書を徴収し審査の上、許可を行
う。

申請件数

・道路・河川占用等許可関連事務(農道関係）
　平成13年　50件申請。

占用料
樋脇町道路占用料徴収条例による。 入来町道路占用料徴収条例による。 東郷町道路占用料徴収条例による。

占用料の減免

道路の占用を許可したとき、次に掲げる場合は、こ
れを減免することができる。
　(1) 公共団体が直接公共の用に供するとき。但
し、営利を目的とし又は利益をあげる場合を除く。
　(2）その他道路管理者が天災、地変その他特別
の理由があると認めるとき。

道路の占用が次の事項に該当すると認めたとき
は、占用料の一部又は全部を免除することができ
る。
(1)　公営企業のために占用するとき。(2)　通路を設
けるため必要な路端のり敷又は側溝上を占用する
とき。(3)　公衆の用に供する上下水道の事業のた
めに占用するとき。(4)　交通に支障を来たさないこ
と又は道路保善上、当該施設の設置のために占用
するとき。(5)　地先から雨水又は汚水を悪水路等
に排せつするために必要な排水管等の埋設のた
めに占用する。(6)　祝日祭典縁日、市等のために
臨時に占用するとき。(7)　交通に何ら支障を来たさ
ないことを条件とした電線軒先その他これらに類す
る軽易な施設のために占用するとき。

(1)道路法第３５条に規定する事業又は地方財政法
第６条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2)道路を設けるために必要な路端、のり敷又は側
溝上を占用するとき。
(3)公共の用に供する上下水道事業、水管・ガス管
の各戸引き込み、かんがい施設設置のために占用
するとき。
(4)無料で常時一般交通の用に供し、これによって
交通の便益を増進できる施設の設置のために占用
するとき。
(5)地先から雨水又は汚水を悪水路等に排せつす
るために必要な排水管等の埋設のために占用する
とき。
(6)祝日、祭典、縁日、市等のため臨時に占用する
とき。
(7)電線、軒先その他これらに類する軽易な施設の
ために占用するとき。

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 課題・問題点

目的

農道占用許可条例がないため、道路法、道路法施
工令及び施工規則、村条例に準じて村が管理する
農道の占用に関し必要な事項を定める。

村の管理する農道の占用協議について必要な事
項を定め、健全な維持管理を目的とする。

村の管理する農道の占用協議について必要な事
項を定め、健全な維持管理を目的とする。

村の管理する農道の占用協議について必要な事
項を定め、健全な維持管理を目的とする。

概要

・道路占用等許可関連事務
　道路占用許可事務と道路工事施行承認事務とに
区別されている。「道路法」、「里村道路占用料徴
収条例」、「里村道路占用料徴収条例施行規則」
によって事務を行っている。
・河川占用等許可関連事務
　河川占用許可事務と河川工事施行承認事務とに
区別されている。
　「河川法」、「河川法施行規則」によって事務を
行っている。

道路占用については、現地確認後占用許可書を
発行し、工事施工が必要な場合においては工事施
工申請書を徴収する。
一般道路と同様に取扱っている。

道路占用については、現地確認後下甑村公有財
産管理規則に基づき、使用許可申請書を提出して
もらい許可書を発行している。
一般道路と同様に取扱っている。

道路占用については、現地確認後下甑村公有財
産管理規則に基づき、使用許可申請書を提出して
もらい許可書を発行している。
一般道路と同様に取扱っている。

申請件数

占用料
上甑村道路占用徴収条例及び施行規則に基づき
徴収する。

下甑村道路占用徴収条例に基づき徴収する。 下甑村道路占用徴収条例に基づき徴収する。

占用料の減免

・農道等に関する使用（占用）許可は、合併時に、新たに制度等を制定する。

申請書様式、占用期間、許可条件、許可証等様式
の統一や許可手順の統一を整備する必要がある。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【農道等に関する境界協定申請処理】 産業経済部会　　農業土木分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

種類
農道・水路 農道・水路 農道・水路 農道・水路 農道・水路

目的

農道を適正に管理及び処分するため、所管する農
道の境界を明確にして数量を明らかにする必要が
ある。

農道・水路との境界を確定し、管理を適正に行う。 農道・水路との境界を確定し、管理を適正に行う。 農道・水路との境界を確定し、管理を適正に行う。 農道等の新設改良において、用地買収等のため、
買収対象地と公共用地との境界を明確にするため
の立会い及び協議を行う。

内容

境界は原則として財産管理者と隣接土地所有者と
の現地立会いによる協議成立をもって確定するも
のであり、境界確定協議によって確定されるのは、
農道等とこれに隣接する民有地との所有権の範囲
である。

民有地との境界の確認作業（農道・水路について） 民有地との境界の確認作業（農道・水路について） 公共用地境界確定申請書の受理(隣接者若しくは
代理人)

提出書類

【提出書類】
・道路境界明示申請書
・申請箇所の位置図、地籍図、字絵図
・隣接者等境界同意書
・測量図
・全部事項証明書
・委任状(必要時)
・その他
【申請者への提出書類】
・確認書
・隣接者等境界同意書
・測量図

　【提出書類】
・公共用地境界確定申請書
・申請箇所の位置図、地籍図、字絵図
・隣接者等境界同意書
・測量図等

【提出書類】
・農道等境界協定申請書
・申請箇所の位置図、地籍図、字絵図
・測量図等

【提出書類】
・申請書、位置図・案内図、公図の写し(原本証明
付き)
・登記簿謄本(境界確定申請地及び隣接地・対面
地)
・委任状(土地家屋調査士等に委任している場合)
・印鑑証明書(法人にあっては法人登記簿等)、そ
の他

【提出書類】
・公共用地境界確定申請書
・申請書
・位置図、案内図
・公図の写し（原本証明付き）
・登記簿謄本（申請地及び隣接・対面地）
・印鑑証明書（法人にあっては法人登記簿）
・その他

種類
法定外公共物 法定外公共物 法定外公共物 法定外公共物 法定外公共物

目的

法定外公共物(里道・水路)の利用・管理は、地域
住民の生活と密接な関係を有しており、当該地域
住民に最も近い関係にある市町村において処理す
ることが望ましい。

法定外公共物の境界を確定し、管理を適正に行う。法定外公共物との境界を確定し、管理に適正を期
す。

法定外公共物との境界を確定し、管理に適正を期
す。

法定外公共物との境界を確定し、管理に適正を期
す。

内容

農道・水路ついては、市で買収がされていないとこ
ろは国有財産として都道府県知事に対する機関委
任ということで土木事務所で取り扱っている。上記
以外については、耕地課で境界立会を行ってい
る。過去に地籍調査の行われた場所については、
地籍調査事業の成果をもとに現地で関係者と立会
い協議により確認を行っている。

民有地との境界の確認作業（農道・水路について） 民有地との境界の確認作業（農道・水路について） 民有地との境界の確認作業（農道・水路について） 民有地との境界の確認作業（農道・水路について）

提出書類

【提出書類】
・道路境界明示申請書
・申請箇所の位置図、地籍図、字絵図
・隣接者等境界同意書
・測量図
・全部事項証明書
・委任状(必要時)
・その他
【申請者への提出書類】
・確認書
・隣接者等境界同意書
・測量図

【提出書類】
・公共用地境界確定申請書
・申請箇所の位置図、地籍図、字絵図
・隣接者等境界同意書
・測量図等

・農道・水路・法定外公共物に関する境界協定申請処理については、合併時に、新たに制度等を制定する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【農道等に関する境界協定申請処理】 産業経済部会　　農業土木分科会

調整方針（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 課題・問題点

種類 農道・水路 農道・水路 農道・水路 農道・水路

目的

農道を適正に管理及び処分するためには、所管す
る農道の境界を明確にして数量を明らかにする必
要がある。通常農道との境界確定を必要とするもの
(隣接者)から申請に基づいて行う。

農道等と臨地との境界を確認する。 農道を適正に管理及び処分するためには、所管す
る農道の境界を明確にして数量を明らかにする必
要がある。通常農道との境界確定を必要とするもの
(隣接者)から申請に基づいて行う。

内容

境界は原則として財産管理者と隣接土地所有者と
の現地立会いによる協議成立をもって確定するも
のであり、境界確定協議によって確定されるのは、
農道等とこれに隣接する民有地との所有権の範囲
である。

地権者からの要請または工事実施に伴う隣地との
境界を地籍調査測量成果品等に基づき立会い、
境界確認を行う。

公共用地境界確定申請書の受理(隣接者若しくは
代理人)

境界は原則として財産管理者と隣接土地所有者と
の現地立会いによる協議成立をもって確定するも
のであり、境界確定協議によって確定されるのは、
農道等とこれに隣接する民有地との所有権の範囲
である。

提出書類

【提出書類】
・道路境界明示申請書
・申請箇所の位置図、地籍図、字絵図
・隣接者等境界同意書
・測量図
・全部事項証明書
・委任状（必要時）
・その他

【申請者への提出書類】
・確認書
・隣接者等境界同意書
・測量図

特に定めなし 【提出書類】
・申請書、位置図・案内図、公図の写し(原本証明
付き)
・登記簿謄本(境界確定申請地及び隣接地・対面
地)
・委任状(土地家屋調査士等に委任している場合)
・印鑑証明書(法人にあっては法人登記簿等)、そ
の他

【提出書類】
・道路境界明示申請書
・申請箇所の位置図、地籍図、字絵図
・隣接者等境界同意書
・測量図
・全部事項証明書
・委任状(必要時)
・その他

【申請者への提出書類】
・確認書
・隣接者等境界同意書
・測量図

種類 法定外公共物 法定外公共物 法定外公共物 法定外公共物

目的

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

内容

提出書類

・農道・水路・法定外公共物に関する境界協定申請処理については、合併時に、新たに制度等を制定する。

・各市町村で事務処理を行っているが、事務
処理手順等取扱いが異なっている。
・申請書様式、事務手順等事務内容につい
て、整備、統一する必要がある。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【里道に関する境界協定申請処理】 産業経済部会　　農業土木分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 課題・問題点

種類 里道 里道

目的

農道と里道との関係については基本的には農道管
理者が道路敷地の所有権を取得し、占用と所有の
同一を図る。

里道の境界を確定し、管理を適正に行う。

内容

法定外公共物(里道)を拡幅等により農道認定して
いる場合には、この農道敷地の所有権を取得する
方法として道路法90条2項による譲与又は貸付の
手続きが必要である。実情としては、過去道路改良
等の拡幅がなされていない農道については、上記
手続きが行われていない。このような農道について
は境界確定や用途廃止についての申請は国有財
産管理者である都道府県知事(土木事務所)にお
願いしている。

国有財産で譲渡を受けた里道について、民有地と
の境界の確認作業

提出書類

･公共用地境界確定申請書
･申請箇所の位置図、地籍図、字絵図
・隣接者等境界同意書
・測量図等

該当なし

・里道に関する境界協定申請処理については、合併時に、新たに制度等を制定する。

・各市町村で事務処理を行っているが、事務処理
手順等取扱いが異なっている。
・申請書様式、事務手順等事務内容について、整
備、統一する必要がある。

その他町村

里道



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【土地改良関係負担金】 産業経済部会　　農業土木分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

県負担金
（平成13年度）

・農地集団化推進協議会負担金　　　       5,000円
・農道台帳管理賦課金　　　　　　　        331,640円
・農業農村整備事業推進協議会負担金  50,000円
・県農業農村整備情報センター負担金　 50,000円
・棚田地域推進協議会負担金               20,000円
・県土地改良事業団体連合会賦課金    711,800円

・県農地集団化推進協議会負担金　　     25,000
円
・農道台帳管理賦課金　　　　　　           155,300円
・県農業農村整備事業推進協議会負担金 10,000
円
・県農業農村整備情報ｾﾝﾀｰ負担金 　　　10,000円
・県ほ場整備構造政策研究会負担金　    23,000円
・（社）農村環境整備ｾﾝﾀｰ会費　　　      100,000円
・県土地改良事業団体連合会賦課金
　　　　　　　　　　　　　　一般賦課金　　　　   6,000
円
　　　　                        特別賦課金　　    11,600円

・農地集団化推進協議会負担金              5,000円
・農道台帳管理賦課金　　　　              106,130円
・農業農村整備事業推進協議会負担金  50,000円
・県農業農村整備情報センター負担金    50,000円
・棚田地域等保全対策協議会負担金      20,000円
・（社）農村環境整備センター会費         100,000円
・ダム所在市町村全国協議会　　　　　　   20,000円
・県土地改良事業団体連合会賦課金
　　　　　　　　　　　　　　一般賦課金　　　　   6,000
円
　　　　                        特別賦課金　　  408,000円

・県農地集団化推進協議会負担金　        5,000円
・農道台帳管理賦課金　　　　　　　        170,000円
・県農業農村整備事業推進協議会負担金　50,000
円
・県農業農村整備情報センター負担金　  50,000
円
・（社）農業環境整備センター会費　　　　100,000円
・県農村振興技術連盟負担金　　　　　　  14,000円
・県土地改良事業団体連合会賦課金
　　　　　　　　　　　　　　 一般賦課金　　      6,000円
　　　　                        特別賦課金　　  198,750円
　

・県農地集団化推進協議会負担金　        5,000円
・農道台帳管理賦課金　　　　　　　　    　128,800円
・県農業農村整備事業推進協議会負担金　30,000
円
・県農業農村整備情報センター負担金   50,000円
・県農村振興技術連盟負担金　         　 　7,000円
・県土地改良事業団体連合会賦課金
　　　　　　　　　　　　　　一般賦課金　         6,000円
        　　　　　　　　　　 特別賦課金　     150,000円
　

川薩地域負担金
（平成13年度）

・川薩地区広域営農団地,農道等整備事業推進協
議会負担金　108,000円
・川薩地域農業農村整備事業推進協議会負担金
105,000円

・農業農村整備事業推進協議会会費（川薩地域）
27,900円
・川薩広域営農団地農道等整備事業推進協議会
負担金　30,000円

・川薩地区広域営農団地農道等整備事業推進協
議会負担金　91,000円
・川薩地域農業農村整備事業推進協議会負担金
64,000円

・川薩地区広域営農団地農道等整備事業推進協
議会負担金　   33,000円
・川薩地域農業農村整備事業推進協議会負担金
51,000円

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 課題・問題点

県負担金
（平成13年度）

・県農地集団化推進協議会負担金　        5,000円
・県農業農村整備事業推進協議会負担金 50,000
円
・県農業農村整備情報センター負担金　 50,000円
・県土地改良事業団体連合会賦課金
　                         特別賦課金　         300,000円
                           一般賦課金             　3,000円
・県市町村農村総合整備事業
　　　　　　　　　　連絡協議会会費　　　  　10,000円

・県農地集団化推進協議負担金　　　　    5,000円
・県農業農村整備推進協議負担金　　   10,000円
・県農業農村整備情報センター負担金  10,000円
・県土地改良事業団体連合会賦課金　  23,000円
・棚田保全協議会かごしま負担金         20,000円

・県農地集団化推進協議会負担金       　5,000円
・県農業農村整備事業推進協議会負担金 50,000
円
・県農業農村整備情報センター負担金　 50,000円
・県土地改良事業団体連合会
　　　　　　　　　　　　　一般賦課金 　　　 　　3,000円
　　　　　　　　　　　　　特別賦課金 　　　  196,200円

・県農地集団化推進協議会負担金　        4,500円
・県農業農村整備事業推進協議会負担金10,000
円
・県農業農村整備情報センター負担金　 10,000円
・（社）農業環境整備センター会費　　　　100,000円
・県土会連一般賦課金　　　　　　　　　　     3,000円

川薩地域負担金
（平成13年度）

・川薩地域農業農村整備事業推進協議会負担金
7,000円

・川薩地区農業農村整備推進協議会負担金
2,000円

・川薩地区農業農村整備推進協議会負担金
10,000円

・川薩地区農業農村整備推進協議会負担金900円

・土地改良関係負担金については、現行のまま新市に引き継ぐ。

・農道台帳賦課金については、全市町村が県土改
連に委託している。
・利子補給金や賦課金については、債務負担行為
を設定しており、継続する必要がある。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【土地改良事業分担金徴収】 産業経済部会　　農業土木分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

目的

土地改良事業に要する費用及び県が行う土地改良
事業について、土地改良法に基づき町が負担する
費用に充てるため、法による分担金及び地方自治法
による分担金徴収を行う。

土地改良事業に要する費用及び県が行う土地改良
事業について、土地改良法に基づき町が負担する
費用に充てるため、法による分担金及び地方自治法
による分担金の徴収を行う。

本町が行う小規模土地基盤整備事業に要する経費
に充てるため、地方自治法の規定による分担金の徴
収に関し、必要な事項を定める。

本町が行う土地改良事業に要する費用及び県が行う
土地改良事業について、土地改良法の規定に基づ
き本町が負担する費用に充てるため、地方自治法の
規定による負担金及び分担金の徴収に関し、必要な
事項を定める。

分担金の決定

事業に要する費用の総額から当該事業に係る国県
の補助を控除した範囲。

事業に要する費用の総額から当該事業に係る国県
の補助を控除した範囲。

事業に要する費用の総額から当該事業に係る国県
の補助及び町債を控除した額。

事業に要する費用の総額から当該事業に係る国県
の補助を控除した範囲。

区画整理・暗渠排
水事業

・事業費の10%
（区画整理については、測量設計費、換地計画費、
用地補償費、工事雑費、事務費は分担金対象外と
する。）

土地基盤整備に係る事業費の20%

農道整備事業

・計画幅員5.0m以上　　　　　   　　　　10%
・計画幅員以外のもので計画幅員4.0m以上　20%
・計画幅員3.0m以上4.0m未満　          30%

分担金なし 分担金なし

かんがい排水

・受益戸数の50%を超えるもの　　　10%
・受益戸数の50%未満のもの　　　 　5%
・受益標準面積0.3ｈａ以上　　　　10%

・事業費の10%

農地等災害復旧事
業

・事業に要する経費から補助金を控除した額の100分
の１０。

・事業に要する経費から補助金を控除した額の100分
の20。

・事業に要する経費から補助金を控除した額の100分
の20。

施工箇所ごとの事業に要する経費から補助金を控除
した額の100分の60。

飼料畑造成

その他

･土地改良区が事業主体となって徴収事務を行って
いる。

・土地改良事業分担金徴収については、合併時に、新たな制度等を制定する。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【土地改良事業分担金徴収】 産業経済部会　　農業土木分科会

調整方針（案）

分野名 下甑村 課題・問題点

目的

本村が行う土地改良事業（条例適用事業）に要する
費用の分担金徴収を定める。

分担金の決定

当該土地改良事業に要する費用の総額のうち附帯
事務費を除いた額から、事業費にかかる国、県補助
金を控除した額。

区画整理・暗渠排
水事業

土地改良事業に要する費用の総額のうち附帯事務
費を除いた額から、事業費にかかる国、県補助金を
控除した額の50%の額。

農道整備事業

かんがい排水

土地改良事業に要する費用の総額のうち附帯事務
費を除いた額から、事業費にかかる国、県補助金を
控除した額の50%の額。

農地等災害復旧事
業

土地改良事業に要する費用の総額のうち附帯事務
費を除いた額から、事業費にかかる国、県補助金を
控除した額の50%の額。

飼料畑造成

土地改良事業に要する費用の総額のうち附帯事務
費を除いた額から、事業費にかかる国、県補助金を
控除した額の50%の額。

その他

・里山等利用促進対策事業

土地改良事業に要する費用の総額のうち附帯事務
費を除いた額から、事業費にかかる国、県補助金を
控除した額の100%の額。

・土地改良事業分担金徴収については、合併時に、新たな制度等を制定する。

・各市町村の分担金の種目及び分担金の徴収率が
異なっている。また、土地改良区への補助金という形
で支出している団体もある。
・災害復旧事業の分担金の関係上、早急に分担金
の種目及び徴収率を統一する必要がある。

里村・上甑村・鹿島村
該当なし



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【土地改良区育成】 産業経済部会　　農業土木分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

名称
・川内市土地改良区 ・小野土地改良区 ・入来町土地改良区 ・山田土地改良区

・南瀬土地改良区
祁答院町土地改良区

設立
平成13年11月1日 昭和28年12月1日 昭和57年3月27日 山田　昭和２８年１２月１０日

南瀬　昭和３０年９月２７日
昭和43年3月22日

組合員
７，８３７名 ９６名 １，１０５名 山田　２２７名

南瀬　３３３名
1,364名

地区面積
２，８５９ha 23ha ５１８．８ｈａ 山田１８９ha

南瀬１３４ha
996ｈａ

総代数
１８５名 ５５名 総代制度なし 52名

理事・監事
・理事２２名
・監事　３名

・理事７名
・監事２名

・理事１８名
・監事　４名

山田　理事７名　　監事２名
南瀬　理事８名　　監事３名

･理事　６名
・監事　３名

運営補助方法
・運営に必要な経費補助
・人的補助

･年間通水補助金 ・運営に必要な経費補助（事務局職員の人件費，臨
時職員を含む）

・運営に必要な経費補助（定額） ・運営に必要な経費補助
・事務補助

事務局職員
市職員５名派遣（事務局長１名） 局長（経済課長）局長補佐（経済課係長兼務）会計

主任（事務局１名）
５名（会計主任１名、経済課長、耕地係３名）

職員の業務内容
農地の保全管理 土地基盤整備事業によるか借入金の償還事務及び

土地改良施設の維持管理
土地基盤整備事業による借入金の償還事務と土地
改良施設の維持管理。

管理施設
ため池,堰，用排水路

分野名 課題・問題点

名称

設立

組合員

地区面積

総代数

理事・監事

運営補助方法

事務局職員

職員の業務内容

管理施設

・土地改良区の育成については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
・土地改良区の合併については、将来統合するよう調整に努める。

・補助金、事務関係全般について、各市町村の土地
改良区への関わり合い方が異なるため、時間をかけ
て調整を行う必要がある。
・土地改良区の合併についても議論する必要があ
る。

里村・上甑村・下甑村・鹿島村
該当なし



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【農村公園維持管理】 産業経済部会　　農業土木分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 東郷町 祁答院町 その他町村

名称

天神ため池 ・倉野農村公園
・藤本農村公園

ふるさと水と土ふれあい公園 ・矢立農村公園・会田農村公園・早馬農村公園・桜
渡農村公園・湯之元農村公園・藺牟田公園・よりみち
広場（馬頃尾）中原公園

管理方法
委託契約 管理運営補助 委託契約

（藤川特産品販売所管理組合と管理委託契約を締
結）

委託契約・管理運営補助

管理内容

・水流機及び浄化装置の保守点検業務委託
・草刈り及び清掃等業務委託
・光熱費、給水負担金等の手続き

・倉野農村公園
中山間地域総合整備事業により造成された公園の
伐採及び清掃、又遊具や便所（浄化槽）等の点検・
水道料・電気料など管理運営。

・藤本農村公園
集落環境整備事業により造成された公園の伐採及
び清掃、又あずま屋や便所及び相撲場の点検・汲み
取り料・電気料・水道料などの管理運営。

①浄化槽保守点検業務委託
②草刈り、清掃等業務委託

①浄化漕等の保守点検・検査委託料
②草刈及び清掃等業務委託料
③水道・電気料

課題･問題点
・各市町村で管理方法が異なるため，時間をかけた
調整が必要である。
・条例を制定し、統一した中での管理が必要である。

川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【生態系保存資料館「アクアイム」】 産業経済部会　　農業土木分科会

調整方針（案）

分野名 祁答院町 課題･問題点

名称
生態系保存資料館｢アクアイム」

概要

１階　主に川内川水系の淡水魚の水槽、藺牟田池の
断面水漕、藺牟田池の地形模型、デルビジョン
２階　映写室、図書・閲覧室、藺牟田池周辺模型、
ベッコウトンボ関係展示

利用時間・休館日

・利用時間　冬時間　午前10時から午後４時まで
　　　　　　　　夏時間　午前10時から午後５時まで

・休館日　　毎週月曜日

管理
館長　1名、事務受付　1名

入館者数・入館料

・入館者　　　　１４，６５１人
・入館料　１，９６４，３６０円

・農村公園維持管理については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

該当なし

実績
(平成13年度）

〈13、14年度実績なし〉 ・倉野農村公園　192，000円
・藤本農村公園　197，000円

360，000円 ・矢立農村公園     　4,800千円
・会田農村公園     　　    6千円
・早馬農村公園     　　  34千円
・桜渡農村公園     　   293千円
・湯之元農村公園        18千円
・藺牟田公園             523千円
・よりみち広場（馬頃尾）140千円
・中原公園　　　　　　    106千円
　

・生態系保存資料館「アクアイム」の管理運営については、現行のまま新市に引き継ぐ。

その他市町村
該当なし ・祁答院町の生態系保存資料館の運営である。

・今後も引続き管理運営が必要である。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業

項目

県単独農道農村整備事業負担率一覧（単位：％、千円）

市 受益者 町 受益者 町 受益者 町 受益者 町 受益者 村 受益者 村 受益者 村 受益者 村 受益者

かんがい排水 45 45 10 45 10 55 27.5 27.5

畑作かんがい 45

区画整理 45 45 10 27.5 27.5

農道一般（基幹） (50)45 (50)55 (50)55 (50)55 (50)55 (50)55 (50)55

暗渠排水 45 25 30

客土 45

農地保全 45 27.5 27.5

農地開発 45

交換分合 45

施設整備 45

地区 4 4 3 4

実績
（平成１３年度） 55,655 66,400 33,900 34,695 127,940

市町村単独農道農村整備事業負担率一覧（単位：％、千円）

市 受益者 町 受益者 町 受益者 町 受益者 町 受益者 村 受益者 村 受益者 村 受益者 村 受益者

6

14,371

地区

実績
（平成１３年度）

県単独農業農村整備事業・市町村単独農業農村整備事業

県

東郷町 祁答院町 上甑村

上甑村 下甑村 鹿島村

・県の要綱に基づき事業の実施を行っているの
で、事務的には特に問題はないようである。
・受益者負担金が各市町村徴収する種目、徴収
しない種目があり、また負担率についても異なっ
ているので、調整の必要がある

調整方針（案）

入来町

・県単独農業農村整備事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。
・市町村単独農業農村整備事業については、新市に移行後速やかに調整する。

川内市 樋脇町 東郷町 祁答院町 里村

【県・市町村単独農業農村整備事業】 産業経済部会　農業土木分科会

川内市 樋脇町 入来町 鹿島村下甑村里村

課題・問題点

・県事業の採択基準に満たない事業を単独で行
うもので、事業内容・採択基準の統一、事務手順
の整備が必要である。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業

項目

農地農業用施設災害復旧事業負担率一覧（単位：％）

市 受益者 町 受益者 町 受益者 町 受益者 町 受益者 村 受益者 村 受益者 村 受益者 村 受益者

5 10 10 30 10以内 25
補助残10% 補助残20% 補助残20% 補助残60% 補助残20%以内 受益者負担なし 受益者負担なし 補助残50% 受益者負担なし

市町村農地農業用施設災害復旧事業負担率一覧（単位：％）

特別災害復旧事業

調整方針（案）

市単独特別災害復旧事業

事業の負担割合

実績
（平成13年度）

分類

事業概要及び
採択基準

市町村単独農地農業用施設災害復旧
事業

補助の対象

対象事業費

内　容

川内市の独自の事業であり、
生活環境部、土木部、都市計
画、教育委員会と関係のある
事業であるので、他の部会の
協議を待たなければ結論はで
ないが、当該事業要綱の中か
ら農地関係分を市単独農地農
業用施設災害復旧事業で事
業実施できれば、農地分を特
別災害事業から除外していた
だきたい。
他の部会での協議が済んでい
ないので、今のところ現行で残
したい。

農地は対象外
復旧費について
は、全額町負
担。

実績
（平成13年度）

３件
333，000円

該当なし

目　的

公共災害復旧事業等の対象とならない民有地につい
て農地及び宅地等の崩土除去や埋戻しの工事をされ
る場合、その経費の一部を補助する。

農地及び宅地に係る民有地の崩土除去
　対象者　所有者又は借地権者
　補助額　崩土除去に要する工事費が
　　　　　①75,000円未満は25,000円を控除した額
　　　　　②75,000円以上300,000円以下は2/3の額
　　　　　③300,000円を越える場合は200,000円
＊隣接地等から流入し、又は隣接地等へ流出した土砂の除
去又は埋戻しを行うための工事

下甑村祁答院町

－ 35 －

里村 上甑村

3535 35
農地農業用施設災害復
旧事業

農地災害

分類

－

国

－

農業用施設災
害

東郷町

入来町

１３万円以上４０
万円未満

川内市

１件
１９８千円

工事費１０万円以
上４０万円未満

工事費１０万円以
上４０万円未満の
被災で,、農地(工
事費×1/2)、農
業用施設(工事
費×2/3)

－35

工種　水路・農
道(農業用施設)

川内市 樋脇町 入来町

－ 35

40

農業用施設施設
のみ実施(工事費
４０万円未満の被
災・全額市負担)

補助災害採択要
件外のもので,公
共性・緊急性の
あるもの｡

農業者・土地改良
区・共同施工者・そ
の他町長が適当と
認める者が事業を
行う場合で、農地
及び農業用施設等
の災害復旧事業。

農業者・土地改良
区・共同施工者・そ
の他町長が適当と
認める者が事業を
行う場合で、農地
及び農業用施設等
の災害復旧事業。

東郷町

目　的

分類

被災金額400
千円以上

50

65

公共耕地災害復
旧事業で工事費
40万円に満たり
ない被災。

45

なし

祁答院町

農業用施設のみ
実施(工事費１３
万円以上４０万
円未満の被災・
全額市負担)

なし

工事費１０万円以
上４０万円未満

工事費１０万円以
上４０万円未満の
被災で、農地(工事
費-１０万円×
1/2)、農業用施設
(工事費－１０万円
×2/3)

なし

川内市 樋脇町
自然災害を受け
た農用地のうち
公共災害復旧の
適用を受けない
農用地等の災
害｡

里村 上甑村 下甑村
該当なし 該当なし該当なし

－－－－

－35 － 35 －

鹿島村
該当なし

－

35 －

・農地農業用施設災害復旧事業及び市町村単独農地農業用施設災害復旧事業並びに特別災害復旧事業については、合併時に新たに制度等を制定する。･

課題・問題点

各市町村農地や農業用施設
に対する制度に違いがあり、ま
た制度のある団体、ない団体
があり調整を行う必要がある。
災害復旧事業という性質上速
やかに調整を図る必要がある。

国の災害指定を
受けた年度の気
象災害におい
て、公共災害復
旧の適用を受け
ない農用地等の
災害。

－

該当なし

産業経済部会　農業土木分科会【農地農業用施設災害復旧事業等】

その他町村

農地農業用施設災害復旧事業・特別災害復旧事業

鹿島村



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業

項　目

漁港・海岸保全施設概要

里村 鹿島村 その他町

漁港管理者 村管理 村管理 県管理 県管理 該当なし

種類及び港数 第１種　１港 第２種　１港 第２種　１港

漁港名 唐浜漁港
第１種

寄田漁港
第１種

里漁港
第１種

小島漁港
第１種

中甑漁港
第４種

平良漁港
第２種

青瀬漁港
第１種

瀬々野浦漁港
第１種

片野浦漁港
第１種

芦浜漁港
第１種

手打漁港 藺牟田漁港
第２種

防波堤（ｍ） 154 120 314.0 542.6 340.5 340.9 227.0 876.3

護岸（ｍ） 836 76 62 900.7 1,986.2 411.0 399.0 80.0 4,032.7

用地護岸（ｍ） 104、-2.0

突堤（ｍ） 165

岸壁（ｍ） 30 95、-3.0 270.2

桟橋（浮桟橋）
(ｍ）
船揚場（ｍ） 231 30、-2.0 30.0 50.0 20.0 28.5 20.0 65.0

物揚場（ｍ） 130 185.0 165,-2.0 159,-2.0 180,-2.0 75.0,-2.0 665

航路（ｍ） 3,800 3,900 220,-2.0 1,255.0

泊地(㎡） 27,262 880 4000、-2.0 5,619,-3.0 4,621,-2.0 11,389,-2.0 2,413.0,-2.0 38,095.0

施設用地内道路
（ｍ） 637 254 423.0 497.6 336.0 423.5 371.0 1,571.7

臨港道路（ｍ） 245 1,571.7

橋梁（ｍ） 6.9 12.0 50.0

加工場用地（㎡） 1,654.3

野積場用地（㎡） 221.0 8,652.0

漁具保管修理場
用地（㎡） 8,857.8

漁港環境整備施
設用地（㎡） 5,292.8

公用・公共用施設
用地(㎡）

漁村再開発施設
用地（㎡）

漁港施設用地
（㎡） 14,801 4,255 1,052.7 10,218.9 5,334.7 3,076.3 3,447.0 39,825.6

航路標識（箇所） 1 2 2 3

公園広場等種類
及び数

緑地広場
1 1

公園広場等名称 唐浜漁港緑地
広場 小泊公園

公園広場（㎡） 4,503 5,292.8

維持管理内容 施設の維持補
修等

施設の維持補
修等

施設の維持補
修等

維持経費（平成13
年度） 40,000,000円 4,909,500円 5,000,000

防砂堤 266 160

防潮堤 620 123
導流堤 41

海岸保全施設 295

産業経済部会　水産分科会

漁港・海岸保全施設の維持管理

川内市 上甑村

【漁港・海岸保全施設の
維持管理】

下甑村

第１、２、４種　３港

村管理

第１種　４港

県管理

調整方針（案） ・漁港及び漁港に付随する公園等の管理については、新市に移行後、速やかに調整する。

・漁港施設等自然災害等で倒壊した場合の補
修などが主である。（軽微なもの）
・現在整備されている施設については財産につ
いては水産で担当するが、維持管理について
は管理公社等を整備した方が良いのではない
か。
・各市町村で管轄する港の数、管理形態が違う
ので把握する必要がある。
・市町村管理の漁港については、定期的（ゴミ
拾い、草刈り等）あるいは突発的に（台風等）管
理作業が伴う。

課題・問題点

航路浚渫・緑地広場の浚渫・施
設の維持補修等

施設の維持補修等 施設の維持補修等

3,219,000円

市管理

第１種　２港



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【漁港占用許可】 産業経済部会　　水産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

目的

漁港法の規定に基づき、漁港の管理を円滑に行う
ため。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

概要

漁港施設を一定期間占用し、又は当該施設に定
着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは
除去しようとするものに占用許可を行う。

占用料

占用料の減免

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 課題・問題点

目的

漁港法の規定に基づき、漁港の管理を円滑に行う
ため。

漁港法の規定に基づき、漁港の管理を円滑に行う
ため。

漁港法の規定に基づき、漁港の管理を円滑に行う
ため。

漁港法の規定に基づき、漁港の管理を円滑に行う
ため。

概要

小島漁港分の占用許可を作成し、漁港使用者に
送付する。

・下甑村長が管理する漁港を占用し、又は当該施
設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは除
去しようとするものに占用許可を行う。
・占用許可年限は特別に理由があると認めた場合
を除くほか一年を超えることが出来ない。

県の漁港内に構築物等を建てたり、場所を利用し
たりする場合に県に対して占用許可を行う。

占用料

村条例で徴収規定があるが附則で当分の間使用
料は徴収しない旨の規定があるため徴収はしてい
ない。

占用料の減免

工務又は台風その他の災害のため施設を利用しよ
うとすときは使用料を免除する。

・漁港占用許可については、現行のまま新市に引き継ぐ。

港内の電柱設置などに対する、占用許可事務手
続きであり各市町村同様の手続きである。
占用料等徴収条例を制定してないため，現在，行
政財産使用料として徴収している（川内市）



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【漁港使用料徴収】 産業経済部会　　水産分科会

調整方針（案）

分野名 上甑村 下甑村 鹿島村 里村 その他市町村 課題・問題点

概要

県条例に基づき,上甑村の県管理漁港の
使用料徴収及び納付。

県条例に基づき、県管理漁港所在地の下
甑村が手打漁港の使用料を徴収する。

水産業の発展を図り，これらにより国民
生活の安定と国民経済の発展とを寄与
するために，漁港を整備し，及びその維
持管理を適正にすることを目的とする。

該当なし

対象漁港

中甑漁港　　平良漁港 県管理漁港（手打漁港） 藺牟田漁港 里漁港

徴収方法

・使用料徴収（稼動橋使用料及び係船料）
は村と上甑村漁協と徴収委託契約を結び
漁協が徴収し,村が県へ納入する。
　　野積場使用料は、村が納入告知書を
発行し村が徴収する。

・甑島商船フェリーの係船料

徴収料は、毎月ごとに県に納めてから年
度末に徴収金額の３分の２を村経由で漁
協に交付。

・甑島商船フェリーの係船料

・藺牟田漁港を利用した船舶及び施設
利用者に月々使用料を徴収する。（漁
船は除く）

・甑島商船フェリーの係船料

委託先

上甑村漁協 下甑村漁協 鹿島村漁協 里村漁協

徴収の状況

稼動橋使用料及び野積場使用料は徴収
金額の３分の２が村へ
　　係船料は徴収金額の３分の２が漁協へ

使用料の納付（毎月）
委託料の受領（年度末）

使用料の納付（毎月）
委託料の受領（年度末）

使用料無料

・漁港使用料徴収制度については、現行のまま新市に引き継ぐ。

（その他）
県管理，市町村管理によって漁港使用料納付先
は異なるが，これまでの経緯等を踏まえて現行のま
ま新市に引き継ぐ。県管理漁港の使用料について
は市町村が漁協等に委託し，徴収している。（商船
等について）



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【水産物地方卸売市場】 産業経済部会　　水産分科会

調整方針（案）

分野名 川内市 課題・問題点

目的
水産物の消費者への円滑な流通促進 該当なし

概要

・所在地　　　　   川内市西開聞町２番７号
・開設年度　　    昭和２５年４月　公設民営
・敷地面積　      １,５１７．７８㎡
・建物構造　      木造平屋建（２５６㎡）
・卸売業者　      川内魚市場株式会社
　　　　　　　　      （代表取締役社長　鶴屋　賢了）
・資本金　　       １４,３００千円
・市場手数料　　 ７％
・買受人手数料　２／１０００（Ｈ１４年１１月～）
・使用料　　　　   月３０００円＋月売上額×１／１００
０×１２月  平成１１年１１月の使用料より１／２を減
免している。

売上の推移

Ｈ１１年度　２０４，９１６千円
Ｈ１２年度　１７２，１６０千円
Ｈ１３年度　１５３，１１８千円

川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【水産関係施設】 産業経済部会　　水産分科会

調整方針（案）

分野名 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 その他市町村

名称

･貸付
土地（里村里中樋３７８８－２）
　水産加工場施設
　漁船漁具保全倉庫施設
・管理委託
　里村農水産物加工センター
　里村水産物簡易加工処理施設
　里村漁船保全修理施設
　里村加工処理施設
　里村魚介類畜養施設

・上甑村ふるさと加工センター
・上甑村水産物荷さばき施設並びに鮮度保持施設
（上甑漁協中甑支所）
・上甑村水産物鮮度保持施設（冷蔵庫）
・上甑村資源培養型増殖場陸上育成施設（水槽）
・上甑村小島漁港上架施設（ドック）
・上甑村漁船漁業用保管施設（漁具倉庫）中甑港
・上甑村漁船漁業用保管施設（漁具倉庫）江石港
・アワビ種苗中間育成事業
・小島漁港水門管理

・下甑村離島物産開発センター
・下甑村離島物産開発センター資材倉庫

・鹿島村営製氷冷蔵施設
・鹿島村水産加工センター
・鹿島村漁船保全修理施設
・アワビ中間育成施設

該当なし

管理方法
委託契約（里村漁業協同組合）
　　　　　　（甑産業振興公社）

委託契約（上甑村漁業協同組合） 委託契約（下甑村漁業協同組合） 委託契約（鹿島村漁業協同組合）
課題・問題点

実績（平成１３年
度）

・貸付
　・土地（里村里中樋３７８８－２）　  　   無償
　・水産加工場施設　　　　　　　　　　　　無償
　・漁船漁具保全倉庫施設　　　　　 　　無償
・管理委託
　・里村農水産物加工センター         無償（漁協）
　・里村水産物簡易加工処理施設　  無償（漁協）
　・里村漁船保全修理施設　　　　　   無償（漁協）
　・里村加工処理施設　　　　　　　　   無償（漁協）
　・里村魚介類畜養施設　無償（甑産業振興公社）

・上甑村ふるさと加工センター　　                無償
・上甑村水産物荷さばき施設並びに鮮度保持施設
（上甑漁協中甑支所）　　無償
・上甑村水産物鮮度保持施設（冷蔵庫）　　   無償
・上甑村資源培養型増殖場陸上育成施設（水槽）
無償
・上甑村小島漁港上架施設（ドック）　　        無償
・上甑村漁船漁業用保管施設（漁具倉庫）中甑港
無償
・上甑村漁船漁業用保管施設（漁具倉庫）江石港
無償
・アワビ種苗中間育成事業　　委託料年間６００千
円
・小島漁港水門管理委託　　　委託料年間３６千円

・下甑村離島物産開発センター　　　　　　　　無償
・下甑村離島物産開発センター資材倉庫　　無償

・鹿島村営製氷冷蔵施設              無償
・鹿島村水産加工センター            無償
・鹿島村漁船保全修理施設          無償
・アワビ中間育成施設　　　　　　　　 無償

(加工施設）
村が事業主体となり事業を行い、建物は村所有。
上甑・下甑村は、管理運営を漁港と行い（無償）使
用料は徴収していない現状である。鹿島村は村営
で事業を行っている。
(その他）
市町村が施設等を持っているが、管理については
漁協等に委託をしている施設としていないものがあ
る。小規模な修理等については、漁協が負担して
いるが額の大きなものについては村が予算を組ん
でいる状況である。使用料を徴収していない施設
については譲渡も検討しているが、補助事業で導
入しているため、耐用年数などの問題も係わってく
る。

・水産物地方卸売市場については、現行のまま新市に引き継ぐ。移転計画は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

その他町村
・川内市のみ設置されており、移転計画がある。
・新市になった場合の水産物流を考えると、中心的
な市場を整備することが必要であると考えられるが
事前調査等が必要になってくる。

・水産関係施設の管理については、現行のまま新市に引き継ぐ。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【水産観光促進奨励金】 産業経済部会　　水産分科会

調整方針（案）

分野名 上甑村 課題・問題点

目的

本村水産・観光の振興に寄与するため、個人が水
産業並びに観光業等の業務に従事又は従事しよう
とする者（以下「従事者」という。）に対し、資金の一
部を助成し豊かな活力に満ちたふるさとを創造す
ることを目的とする．

該当なし

概要

対象事業費は、１０,０００千円以上。奨励金の額は
対象事業費の５％とし、最高限度額は１,０００千
円。

実績（平成１４年
度末）

平成14年度　・観光1件　  750千円
　　　　　　　　 ・水産4件　2,875千円

・水産観光促進奨励金制度については、４村を対象にし、合併時に、上甑村の例により調整する。

その他市町村
・水産業並びに観光業等の業務に従事等するもの
に対して資金の一部を助成する事業。
・上甑村の例により調整し、離島振興対策として甑
島地区限定として４村に広げる。
・定住構想も関連してくるので、企画課等との調整
が必要である。



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【損失補償並びに利子補給】 産業経済部会　　水産分科会

調整方針（案）

分野名 里村 下甑村

名称
漁業信用事業利子補給及び損失補償 漁協組織緊急再編対策事業に基づく整備借入金

利子補給補助事業

目的
里村漁業協同組合の信用事業合併時に譲渡不足
資金の利子補給を行う。

上甑村漁協基盤強化対策のため 上甑村漁協基盤強化対策のため 上甑村漁協基盤強化対策のため 下甑村漁協基盤強化対策のため

概要

漁協組織（信用事業）合併に基づく整備借入金
131,000,000円に対する１％の金利資金の融資を
受けた平成14年度から償還期限の平成23年度ま
での合計8,110,000円。

漁協組織緊急再編対策事業に基づく整備借入金
150,828,000円に対する1.0%の金利。平成14年から
23年まで10,933,976円。

・信用事業譲渡に伴う譲渡対価不足資金。
110,785,000円に対する1.0%の金利。平成14年～
23年まで6,377,159円。

・上甑村漁協が信用事業譲渡のため鹿児島県漁
業協同組合連合会から融資を受ける借入金に対
する損失補償。平成14年～23年まで損失補償金
109,564,000円。

・漁協の信用事業譲渡に係る借入金利息支払による
漁協の経営悪化を防止するために、村がその利息分
１%を漁協に利子助成する。
・譲渡不足金に対する利子補助。借入額
176,143,000円に対する1.0%の金利。平成14～23年
まで9,246,000円。

分野名 下甑村 その他市町 課題・問題点

名称

信用事業譲渡対価資金利子補給補助事業 信用事業譲渡対価資金利子補給補助事業 信用事業譲渡に伴う損失補償並びに利子補給 該当なし

目的

下甑村漁協基盤強化対策のため 鹿島村漁協の基盤強化策のため鹿島村漁協に補
助する

鹿島村漁協の基盤強化策のため鹿島村漁協に補
助する

概要

漁協組織緊急再編対策事業で信用事業を譲渡し
た漁協のうち、漁協が抱える固定化債権等に
113,000,000円の融資を行い、その借入に対して利
子補給する。
・漁協組織緊急再編対策事業に基づく整備借入
金。113,000,000円に対する1.0%の金利。平成14年
から23年まで8,647,000円。

　鹿島村漁協に対する譲渡不足資金利子補助，平
成１４年～２３年まで実施不足額１１５，７１２，１４０
円の１％（９，６０３，８２２円）の金利補助
　平成１４年度～２３年度までに４４，０００，０００円
の１．４５％（３，６５１，８９０円）鹿島村漁協に金利
補助（この事業は１２月議会に提案予定）

譲渡対価資金６０，０００，０００円に対する１．０％の
利子補給並びに損失補償

川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協定項目 　２３－１５　農林水産関係事業 【漁船建造資金利子補助】 産業経済部会　　水産分科会

調整方針（案）

分野名 下甑村 課題･問題点

名称
下甑村漁船建造資金利子補助

目的

本村に在籍する漁船の近代化を促進し、漁業の振
興と操業の安定を期するため利子補助を行う。

対象

総トン20トン未満の漁船建造、取得、又は改造のた
めに借り入れた資金の償還に係る利子。

概要

利子のうち、7%を上限とし、その範囲内で補助対象
者が支払った利子額の1/3の額。

実績（平成13年度）

延べ支払者　42名。　1,707,000円。

・漁協が信用事業譲渡に伴い、県漁業協同組合か
ら融資を受ける借入金に対する損失補償及び利子
補給。
・里村、上甑村、鹿島村、下甑村が各漁協合併の
ために実施している利子補給事業。漁港の資金借
入に対する市町村の利子補給事業であり、平成23
年度までの長期事業であるため返済終了まで予算
を組む必要がある。

・漁船建造資金利子補助制度については、４村を対象にし、漁業者に対する補助制度とし、合併時に、新たに制度等を制定する。

その他市町村
該当なし 下甑村のみ実施。（村単独事業）

・信用事業譲渡に伴う損失補償及び利子補給については、現行のまま新市に引き継ぐ。

上甑村
漁港信用事業実施基盤強化対策事業利子補給

鹿島村



   

（３）報告事項 

 

① 合併協定項目Ｃ・Ｄ群の協議状況について 
 

［全体的な事項］ 

   ・事務事業一元化調整方針の分類５「新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。」に

ついては、調整が 3 年後と聞いているが、3 年後はどのような方向で調整されるのか。なるべく早く明

確に調整案を示してほしい。（住民説明ができない。）（祁答院町） 

 

    ＊制度などが大きく異なるものもあり、合併時に一本化することでかえって不公平感を与える場合も

あることから「新市において調整」の取扱い方針もでてくる。各専門部会、分科会では、12月末まで

に可能な限りの細部調整を行う。 

 

 

・合併協定項目 Ｃ群一次協議について 

【提案日：８月２８日（第４回）】・【承認予定日：１０月２４日（第８回）】 

①財産の取扱いについて 

   資料変更・・・・１１６ページ 

 

 

 

 

②事務組織及び機構の取扱いについて 

  ・支所の「地域振興課」は「企画総務課」に名称変更してはどうか。 

東郷町支所について、「生涯学習課」に「文化財係」の設置。「建設課」の「地籍調査係」を「地域振興

課」に配置。（東郷町） 

  ・支所の教育課は、「教育長→教育部長→教育課長（支所）」という組織系統になるべきである。 

   これまで４村には、学校教育課長等が配置されてなく、教育長が業務を行ってきた。教育長がいなくな

ると学校教育課長等のポストを置く必要があり、上甑島・下甑島にそれぞれ配置（２名）してほしい。（下

甑村） 

  ・「コミュニティ課」は、日本語に、管財契約係は分けたほうがよい。（係が増えないよう財務１係、2 係

を統合）建設部に変更要望がある（課の順番、名称、係の統合、分離）。（川内市） 

  ・入来町の文化財係については、変更要望がある。（入来町） 

 

  ＊今後、事務組織調整会議・助役会議を開催し調整していく。 

 

 

 

③国民健康保険事業の取扱いについて 

  ・国保税については、構成市町村の医療費の給付内容、国保財政調整基金の保有額等給付事業を十分精査

のうえ、協議されたい。国保税の額をできるだけ早く市民に示されたい。 

  ・２村に係る不均一課税は理解するが、合併特例法の適用期間終了後に一挙に税額が上がるより、給付事

業等を考慮しながら、随時上げた方がよいのではないか。（川内市） 

   

＊市の税率及び国保財政調整基金については、分科会で協議中である。 

 

 

 

 



 

 

④介護保険事業の取扱いについて 

 

   特になし 

 

 

 

 

 

⑤児童福祉事業について 

  ・祁答院町では、出生祝金を第４子以降に支給しているが、調整方針案が廃止の方向で調整するとなって

いる。第４子以降の対象者が新市では多いのか。 

   また、少子高齢化対策に逆行するのではないか。（祁答院町） 

 

   

 

 

 

 

    ＊施策的には、少子高齢化に対応したいい制度と考えられるが、新市に拡大した場合、対象者が多く

財政的負担が大きいことから協議の結果、廃止することとなった。 

 

 

 

 

 

入来町・鹿島村は、第３子以降に一人10万円支給 

祁答院町第４子以降に一人10万円支給 

新市試算：10万円支給 平成13年度 第３子以降は、212人 2,120万円 

平成13年度 第４子以降は、 42人  420万円 



 

 

・合併協定項目 Ｄ群一次協議について 

【提案日：９月１１日（第５回）】・【承認予定日：１０月２４日（第８回）】 

 

①町名・字名の取扱いについて 

 

   特になし 

 

 

 

 

②自治会・行政連絡機構の取扱いについて 

 ・地区コミュニティ協議会は、小学校校区４７区に設置してはどうか。地区コミュニティセンターに職員を

配置してほしい。大きな地区と小さな地区と同じでよいのか。（川内市） 

 

  ＊６５地区で計画している。 

 

 

 

③窓口業務について 

 ・農業委員会の窓口業務についても支障がないよう各支所の組織・機構を充実してほしい。 

（祁答院町） 

  ＊事務分掌にて配置する。受付事務は支所に残る。 

 

 

 

 

 

④保健衛生事業について 

 ・甑４村診療所の調整方針について、「新市移行後も当分の間現行のとおりとし、運営方法等について随時

調整する。」とあり、当分の間が３年であれば３年後は統廃合するかのようにとらえられる恐れがある。 

  よって、「現行のまま新市に引き継ぐこととする。ただし、地域によっては診療科目等の調整を行うもの

とする。」に変更してほしい。（鹿島村） 

 

  ＊「随時調整する。」は、体制やサービスを向上させる方向での取りまとめたものである。 

 

 

 

 

⑤環境衛生事業について 

 ・衛生自治連絡協議会は、名称を衛生自治団体連合会の変更したほうがよいのではないか。 

 ・環境審議会は、一元化調整総括表の調整方針と異なっているので調整を。 

 ・最終処分場の管理については、合併前に施設の改善を行ってほしい。（川内市） 

 

  ＊細部については、協議調整中である。 

 

 

 



 

合併協定項目５号「財産の取扱い」について、次のとおり変更したい。 

 

 

 

       川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整基金別比較表  

【修正前】        専門部会 企画財政部会 

変更後の４区分                 

  １ 現行のまま新市に引き継ぐ（特定の地域・使途の扱い）ものとし，必要に応じ随時見直すもの。      

  ２ 新市に移行時に統合する（新市全体の扱い）。         

  ３ 新市に移行後，速やかに（１年以内）調整するもの（定額・貸付運用基金）。       

調整方針の分類 

  ４ 廃止するもの。               

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 専門部会 調整方針 

    
 国民健康保険出産費

資金貸付基金  
            住民健康福祉 2 

                                   

 

 

 

【修正後】 

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 専門部会 調整方針 

    
 国民健康保険出産費

資金貸付基金  
           住民健康福祉 ４ 

 

【変更の理由】 

  国民健康保険出産費資金貸付基金は、調整方針として「新市に移行時に統合する。」となっていたが、分科会の詳細協議の結果、これまで出産費の資金貸付実績は１

件のみであり、出産費についても国保加入者の補助事業で対応できることなどから、調整方針を「廃止とするもの。」へ変更するものである。 



応募総数 9,490 7,555

有効件数 8,362 　川内市 5,526

無効件数 1,128 　樋脇町 420

　入来町 287

　東郷町 347

応募用紙 4,006 　祁答院町 409

はがき・封書 374 　里村 239

FAX 104 　上甑村 138

ホームページ 1,296 　下甑村 117

持参 3,412 　鹿島村 72

計 9,490 1,564

　北海道・東北 98

応募名称種類 　関東 558

応募名称種類 2,553 　信越・北陸 73

　東海 155

　近畿 368

　中国 87

　四国 39
　九州・沖縄
　（鹿児島県除く）

1

14

9,490

　②　新市名称公募結果について

川薩地区

応募数一覧表

応募方法別件数

地区別応募件数

356

186

計

その他 298 (川薩地区除く）
鹿児島県

他都道府県計

国外

名称種類については別冊のとおり

住所不明



   

 
③ 事務の進捗状況について 

項   目 進  捗  状  況 

協議会だより 
・９月３０日：第３号発送（第４・第５回協議会） 

・第４号は１０月末発送予定 

ホームページ 

・ 平成１５年７月１０日：ホームページ開設 

平成１５年９月３０日現在 アクセス件数 ７，２４３件 

ホームページアドレス http://www.sensatu-gappei.kagosima.jp 

議事録作成 
・第５回議事録 ９月２９日：調製・関係市町村発送 

・第６回議事録は１０月下旬発送予定 

新市名称募集 ・募集期間：平成１５年８月２５日～９月２５日 応募件数９，４９０件 

新市まちづくり計画 

（計画班） 

・ 9月25日 第 ６回協議会において計画原案審議① ※ 

・10月 ７日 第 ７回協議会において計画原案審議② ※ 

[今後の予定] 

・10月 ８日 政策検討部会⑤ 

・10月21日 政策検討部会⑥／財政検討部会⑤ 

・10月24日 プロジェクト会議③ 

・10月28日 政策検討部会⑦／財政検討部会⑥ 

・10月31日 プロジェクト会議④ 

・11月13日 第 ９回協議会において修正案提案   ※ 

・11月26日 第10回協議会において修正案審議（案確定）※ 

・11月27日～計画案について県知事協議・回答 

・12月24日 第11回協議会において計画決定 

事務事業一元化関係 

(調整班) 

・各専門部会、分科会開催状況（９月１6日～９月30日） 

専門部会 延べ    3回 

  分科会  延べ  57回 

 

・調整会議開催状況 

  地域情報化調整会議（作業部会）      1回 

・議会議長会議                1回 

・教育長会議                               1回 

 

［次期提案項目］ 

・10月24日 Ｇ群提案 

「議会議員の定数及び任期の取扱い」 

「農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」 

「交通関係事業」・「商工・観光関係事業」 

「建設関係事業」・「学校教育事業」 

「コミュニティ施策」 

「社会教育事業」 

 

［今後の作業］ 

・各専門部会、分科会で事務事業再調整作業（分科会協議に併せ随時） 

・合併協定項目議案調製作業（7月～11月） 

・例規原案作成作業（7月～Ｈ16.3月） 

・事務処理マニュアル作成作業（7月～Ｈ16.3月） 

・地域情報化計画策定作業（7月～12月） 

 



 

 

④ ９専門部会の進捗状況について（平成15年７月10日～平成15年9月30日） 

部 会 名 進    捗    状    況 

総務部会 

これまでに専門部会２回、分科会（５分科会）を延べ２０回開催し、事務事業の再調整及

び協定項目の議案調整を行うとともに、事務組織機構調整会議を４回、助役会議を１回(２

日)開催し、新市の組織機構について協議した。なお、消防団の取扱いについて消防団長会

議を１回開催した。 

 今後、各協定項目議案の調整と各分科会による事務事業の詳細なすり合わせ協議と併せて

文書法制・選挙・庁舎管理分科会に設置した例規作業部会を中心に各専門部会の協力を得な

がら、例規一元化作業を進める。 

企画財政部会 

 これまでに専門部会を６回、分科会（８分科会）を延べ２３回開催し、事務事業の再調整、

調整項目分類（ランク分け）の見直し、協定項目の議案調整を行った。 

 また、地区コミュニティ調整会議を１回開催し、新市まちづく計画原案における地区コミ

ュニティ協議会の考え方や今後のスケジュールについて検討した。 

今後の予定としては、各協定項目議案の調整と各分科会による事務事業の詳細なすり合わ

せ協議を行いながら、例規一元化作業も同時に進めることとしている。 

  

産業経済部会 

これまでに専門部会を４回、分科会（８分科会）を延べ３８回開催し、事務事業の再調整、

詳細な事務事業のすり合わせ協議に向けてのスケジュール調整、例規一覧表の確認及び議案

調整を行った。 

今後は、引き続き各分科会による事務事業の詳細なすり合わせ及び例規一元化作業を進め

ることとしている。 

住民健康福祉部会 

これまでに専門部会２回、分科会（５分科会）を延べ２５回開催し、事務事業の再調整及

び協定項目の議案調製を行った。 

 今後も、各協定項目に係る議案の調製と各分科会による事務事業の詳細なすり合わせ協議

を行うこととしている。 

社会福祉協議会においては、事務局長会議及び専門部会等も開催され、事務事業の一元化

調整等について協議された。 

なお、今後早急に社協との合同分科会を開催することとしている。 

建設部会 

 これまでに専門部会３回、分科会（５分科会）を延べ１５回開催し、事務事業の再調整・

詳細なすり合わせ協議に向けてのスケジュール調整、例規一覧表の確認及び協定項目議案調

製を行った。 

現在、各分科会で事務事業の詳細なすり合わせ及び例規一元化作業の協議中である。  

上下水道部会 

 これまでに専門部会１回、各分科会（４分科会）を延べ２０回開催し、例規一覧表の確認

及び事務事業の詳細なすり合わせ協議に向けてのスケジュール等について協議した。 

 現在、各分科会で事務事業の詳細なすり合わせ及び例規一元化作業の協議中である。  

教育部会 

 これまでに専門部会４回、各分科会（６分科会）を延べ３５回開催し、事務事業の再調整、

各協定項目議案、例規一覧表の確認及び事務事業の詳細なすり合わせ協議に向けてのスケジ

ュール等について協議した。また、第２回教育長会を開催し、新市の組織機構等について協

議した。 

 現在、各分科会で事務事業の詳細なすり合わせ協議中である。 

電算情報部会 

これまでに専門部会２回、分科会を５回開催し、事務事業の調整、システム統合作業、ネ

ットワークの考え方などについて協議し、また、地域情報化調整会議を２回、同作業部会を

５回開催し、住民アンケート調査の実施、計画案の協議など地域情報化計画策定作業を行っ

た。 

今後は、新市のネットワークのあり方やシステム統合作業などに重点を置き、各分科会で

の詳細協議に携わることとし、地域情報化調整会議及び作業部会では、地域情報化計画策定

作業を進めていく予定である。 

議会・監査部会 

これまでに議会、監査専門部会をそれぞれ３回ずつ開催し、事務事業の再調整及び協定項

目の議案調整を行うとともに、議長会を５回開催し、「議会議員の定数及び任期の取り扱い

について」協議中であるが、各市町村の意見集約を図り、議長会としての調整方針を整理し

たい。 

 これからの予定としては、協定項目の議案調製及び事務事業の詳細なすり合わせ協議を進

める予定である。 

 



 

 

⑤ 一部事務組合について 
 

（参 考：川西薩地区での協議経過） 

月 日 会議名 協議事項 確認事項 

平成15年 

4月25日 

３地区法定協

議会事務局意

見交換会 

・全体スケジュール 

・一部事務組合の現状 

・一部事務組合調整の考え方 

・調整スケジュール 

・関係一部事務組合会議の開催 

・スケジュールの一番早い日置に合わせて協議を

進める。 

・構成市町村、組合、法定協間での協議が必要 

・県へ県内法定協事務局長会議の開催要請 

5月28日 ３法定協共催

一部事務組合

等意見交換会 

・法定協概要及びスケジュール等

確認 

・業務別会議 

各組合の現状、組合の方針、今

後の協議の進め方 

・まず組合構成市町村で協議を進める。 

・6月中を目処に協議を進める。 

・構成市町村、組合、法定協間での協議が必要 

 

6月23日 川西薩地区・薩

摩東部地区事

務局長協議 

 

・解散の考え方について 

・一部事務組合調整の考え方 

・今後の協議について 

・10月11日は、解散ではなく2町（入来町、祁

答院町）の脱退である。 

・脱退、財産処分等については構成町すべての議

会の可決が必要である。 

・法的な手続きや法解釈の不明確な部分（解散、

消滅）、財産処分や一部事務組合職員の取扱い等

について、県に照会し、今後調査していく。 

・お互いに知識、資料の交換を行う。 

・今後、助役会議及び法定協幹事長会議、法定協

会長協議、管理者協議を進めていく。 

6月30日 

 

入来町・祁答院

町・川西薩地区

法定合併協議

会事務局意見

交換会 

 

・これまでの経過について 

・２町の方針について 

・今後の協議について 

・東部衛生処理組合を脱退、解散する場合の法的

問題点を整理し、協議していく。 

・一部事務組合は、すべて同列で協議するのでは

なく、業務ごとに状況が異なるので、それぞれで

協議していく。 

・今後、助役会議及び法定協幹事長会議、法定協

会長協議、管理者協議を進めていく。 

7月４日 川薩地区介護

保険組合担当

課長会 

・組合の概要及び現状等の説明 

・解散するとした場合の問題点 

財産について 

（財政調整基金・公用車） 

合併期日の時期のズレによる対処

 

・次回、課題問題点について、持ちより、協議す

る。 

  

 



 

 

 ※ 協議経過 [川薩地区] 

 

月 日 会議名 協議事項 確認事項 

7月11日 祁答院地区消

防組合議会全

員協議会 

[薩摩東部地区合併協議会]

祁答院地区消防組合の調整

方針について 

［祁答院地区消防組合での調整方針案］ 

「祁答院町は、川薩地区新市施行の前日（平成 16 年

10月11 日）に祁答院地区消防組合を脱退し、新市に

おいて業務を行う。 

財産処分、職員の処遇については、今後協議する。」

という管理者の方針が示された。 

＊祁答院町分を抜粋 

7月14日 薩摩東部地区

法定協事務局

と打合せ 

祁答院地区消防組合の調整

方針について 

今後のスケジュールについ

て 

・祁答院地区消防組合の調整方針について、川薩地区

でも確認、協議していく。 

・他組合の調整についても、9 月提案を目処に共通の

スケジュールにより作業を進める。 

・財産処分や職員の処遇については、複数案を提示し

協議していく。（薩摩東部地区で資料は作成する。） 

7月16日 薩摩郡東部衛

生処理組合関

係５町助役会

議 

これまでの協議経過 

組合の基本方針について 

協議スケジュールについて 

協議事項について 

・解散の考え方は、平成 16 年 10 月入来町・祁答院町の

脱退、平成17 年1 月解散（消滅） 

・一部事務組合の調整については、各町とも住民、議会

へ説明が必要であり、その判断材料となる資料作成が必

要である。 

・合併の伴う問題については、幹事会及び担当係長で

問題の整理を行い、今後の判断材料にしていく。 

・判断材料となる資料については、両地区で共有する。

7月23日 

 

一部事務組合

等協議スケジ

ュール説明会 

 

各一部事務組

合事務局長 

業務担当課長 

これまでの協議経過 

今後の協議のスケジュール 

協議の進め方 

調査事項等 

・最終議案調整を 8 月25 日とし、それまでに調整方針案

を協議し、決定する。 

・業務別会議を開催する。 

・組合構成市町村の助役、首長協議、関係組合の管理者

協議を行う。 

・考えられるパターンの試算等を行い、関係市町村へ示

す。 

8月6日 

 

薩摩東部地区

法定協事務局

と打合せ 

これまでの協議経過 

スケジュールの確認 

・協議検討に必要な資料の作成依頼 

・関係市町村等協議の設定を依頼 

8月6日 

 

西薩衛生処理

組合構成市町

担当課長会議 

（1市2町） 

組合の調整方針（案） 

今後のスケジュール 

 

・組合を構成する 1 市2 町は、合併関係市町にすべて含

まれるため、組合は解散することとなる。 

・新市での体制を想定し、協議を進める。 

8月18日 業務別（ごみ処

理）打合せ 

川内市・樋脇

町・入来町・祁

答院町 

現状報告 

意見交換 

・ごみ処理業務の現状把握と課題・問題点の把握 

8月19日 県副知事、総務

部長等と協議 

一部事務組合の取扱い調整

依頼 

一部事務組合の枠組みは、地域の協議課題であるが、

再編に伴う起債償還・財産処分等に係る法的な課題の整

理について、全県統一的な調整を県に依頼した。 

 



 

 

 

 

月 日 会議名 協議事項 確認事項 

8月25日 

 

樋脇町・串木野

樋脇清掃組合

と打合せ 

現状報告 

組合の取扱い 

・今後の協議について 

 

8月27日 

 

薩摩東部地区

法定協事務局

と打合せ 

これまでの協議経過 

スケジュールの確認 

・５町助役、担当課長会議の開催 

・両法定協幹事長会議の設定要請 

 

9月9日 薩摩郡東部衛

生処理組合関

係５町助役会

議 

組合基本方針の協議 ・組合基本方針に対する合併協議会事務局及び構成市

町村長協議の開催 

9月12日 薩摩東部地区

法定協事務局

と打合せ 

これまでの協議経過 

スケジュールの確認 

・両法定協幹事長会議の開催（9 月中） 

 

9月17日 県協議 協議状況の報告 

起債償還、財産処分等の在り

方について協議 

 

9月19日 鹿児島県町村

会打合せ 

町村会関係各組合等の調整

方針報告 

今後の協議について 

・各組合の体制について 

・今後の協議について 

9月26日 薩 摩 東 部 地

区・川薩地区両

法定協正副幹

事長・事務局長

等協議 

一部事務組合の取扱い 

これまでの協議経過 

スケジュールの確認 

・1 市７町、市町長会議を開催する。 

10月1日 １市７町市町

長意見交換会 

薩摩東部地区関係一部事務

組合調整方針（案） 

今後の進め方 

・祁答院地区消防組合・祁答院地方卸売市場組合・祁答

院地区土地開発公社祁答院町支社・祁答院地区視聴覚

教育協議会の基本方針については合意。 

・薩摩郡東部衛生処理組合・川薩地区介護保険組合に

ついては、10 月中旬までに基本方針の確認を行う。 

・財産処分及び職員の取り扱いについては、今後協議す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（４）その他 
 

① 次回協議会の開催等について 

会議名 日 程 会場 協議内容 

第５回小委員会 
１０月１４日（火）

午前１０時３０分～

川内ホテル 

（川内市） 
・新市名称候補２０点程度に絞込み 

第７回幹事会 
１０月１６日（木）

午後１時３０分～ 

里村中央公民館 

（里村） 

協議内容 

・第８回協議会資料案について 

・合併協定項目 Ｈ群提案 

◎ 事務事業の一元化に関わる事項 

  -一般職の職員の身分の取扱い 

-特別職の職員の身分の取扱い 

◎各種事務事業の取扱い 

 -生活保護事業 

 -その他福祉事業 

 -その他事業 

第８回協議会 
１０月２４日（金）

午後１時３０分～ 

いこいの村いむた池 

（祁答院町） 

協議内容 

・合併協定項目 Ｃ Ｄ群承認 

◎ 事務事業の一元化に関わる事項 

 -財産の取扱い 

 -事務組織及び機構の取扱い 

 -国民健康保険事業の取扱い 

 -介護保険事業の取扱い 

 -町名・字名の取扱い 

 -自治会・行政連絡機構の取扱い 

◎各種事務事業の取扱い 

 -児童福祉事業 

 -窓口業務 

 -保健衛生事業 

 -環境衛生事業 

・合併協定項目 Ｇ群提案 

◎事務事業の一元化に関わる事項 

‐議会議員の定数及び任期の取扱い 

‐農業委員会委員の定数及び任期の

取扱い 

◎各種事務事業の取扱い 

-交通関係事業 

-商工・観光関係事業 

-建設関係事業 

-学校教育事業 

-コミュニティ施策 

-社会教育事業 他 

 
 



川薩地区法定合併協議会

②　合併協定項目 市町村協議スケジュール（全体）

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第１０回 第１１回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回

7月10日 7月24日 8月12日 8月28日 9月11日 9月25日 10月7日 10月24日 11月13日 11月26日 12月24日 1月15日 1月29日 2月12日 2月26日 3月25日

第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 任意設定 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回

8月7日 8月22日 9月4日 9月18日 10月2日 10月16日 11月6日 11月20日 11月25日 12月18日 1月8日 1月22日 2月5日 2月19日 3月18日

1 1 基 第8号提案・決定

2 2 基 第9号提案・決定

3 4 基 第10号提案・決定

4 11 第3号提案 第14号承認

5 23 -3 電算システム 第4号提案 第15号承認

6 14 第5号提案 審議・承認

7 15 第6号提案 審議・承認

8 23 -18 上・下水道事業 第7号提案 審議・承認

9 8 第９号提案 審議・承認

10 16 第１０号提案 審議・承認

11 23 -10 障害者福祉事業 第１１号提案 審議・承認

12 23 -11 高齢者福祉事業 第１２号提案 審議・承認

13 5 幹事会協議 第13号提案 審議・承認

14 12 幹事会協議 第14号提案 審議・承認

15 19 幹事会協議 第15号提案 審議・承認

16 20 幹事会協議 第16号提案 審議・承認

17 23 -12 児童福祉事業 幹事会協議 第17号提案 審議・承認

18 17 幹事会協議 第18号提案 審議・承認

19 22 幹事会協議 第19号提案 審議・承認

20 23 -7 窓口業務 幹事会協議 第20号提案 審議・承認

21 23 -8 保健衛生事業 幹事会協議 第21号提案 審議・承認

22 23 -9 環境衛生事業 幹事会協議 第22号提案 審議・承認

23 18 幹事会協議 第23号提案 審議・承認

24 23 -1 男女共同参画事業 幹事会協議 第24号提案 審議・承認

25 23 -4 広報広聴事業 幹事会協議 第25号提案 審議・承認

26 23 -22 情報公開制度 幹事会協議 第26号提案 審議・承認

27 13 幹事会協議 第27号提案 審議・承認

28 21 幹事会協議 第28号提案 審議・承認

29 23 -2
友好都市・国際交流
事業

幹事会協議 第29号提案 審議・承認

30 23 -5 消防防災関係事業 幹事会協議 第30号提案 審議・承認

31 23 -15 農林水産関係事業 幹事会協議 第31号提案 審議・承認

32 6 幹事会協議 提案 審議・承認

33 7 幹事会協議 提案 審議・承認

34 23 -6 交通関係事業 幹事会協議 提案 審議・承認

35 23 -16 商工・観光関係事業 幹事会協議 提案 審議・承認

36 23 -17 建設関係事業 幹事会協議 提案 審議・承認

37 23 -19 学校教育事業 幹事会協議 提案 審議・承認

38 23 -20 コミュニティ施策 幹事会協議 提案 審議・承認

39 23 -21 社会教育事業 幹事会協議 提案 審議・承認

40 9 幹事会協議 提案 審議・承認

41 10 幹事会協議 提案 審議・承認

42 23 -13 生活保護事業 幹事会協議 提案 審議・承認

43 23 -14 その他福祉事業 幹事会協議 提案 審議・承認

44 23 -23 その他事業 幹事会協議 提案 審議・承認

45 3 基 （要綱） （継続協議） （審議） 幹事会協議 提案 審議・承認

46 24 B 第8号原案提案 一次集約 原案審議① 原案審議② 修正案提案 二次集約 修正案審議 計画決定

二次協議

一次協議

協定書案協議

条例、規則等の取扱い

使用料･手数料の取扱い

公共的団体等の取扱い

地方税の取扱い

補助金・交付金等の取扱
い

財産の取扱い

自治会・行政連絡機構の
取扱い

一部事務組合等の取扱い

事務組織及び機構の取扱
い

国民健康保険事業の取扱
い

介護保険事業の取扱い

町名・字名の取扱い

新市まちづくり計画（新市
建設計画）

一般職の職員の身分の取
扱い

新市の名称

特別職の職員の身分の取
扱い

二次協議一次協議

各市町村
回答

各市町村
回答

一次協議 二次協議

二次協議一次協議
各市町村

回答

協議会

幹事会

S

A

B

合併の方式

合併の期日

事務所の位置

協定書案提案 協定書案協議 協定書案協議 協定書案協議
廃置分合
議決報告

C

D

E

F

G

H

各市町村
回答

（一次協議）

協定書案承認

【調印式】
廃置分合議案

消防団の取扱い

各市町村
回答

議会議員の定数及び任期

農業委員会委員の定数及
び任期

慣行の取り扱い

市町村協議期間

市町村協議期
間

市町村協議期間

市町村協議期
間

市町村協議期間

市町村協議期間

市町村協議期間

市町村協議期間

市町村住民説明会 廃置分合議案
各市町村議決
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　 提案時期 確認時期 協議状況

1 1 第１回協議会(H15.7.10) 第１回協議会(H15.7.10) 確認済

2 2 第１回協議会(H15.7.10) 第１回協議会(H15.7.10) 確認済

3 3 第3回協議会で公募方法等・選定基準等を確認。　8／25～9／25公募

4 4 第１回協議会(H15.7.10) 第１回協議会(H15.7.10) 確認済

5 5 第４回協議会(H15.8.28) 持ち帰り協議中

6 6

7 7

8 8 第３回協議会(H15.8.12) 第６回協議会(H15.9.25) 確認済

9 9  

10 10 　

11 11 第１回協議会(H15.7.10) 第２回協議会(H15.7.24) 確認済

12 12 第４回協議会(H15.8.28) 持ち帰り協議中

13 13 第７回協議会(H15.10.7)

14 14 第２回協議会(H15.7.24) 第６回協議会(H15.9.25) 確認済

15 15 第２回協議会(H15.7.24) 第６回協議会(H15.9.25) 確認済

16 16 第３回協議会(H15.8.12) 第６回協議会(H15.9.25) 確認済

17 17 第５回協議会(H15.9.11) 持ち帰り協議中

18 18 第６回協議会(H15.9.25) 持ち帰り協議中

19 19 第４回協議会(H15.8.28) 持ち帰り協議中

20 20 第４回協議会(H15.8.28) 持ち帰り協議中

21 21 第７回協議会(H15.10.7)

22 22 第５回協議会(H15.9.11) 持ち帰り協議中

23 23-1 第６回協議会(H15.9.25) 持ち帰り協議中

24 23-2 第７回協議会(H15.10.7)

25 23-3 第１回協議会(H15.7.10) 第２回協議会(H15.7.24) 確認済

26 23-4 第６回協議会(H15.9.25) 持ち帰り協議中

27 23-5 第７回協議会(H15.10.7)

28 23-6

29 23-7 第５回協議会(H15.9.11) 持ち帰り協議中

30 23-8 第５回協議会(H15.9.11) 持ち帰り協議中

31 23-9 第５回協議会(H15.9.11) 持ち帰り協議中

32 23-10 第３回協議会(H15.8.12) 第６回協議会(H15.9.25) 確認済

33 23-11 第３回協議会(H15.8.12) 第６回協議会(H15.9.25) 確認済

34 23-12 第４回協議会(H15.8.28) 持ち帰り協議中

35 23-13

36 23-14

37 23-15 第７回協議会(H15.10.7)

38 23-16

39 23-17

40 23-18 第２回協議会(H15.7.24) 第６回協議会(H15.9.25) 確認済

41 23-19

42 23-20

43 23-21

44 23-22 第６回協議会(H15.9.25) 持ち帰り協議中

45 23-23

46 24 第３回協議会(H15.8.12) 協議中

③　合併協定項目（４６項目）の協議状況

その他事業

新市まちづくり計画

上・下水道事業

学校教育事業

コミュニティ施策

社会教育事業

農林水産関係事業

商工・観光関係事業

建設関係事業

情報公開制度

高齢者福祉事業

児童福祉事業

生活保護事業

その他の福祉事業

窓口業務

保健衛生事業

環境衛生事業

障害者福祉事業

電算システム事業

広報広聴関係事業

消防防災関係事業

交通関係事業

消防団の取扱い

自治会・行政連絡機構の取扱い

男女共同参画事業

友好都市・国際交流事業

町名・字名の取扱い

慣行の取扱い

国民健康保険事業の取扱い

介護保険事業の取扱い

一部事務組合等の取扱い

使用料、手数料等の取扱い

公共的団体等の取扱い

補助金、交付金等の取扱い

一般職の職員の身分の取扱い

特別職の身分の取扱い

条例、規則等の取扱い

事務組織及び機構の取扱い

合　併　協　定　項　目

合併の方式

合併の期日

新市の名称

地方税の取扱い

新市の事務所の位置

財産の取扱い

議会議員の定数及び任期の取扱い

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い



   

 

平成１５年度 川薩地区法定合併協議会 協議日程(予定)について 

月 日 曜日 時間 会議名 協議内容 合併協定協議項目 会場 

3 木 13:30    ・合併協定項目 S 群提案 

川内市  

ホテル太陽 

パレス 

10 木 13:30 

設置会議 

第1 回協議会 

第1 回小委員会 

・新市まちづくり計画策定方針 

・新市名称募集要項等提案 

・基本3 項目提案・決定 

・合併協定項目 S 群提案 

川内市  

ホテル太陽 

パレス 

17 木 13:30 第1 回幹事会   ・合併協定項目A , B 群提案 

川内市 

サンアリーナ

せんだい 

24 木 13:30 
第2 回協議会 

第2 回小委員会 

・新市名称募集要項等承認 

・町名・字名について 

・合併協定項目 Ｓ群決定 

・合併協定項目 A 群提案 

祁答院町 

いこいの村 

いむた池 

7 

31 木 13:30 協議会 予備     
ホテル太陽パ

レス 

7 木 13:30 第2 回幹事会  ・合併協定項目 Ｃ群提案 

入来町 

文化ホール 

別館 

12 火 13:30 
第3 回協議会 

第3 回小委員会 

・新市まちづくり計画原案提案 

・町名・字名について 
・合併協定項目 Ｂ群提案 

樋脇町 

ホテル 

グリーンヒル

22 金 13:30 第3 回幹事会 
                      

              
・合併協定項目 Ｄ群提案 

東郷町 

アミティプラザ

東郷 

8 

28 木 13:30 第４回協議会  ・合併協定項目 Ｃ群提案 

川内市 

ホテル太陽 

パレス 

4 木 13:30 第4 回幹事会  ・合併協定項目 Ｅ群提案 
川内市 

おおとり荘 

11 木 13:30 
第5 回協議会 

第4 回小委員会 
  ・合併協定項目 Ｄ群提案 

川内市 

ホテル太陽 

パレス 

18 木 13:30 第5 回幹事会 ・新市まちづくり計画原案審議① ・合併協定項目 F 群提案 

川内市 

サンアリーナ

せんだい   

9 

25 木 13:30 第6 回協議会 ・新市まちづくり計画原案審議① 
・合併協定項目 Ａ B 群決定 

・合併協定項目 E 群提案 

祁答院町 

いこいの村 

いむた池 

2 木 13:30 第6 回幹事会 ・新市まちづくり計画原案審議② ・合併協定項目 G 群提案 

川内市 

サンアリーナ

せんだい   

７ 火 13:30 第7 回協議会 ・新市まちづくり計画原案審議② ・合併協定項目 F 群提案 

樋脇町 

ホテル 

グリーンヒル

14 火 13:30 第5 回小委員会 ・新市名称２０点程度に絞込み  
川内市 

川内ホテル 

16 木 13:30 第7 回幹事会   ・合併協定項目 H 群提案 
里村 

中央公民館 

24 金 13:30 第8 回協議会 
・新市名称小委員会中間報告 

（２０点程度） 

・合併協定項目Ｃ D 群決定 

・合併協定項目 G 群提案 

祁答院町 

いこいの村 

いむた池 

10 

30 木 13:30 協議会 予備日     (未定) 



 

月 日 曜日 時間 会議名 協議内容 合併協定協議項目 会場 

4 火 13:30 第6 回小委員会 ・新市名称５点程度に絞込み  
川内市 

安藤旅館 

6 木 13:30 第8 回幹事会 ・新市まちづくり計画修正原案提案  
川内市 

おおとり荘 

13 木 13:30 第9 回協議会 ・新市まちづくり計画修正原案提案 ・合併協定項目 H 群提案 
樋脇町ホテル

グリーンヒル

17 月 13:30 第7 回小委員会 ・新市名称５点程度に絞込み  
川内市 

川内ホテル 

20 木 13:30 第9 回幹事会 ・新市まちづくり計画案決定 ・住民説明会の日程協議 

川内市 

サンアリーナ

せんだい  

11 

26 水 13:30 第10 回協議会 ・新市まちづくり計画案決定 

・合併協定項目 E，F 群決定 

・新市の名称について提案(5

点程度） 

川内市ホテル

太陽パレス 

4 木 13:30 幹事会予備   
川内市役所 

６階大会議室

11 木 13:30 協議会予備     
川内市ホテル

太陽パレス 

18 木 13:30 第10 回幹事会 
・新市まちづくり計画知事協議報告 

・新市まちづくり計画決定 
  

入来町文化ホ

ール別館 

12 

24 水 13:30 
第11 回協議会 

第8 回小委員会 

・新市まちづくり計画知事協議報告 

・新市まちづくり計画決定 

・優秀賞の決定（小委員会） 

・合併協定項目 G，H 群決定 

・新市の名称について決定

（候補１点） 

川内市 

ホテル太陽 

パレス 

8 木 13:30 第11 回幹事会     
東郷町アミテ

ィプラザ東郷

15 木 13:30 第12 回協議会 ・合併協定書（案）提案 ・住民説明会 
樋脇町ホテル

グリーンヒル

22 木 13:30 第12 回幹事会   

 

 

川内市 

サンアリーナ

せんだい  

1 

29 木 13:30 第13 回協議会 ・合併協定書（案）審議 
         各市町村 

 住民説明会 

川内市ホテル

太陽パレス 

5 木 13:30 第13 回幹事会     
川内市 

おおとり荘 

12 木 13:30 第14 回協議会 
・合併協定書（案）決定 

【合併協定書 調印式】 
・住民説明会 報告 

川内市ホテル

太陽パレス 

19 木 13:30 第14 回幹事会     

祁答院町 

農村環境改善

センター 

2 

26 木 13:30 第15 回協議会     

祁答院町 

いこいの村 

いむた池 

4 木 13:30 幹事会予備   (未定) 

11 木 13:30 協議会予備     (未定) 

18 木 13:30 第15 回幹事会     

川内市 

市民会館第１

会議室 

3 

25 木 13:30 第16 回協議会 ・各市町村 議決   
川内市ホテル

太陽パレス 

1 木 13:30 第16 回幹事会     

川内市 

市民会館第１

会議室 

8 木 13:30 第17 回協議会     
樋脇町ホテル

グリーンヒル

15 木 13:30 第17 回幹事会     
川内市役所 

６階大会議室

4 

22 木 13:30 第18 回協議会     
川内市ホテル

太陽パレス 
 




